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第24回南部町議会定例会 

  

議事日程（第１号） 

平成21年８月28日（金）午前10時開議 

 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期の決定 

第 ３ 諸般の報告 

第 ４ 町長提出議案提案理由の説明 

第 ５ 議案第71号 平成20年度南部町一般会計歳入歳出決算認定について 

第 ６ 議案第72号 平成20年度南部町学校給食センター特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ７ 議案第73号 平成20年度南部町農林漁業体験実習館事業特別会計歳入歳出決算認定に 

          ついて 

第 ８ 議案第74号 平成20年度南部町ボートピア交付金事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

          いて 

第 ９ 議案第75号 平成20年度南部町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

第 10 議案第76号 平成20年度南部町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について 

第 11 議案第77号 平成20年度南部町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

第 12 議案第78号 平成20年度南部町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第 13 議案第79号 平成20年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

第 14 議案第80号 平成20年度南部町国民健康保険名川病院事業会計決算認定について 

第 15 議案第81号 平成20年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第 16 議案第82号 平成20年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第 17 議案第83号 平成20年度南部町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第 18 議案第84号 平成20年度南部町営地方卸売市場特別会計歳入歳出決算認定について 

第 19 議案第85号 平成20年度南部町工業団地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第 20 議案第86号 平成20年度南部町介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定について 

第 21 議案第87号 平成20年度南部町大字上名久井財産区特別会計歳入歳出決算認定につい 

          て 

第 22 議案第88号 平成20年度南部町大字平財産区特別会計歳入歳出決算認定について 
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第 23 議案第89号 平成20年度南部町大字平字下平外14字財産区特別会計歳入歳出決算認定 

          について 

第 24 議案第90号 平成20年度南部町大字下名久井字田端外17字財産区特別会計歳入歳出決 

          算認定について 

第 25 議案第91号 平成20年度南部町大平財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程に同じ 

 

出席議員（18名） 

  1番  工 藤 正 孝 君       2番  夏 堀 文 孝 君 

  3番  沼 畑 俊 一 君       4番  根 市   勲 君 

  5番  松 本 陽 一 君       6番  河門前 正 彦 君 

  7番  川 井 健 雄 君       8番  中 村 善 一 君 

  9番  佐々木 勝 見 君      10番  工 藤 幸 子 君 

 11番  馬 場 又 彦 君      12番  立 花 寛 子 君 

 13番  川守田   稔 君      14番  工 藤 久 夫 君 

 15番  坂 本 正 紀 君      16番  小笠原 義 弘 君 

 17番  佐々木 元 作 君      19番  西 塚 芳 弥 君 

 

欠席議員（２名） 

   18番  東   寿 一 君      20番  佐々木 由 治 君  

 

地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長  工 藤 祐 直 君  副 町 長  赤 石 武 城 君 

副 町 長  馬 場   宏 君  総 務 課 長  坂 本 勝 二 君 

企画調整課長  奥 瀬   敬 君  財 政 課 長  小萩沢 孝 一 君 

税 務 課 長  八木田 良 吉 君  住民生活課長  中 野 雅 司 君 

健康福祉課長  有 谷   隆 君  環境衛生課長  小野寺 直 和 君 

農 林 課 長  岩 舘 茂 好 君  農村交流推進課長  小笠原   覚 君 
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商工観光課長  大久保   均 君  建 設 課 長  西 野 耕太郎 君 

会 計 管 理 者  坂 本 與志美 君  名川病院事務長  坂 本 好 孝 君 

老健なんぶ事務長  神 山 不二彦 君  市 場 長  佐々木 博 美 君 

教 育 長  角 濱 清 輝 君  学 務 課 長  庭 田 卓 夫 君 

社会教育課長  工 藤 重 行 君  農業委員会事務局長  坂 本   勝 君 

代表監査委員  鈴 木   聰 君 

 

 

職務のため出席した者の職氏名 

事 務 局 長  立 花 和 則    主     幹  板 垣 悦 子 

主 事  秋 葉 真 悟 
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◎開会及び開議の宣告 

 

〇議長（小笠原義弘君） ただいまの出席議員数は17人でございます。定足数に達しております

ので、これより第24回南部町議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

（午前10時00分） 

                                           

 

◎議会運営委員会委員長の報告 

 

〇議長（小笠原義弘君） ここで議会運営委員長から、本定例会の運営について議会運営委員会

の報告を求めます。議会運営委員長。 

（議会運営委員会副委員長 川井健雄君 登壇） 

 

〇議会運営委員会副委員長（川井健雄君） おはようございます。委員長が欠席しておりますの

で、かわってご報告申し上げます。 

 去る８月21日に開催いたしました議会運営委員会におきまして、第24回南部町議会定例会の運

営について協議いたしましたので、決定事項をご報告いたします。 

 本定例会に予定されました付議事件は、町長提出議案が報告３件、平成20年度各会計決算認定

21件、条例の制定等６件、平成21年度補正予算８件でございます。なお、平成20年度各会計決算

認定につきましては、決算特別委員会を設置し、付託して審議することにいたしました。そのほ

かの案件といたしましては、常任委員会報告がございます。一般質問は７名の議員から通告があ

り、その内容はお手元に配付しております一般質問通告一覧表のとおりでございます。 

 以上のことを踏まえて、本定例会の会期は本日８月28日から９月７日までの11日間といたしま

した。 

 なお、８月29日、30日及び９月５日、６日は休日のため、９月２日は議案熟考のため休会とい

たします。 
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 以上のとおり決定いたしましたので、理事者並びに議員各位のご協力をよろしくお願い申し上

げまして、議会運営委員会の報告を終わります。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 議会運営委員長の報告が終わりました。 

                                           

 

◎会議録署名議員の指名 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第119条の規定により、議長において10番工藤幸子君、11番馬場

又彦君を指名いたします。 

                                           

 

◎会期の決定 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本定例会の会期は、議会運営委員会の報告のとおり本日８月28日から９月

７日までにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は、８月28日から９月７日までの11日間に決定いたしました。 

 お諮りいたします。ただいま決定された11日間の会期中、８月29日、30日及び９月５日、６日

は休日のため、９月２日は議案熟考のため、休会としたいと思います。これにご異議ありません

か。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） ご異議なしと認めます。 

 よって、ただいまの５日間は休会とすることに決定いたしました。 
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◎諸般の報告 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第３、諸般の報告をいたします。 

 諸般の報告につきましては、お手元に配付のとおりでありますので朗読は省略いたします。 

 なお、監査委員より、平成21年度財政援助団体等監査の結果について報告がありましたので、

その写しもあわせて配付しております。 

 今期定例会の上程は町長提出議案35件、報告３件、常任委員会報告の件であります。日程によ

り、それぞれ議題といたします。 

                                           

 

◎提出議案提案理由の説明 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第４、町長提出議案提案理由の説明を求めます。町長の登壇を求

めます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、定例会の開会に当たりまして、ご挨拶と提案理由のご説明を

申し上げます。 

 本日、第24回南部町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位には、何かとご多忙のと

ころご出席を賜り、開会できますことに、衷心より厚くお礼申し上げます。 

 それでは、提出案件の説明の前に、６月定例会以後の内外の情勢について触れさせていただき

ます。 

 さて、町内におきましては、６月下旬から「さくらんぼ狩り」が開催されました。 

 春先の霜害、その後の高温障害等により収穫量が大きく落ち込んだほか、品不足による価格の

高騰により、来園者の減少が心配されましたが、昨年より400人ほど少ない約１万6,800人の入園

者数を確保することができました。これも偏に生産者の皆様はじめ観光農業やグリーン・ツーリ

ズムなどに携わっていただいている関係各位のこれまでの長年のご努力が、県内外の消費者に認

められた証であると確信しております。 

 しかし、８月に入ってからもヤマセの影響で、ぐずついた天候が続き、気温、日照時間とも不
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足しており、気象庁では、今年の東北地方の梅雨明け宣言は行わないとのことであります。 

 これから秋にかけて、水稲をはじめブドウ、ナシ、リンゴなどの主要作物の収穫期を迎えます

が、今後の天候と、これら農作物の生育の回復、価格の安定を切に願うものであります。 

 次に、整備を進めてまいりました学校給食センターにつきましては、夏休み中に万全の体制を

整え、夏休み明けの去る８月20日から町内小中学校へ給食の提供を開始したところであります。 

 給食センターの新築につきましては、合併前の旧三町村における共通の懸案事項であり、新町

建設計画の施策の一つでもありました。その給食センターが完成したことは大変喜ばしいことで

あり、町内児童生徒の皆さんが、まさしく「同じ釜のメシ」を食べ、仲間意識を持ち、心身共に

健全に成長し、将来の南部町のために活躍されることを期待したいと思います。 

 去る、５月21日、国民健康保険名川病院が、平成21年度自治体病院優良病院表彰を受賞いたし

ました。この度の受賞は、地域医療の確保に重要な役割を果たしていることや経営の健全化が確

保されていることなどが認められたもので、平成３年の受賞に続く二回目の受賞であります。 

 全国各地の自治体病院が、経営難や医師不足のため、休診や閉鎖などに追い込まれている昨今、

名川病院では、通常の外来・入院患者のケアのほか、救急医療機関としての業務、在宅診療業務、

健診や予防接種などの保健業務や予防活動にも力を入れるなど、まさに地域住民のための自治体

病院として努めてきた結果の現れだと思っております。 

 今後は、施設の老朽化に伴い「医療健康センター」として移転新築する計画もございますが、

引き続き、保健、医療、福祉が一体となった包括ケアシステムの構築と併せ、地域住民が健康に

生活することができる社会実現のための中核施設として、院長を初めスタッフが一丸となり、な

お一層努めて参りたいと考えております。 

 さて、国内では、現在、衆議院議員選挙の真最中であります。明後日、投開票が行われ、新し

い衆議院の体制が明らかとなるわけですが、いずれにいたしましても、今回の選挙は、地方分権

が一つのキーワードとなっており、今後は、地方行財政制度が大きな転換期を迎えることが予想

されます。 

 しかし、国の地方分権改革推進委員会での議論を見ても分かるとおり、その理念とするところ

は非常に奥深く、ある種の哲学のようなものであり、真の地方分権に至る道のりは相当険しいも

のになると思われます。 

 ともすれば、地方消費税の増税や地方交付税の増額など地方の税財政改革があたかも地方分権

のように言われておりますが、国の法令による地方行政に対する義務づけの緩和、一種の規制緩

和が、本当の意味での地方分権であり、その結果が本来あるべき地方自治の姿ではないかと考え
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ております。平たく申し上げますと、地域のことは自ら考え、制度を設計し、実施方法を決定し、

そして実行する。そのあらゆる過程においては、常に住民の意見を聴き、住民に対し説明責任を

果たすという姿であり、そのためには、首長にはトップマネジメント能力が、職員には政策形成

能力が、住民には行政への参画や協働の意識がより求められるようになるものであります。 

 

※川守田稔君 着席 

 

 衆議院選挙後は、政府・国会の動向を注視し、様々な制度変革が行われた場合においても、町

民の生活に急激な影響を極力及ぼさないよう努める必要がありますし、併せて、なお低迷を続け

る地域経済の活性化対策や秋から冬にかけて訪れると言われている新型インフルエンザ流行へ

の対応、冒頭でも触れました低温・日照不足による農作物対策など、喫緊の課題に対し、適切に

対処して参る所存でありますので、議員各位におかれましても、更なるご支援、ご協力を賜りま

すようお願い申し上げる次第であります。 

 それでは、本定例会に提出いたしました案件につきまして、順に説明を申し上げ、審議の参考

に供したいと存じます。 

 まず、報告第14号、平成20年度青森県新産業都市建設事業団の決算報告についてでありますが、

事業団の平成20年度決算状況について、特定事業及び特定事業以外の決算書が提出されたので、

地方自治法に基づき、付属書類、審査意見書を添えて議会に報告するものであります。 

 次に、報告第15号、平成20年度南部町財政の健全化判断比率の報告についてでありますが、地

方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、平成20年度南部町の普通会計について、実質

赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の健全化判断比率を監査委員の

意見を付して、議会に報告するものであります。 

 次に、報告第16号、平成20年度南部町公営企業の資金不足比率の報告についてでありますが、

報告第15号と同じく、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、平成20年度南部町の

各公営企業会計について、資金不足比率を監査委員の意見を付して、議会に報告するものであり

ます。 

 報告第15号及び第16号につきましては、いずれも赤字額、資金不足額がないことから、監査委

員からは、是正改善を要すべき事項について「特に指摘すべき事項はない。」との審査結果をい

ただいており、特に健全化判断比率につきましては、「実質公債費率が平成19年度の21.3％から

21.0％になったことは、健全化に対する改善の努力が認められる。」との評価をいただいたとこ
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ろであり、今後とも引き続き財政の健全化に努めてまいる所存であります。 

 次に、議案第71号から議案第91号までの平成20年度各会計の決算21件につきましては、監査委

員の意見を付して、議会の承認を求めるものでございます。各会計の詳細につきましては、会計

管理者及び各担当課長から説明いたしますので、私からは一般会計決算の概要についてご説明申

し上げます。 

 議案第71号、平成20年度南部町一般会計歳入歳出決算認定についてでありますが、予算総額は

歳入歳出それぞれ112億1,762万7,000円で、これに対し収入済額は100億7,090万1,547円、支出済額

は97億7,913万8,651円となりました。予算総額と収入済額のおよそ12億の差額でございますが、

20年度３月の臨時交付金二次補正でございますが21年度に繰り越しになっているための差額で

ございます。この結果、歳入歳出差引額は、２億9,176万2,896円で、このうち5,362万3,000円が

繰越明許費繰越額として翌年度に繰り越しになるため、実質収支額は、２億3,813万9,896円とな

り、このうち地方自治法の規定により、財政調整基金に3,800万円、減債基金に１億円、合わせ

て１億3,800万円を積み立てております。 

 監査委員からは「財務事務及び財産管理についても概ね適正に処理されているものと認められ

た。」との総括意見をいただいておりますが、今後とも町税等歳入の確保を図るとともに、歳出

においては、行政運営の合理化、効率化に努め、財政基盤を強化し、住民サービスのなお一層の

向上を図るよう努めてまいる所存でおりますので、ご指導、ご助言をよろしくお願い申し上げま

す。 

 なお、平成20年度の主要施策の成果については、行政報告書として別冊にし、お手元に印刷配

布しておりますので、決算審議の参考にしていただきたいと存じます。 

 次に、議案第92号、南部町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条

例の制定についてでありますが、職員が行方不明等になった場合の休職の期間及び職員が禁錮刑

以上に処せられた場合の失職の特例を定めるため、条例を改正するものであります。 

 次に、議案第93号、南部町乳幼児医療費給付条例等の一部を改正する条例の制定についてであ

りますが、平成20年４月から医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する

ための制度、「高額医療・高額介護合算療養費制度」が導入され、その申請・給付事務が今年８

月から開始されたことから、関連する南部町乳幼児医療費給付条例、南部町ひとり親家庭等医療

費給付条例及び南部町重度心身障害者医療費助成条例について、改正するものであります。 

 次に、議案第94号、南部町敬老祝金支給条例の一部を改正する条例の制定についてであります

が、受給資格に関し、他市町村との支給要件の違いによる支給漏れ及び重複支給を防ぐため、条
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例の改正を行うものであります。 

 次に、議案第95号、南部町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてであります

が、健康保険法施行令の一部改正に伴い、平成21年10月から平成23年３月までの出産に係る出産

育児一時金を４万円増額するため、条例の改正を行うものであります。なお、この制度の改正は、

緊急の少子化対策として当面平成22年度末までの暫定措置として行われるため、附則の改正で対

応するものであります。 

 次に、議案第96号、平成21年度南部町一般会計補正予算（第３号）についてでありますが、予

算の総額に歳入歳出それぞれ２億5,022万8,000円を追加し、予算の総額を103億3,985万4,000円

とするものであります。 

 歳出の主な内容は、３款民生費に、地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金として3,344万

4,000円、子育て応援特別手当として1,508万4,000円を追加いたしました。 

 ６款農林水産業費には、果樹共済助成事業補助金及びおいしい果物産地振興事業補助金、合わ

せて297万3,000円を追加いたしました。 

 ７款商工費には、誘致企業に対する地域総合整備資金貸付金5,500万円を追加しております。 

 ８款土木費には、道路橋りょう維持費に修繕料、除雪委託料、道路維持工事費など合計で

6,138万7,000円を追加いたしました。 

 10款教育費には、学校教育設備整備備品費として小学校費に1,926万円、中学校費に1,113万円、

幼稚園費に74万円をそれぞれ追加しております。 

 これらの財源としましては、国庫補助金の地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金3,344万

4,000円、同じく子育て応援特別手当事業交付金1,508万4,000円、教育費関連の国庫補助金を

1,726万円、町債の地域総合整備資金貸付金債5,500万円のほか、地方交付税交付金の留保額

7,989万3,000円等を充当しております。 

 次に、議案第97号、平成21年度南部町学校給食センター特別会計補正予算（第１号）について

でありますが、新しい給食センターの臨時職員賃金及び給食業務委託料に560万円を追加し、予

算の総額を２億1,722万7,000円とするもので、財源は一般会計からの繰入金を計上しております。 

 次に、議案第98号、平成21年度南部町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）についてであ

りますが、議案第95号に関連し、出産育児一時金を４万円増額するため、２款保険給付費に80万

円を追加したほか、８款保険事業費には国保ヘルスアップ事業費として505万8,000円を追加いた

しました。このほか、前年度繰越金が確定したことにより財政調整基金への積立金5,901万

4,000円を計上し、これらにより合計で6,955万1,000円を追加し、予算総額を30億645万1,000円
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とするもので、これらの財源として国庫補助金、一般会計繰入金及び繰越金を計上しております。 

 次に、議案第99号、平成21年度南部町介護保険特別会計補正予算（第２号）についてでありま

すが、前年度繰越金が確定したことに伴い、介護給付費準備積立金に103万5,000円を計上し、ま

た、前年度介護給付費の確定に伴い、国・県等への返還金2,909万8,000円を計上したほか、財源

補正等を行ったもので、合計で2,807万1,000円を追加し予算総額を21億7,480万3,000円とするも

のであります。 

 次に、議案第100号、平成21年度南部町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号）につい

てでありますが、歳入では前年度繰越金の確定及び居宅介護支援サービス計画費収入の減額を見

込み、歳出では訪問車両買い換えの経費を計上したもので、合計で187万7,000円を追加し予算総

額を1,631万円とするものであります。 

 次に、議案第101号、平成21度南部町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）についてで

ありますが、歳入の１款後期高齢者医療保険料が賦課額確定により、1,916万7,000円減額された

ことに伴い、後期高齢者医療広域連合に納める納付金を同額減額したほか、前年度繰越金が確定

したことに伴い、合計で1,869万7,000円を減額し予算総額を３億7,359万6,000円とするものであ

ります。 

 次に、議案第102号、平成21年度南部町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）につい

てでありますが、歳入では、前年度繰越金が確定したことに伴い一般会計繰入金を同額減額した

ほか、歳出についても施設管理委託料の入札残額を中継ポンプ修繕の経費に組み替えしたもので、

予算の総額に変更はございません。 

 次に、議案第103号、平成21年度南部町介護老人保健施設特別会計補正予算（第１号）につい

てでありますが、歳入では、前年度繰越金が確定したことに伴い追加し、歳出では、施設の老朽

化に伴う修繕経費等に所要額をそれぞれ追加したことにより、合計で501万3,000円を追加し予算

総額を４億135万6,000円とするものであります。 

 次に、議案第104号、南部町過疎地域自立促進計画（後期）の一部改正についてでありますが、

第２回南部町議会定例会でご議決をいただいた南部町過疎地域自立促進計画（後期）に関し、上

水道対策として、現在、簡易水道を給水している二又地区について、八戸圏域水道企業団の上水

の分水を受けられるよう、送水管敷設等の整備を行うため、計画を変更いたしたく、過疎地域自

立促進特別措置法の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。 

 次に、議案第105号、定住自立圏形成協定の締結についてでありますが、定住自立圏構想推進

要綱に規定する定住自立圏形成協定を当町と八戸市との間で締結することについて、南部町議会
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の議決すべき事件を定める条例の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。協定の主な

内容としましては、救急医療、周産期医療体制の充実。子育て支援の充実。農業振興に係る情報

提供体制の構築。社会教育の推進。（仮称）圏域公共交通計画の策定及び推進。ＩＣＴインフラ

の整備及び利活用。八戸市東京事務所を活用した地域情報の発信。グリーン・ツーリズムの推進。 

空き家バンクを活用した移住促進。安全・安心情報配信システムの構築。圏域内市町村職員の育

成。ＮＰＯ等の活動促進などとなっており、ご議決をいただいた後は、この協定書により八戸市

と調印式を行うこととなります。 

 以上、提案いたしました議案の概要について説明申し上げましたが、議事の進行に伴い、また、

ご質問に応じまして、本職はじめ、副町長、教育長、担当課長より詳細にご説明いたしますので、

慎重審議の上、なにとぞ原案どおりご議決、ご承認を賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、会期中に、契約の締結及び人権擁護委員の候補者の推薦についての案件を追加提案させ

ていただく予定でおりますので、付け加えさせていただき提案理由の説明とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 町長提出議案提案理由の説明が終わりました。 

                                           

 

◎議案第71号から議案第91号の上程、委員会付託 

 

〇議長（小笠原義弘君） お諮りいたします。 

 この際、日程第５、議案第71号から、日程第25、議案第91号までを会議規則第37条の規定によ

り、一括議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第71号から、議案第91号までの平成20年度南部町各会計歳入歳出決算認定につい

て議案21件を一括議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま、議題といたしました議案第71号から議案第91号までの決算認定議案21件について

は、委員会条例第６条の規定により、議員全員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これ
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に付託して審査することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第71号から議案第91号までの議案21件については、議員全員をもって構成する決

算特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決しました。 

 なお、決算特別委員長及び副委員長の選任については、委員会条例第９条第２項の規定により、

委員会で互選することになっております。よって、委員長及び副委員長を互選するための決算特

別委員会をこの席から口頭をもって招集いたします。本日本会議終了後、この議場において、決

算特別委員会を開催いたしますので、ご了承願います。 

                                           

 

〇議長（小笠原義弘君） また、それぞれの所管の常任委員会において、継続審査となっており

ました陳情書を審査するため、教育民生常任委員会は本日決算特別委員会終了後、産業建設常任

委員会は８月31日本会議終了後、開催いたします。 

                                           

 

◎散会の宣告 

 

〇議長（小笠原義弘君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 なお、８月29日、30日は休日のため休会とし、８月31日は午前10時から本会議を再開いたしま

す。 

 本日はこれにて散会いたします。ご協力まことにありがとうございました。 

（午前10時31分） 
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◎開議の宣告 

 

〇議長（小笠原義弘君） ただいまの出席議員数は19人でございます。定足数に達しております

ので、これより第24回南部町議会定例会を再開いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

（午前10時00分） 

                                           

 

◎一般質問 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第１、一般質問を行います。 

 質問の回数は３回までとし、制限時間は質問、答弁を合わせて60分以内といたします。制限時

間を有効に使っていただくために質問者並びに答弁者は簡潔、明瞭にお願いいたします。 

 なお、制限時間の５分前になりましたらチャイムでお知らせいたしますのでご協力のほどをよ

ろしくお願いいたします。 

 これより通告順に順次発言を許します。 

 10番、工藤幸子君の質問を許します。工藤幸子君。 

（10番 工藤幸子君 登壇） 

 

〇10番（工藤幸子君） おはようございます。さきに通告しておりました２点について町長にお

伺いいたします。 

 まず１点目でございますが、町づくりについて。若い世代が住みやすい土地の提供についてで

あります。「町づくり」とは、その概念が大きく膨らんでまいりましたが、地域で暮らしを営む

人々が、生活環境や伝統文化等の潜在的な可能性を引き出すことにより、経済的自立性を獲得す

るとともに、地域社会に立脚した豊かな生活を追及することではないでしょうか。 

 2005年、平成の大合併は、縮減社会の幕開けを告げて、前世紀の目的地が明確であったの対し、

先行きが不透明な時代に今私たちは生きてはいないでしょうか。まちづくりが最終的に目指す状
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況は、コミュニティが船をこがされているのではなく、町民がみずからかじ取りをしていると感

じられる状況であります。いわゆるまちづくりは、行政主導から町民参加、町民参画の時代を経

て、昨今では行政参加、行政参画と言われるまでになってまいりました。平成の市町村合併を契

機に住民自治の充実が論議され、人口減少による公共サービスの低下や地方自治体等に限定され

ていた公共施設の管理を民間やコミュニティに委ねる指定管理者制度も導入されるように、市町

村にかわって公共サービスをコミュニティ組織やＮＰＯに期待しなければなりません。また、地

方自治が、地方行政の広域化によって、極めてき弱なものになってしまっているのであります。

地域福祉や近隣環境も課題であり、ご近所の底力、また若い世代の底力が有効に機能しなければ

なりません。 

 今、我が町の人口は、平成21年８月28日現在、男１万221人、女１万1,090人、合計２万1,311人

であり、高齢化率29.341％、65歳以上の人口は6,253人、ひとり暮らし世帯おおよそ600前後、そ

して出生率は15％以下では少子化と言われておりますが、今我が町の出生率は12.78％でありま

す。そこで、「低生産性」「周縁性」という地方の地域が抱える課題を効率よく克服するために、

バランスのよいまちづくりを進めなければならないと思うのであります。 

 危機脱却を図るそのためには、若い世代の家族が多く住むことができるための安価の土地の提

供が必要であると思います。なぜなら、若い世代はふるさとに永住したくとも手の届く町の土地

を探すことができないので、仕方なく遠隔地の他町村に移り住まなければならないとの声であり

ます。地域固有の文化や生態系に基づく自律的な社会の発展を目指さなければなりません。新し

い公共の誕生、社会資源の発見をし、まちづくりをしなければならないのであります。若さゆえ

にできる自発的なまちづくり運動を育て、町民みずからの身近な町の歴史を振り返り、再評価し、

それに立脚したまちづくりをし、暮らしやすいまちづくりを担う。 

 したがって、町長、若い世代に安価、または無償の土地提供をも考えることが大事ではないで

しょうか。町長のご所見を問うものであります。 

 次に、出産援助について、出産費拡大援助についてであります。私たちは、お金なしでは１日

たりとも生活できません。近年、不況と種々の経済格差が生まれ、低所得層にとってはお金の価

値はますます高まり、それとともに教育格差や情報格差も大人から子供まで生じています。少子

化が進行し、特に教育費に多くのお金をかけている現実もあります。時にはお金の持つ力に振り

回され、お金の獲得が目的化することさえあります。そんな中、少子化問題があるのは、出生率

の低下によって、子供数が減少しているからであります。出生率の減少をもたらす要因は、第１

に、未婚率の上昇と初婚年齢の上昇であり、１人の女性が一生涯に産む子供の数の平均値は下回
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り、それゆえ未婚率の上昇、特に25歳から29歳までの女性の未婚率が上昇し、さらに女性の平均

初婚年齢も上昇の傾向にあり、少子化を加減しているのであります。 

 第２の要因は、夫婦の出生力の減少であります。２人以上の子供を求めない傾向が強く、その

背景には、教育費を初めとする子育ての費用の増大であります。特に、出産時の医療費や出費の

増大であることや、仕事への愛着と家族の高齢化による家庭での見守りの現実化で、少子高齢化

は無縁ではなく、つながっているのであります。 

 したがって、南部町の出生数、昨年は137人でありましたが、今年度に入り、７月までの届け

は31人で、この割合でいくと、平成21年度は100人を切ることが懸念されます。つまり、平成21年

１月、前回の改正で産科、医療保障制度に加盟する医療機関において出産した場合のみ助成され

る医療費の受給額は３万円プラスされて39万円、確かに平成21年10月から23年までさらに３万円

プラスで42万円にはなるのですが、これまでのこと、これからのことを考えると、これでは安心

して産み育てることができないと思います。せめて、出産時は50万円程度補助を増額する必要が

あるのではないかと考えますが、我が町に子供がいなくならないように、町長に出産費用の増額

を切望するものであります。町長はどのように考えておられるのかお聞かせいただきたいと思い

ます。 

 以上、２点について町長にお願いいたします。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 答弁を求めます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、工藤幸子議員のご質問にお答えを申し上げたいと思います。 

 まず１点目の若い世代が住みつくための土地の提供援助についてというご質問でございます

が、若い世代が住みつくための土地の提供援助について、町ではこれまでに若者の定住や町外か

らの移住の促進を図る目的に、福地地区のあけぼの団地、そしてまた名川地区の赤沼団地の分譲

も実施してまいりました。この地区につきましてはすべて終了してございます。 

 また、現在販売中の団地でございますが、森越地区分譲地、法師岡地区分譲地、小沢田地区分

譲地の３地区がございます。いずれも景気低迷等によりまして、需要が減退しておりまして、計

画通りに販売が進んでいない状況でもございます。 

 今後はまずこの３地区の販売促進を図るとともに、新規の宅地分譲につきましては、需要の動

向を見きわめながら地域バランスも考慮し、整備を図ることが必要であろうと考えてございま
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す。 

 また、若い世代の方々が住みつくための宅地分譲でございますけれども、私どももまず公有財

産のこの有効活用を図らなければならないなと、そういう部分にしっかり目を向けていくことに

よって、分譲価格は安価に提供することができるだろうと、こう思ってございますので、そうい

う部分も含めながら、今度できるだけ安価で提供をしながら、そしてまた私ども南部町に若い人

たちも住んでもらえる、そういう方向を検討してまいりたいと、こう思ってございます。 

 次に、出産費拡大援助についてでございますけれども、まず、国民健康保険を初め、公的医療

機関保険加入者の出産育児一時金につきましては、先ほど幸子議員からもお話しがありました。

本年10月１日から35万円に４万円を増額し、39万円とする条例改正案を今定例会に提出する予定

でございます。また、本年１月に改正した産科医療補償制度に加入する医療機関において出産し

た場合の３万円増額分を加えますと、42万円の給付となります。 

 次に、妊婦健康診査についてですが、本年４月から厚生労働省が示す14回の標準的な健診につ

いては、公費負担で受診できるようにし、健診に係る費用の自己負担の軽減を図っているところ

でございます。 

 また、乳幼児医療費につきましては、所得制限がありますが、ゼロ歳児から３歳児までは全額

給付を行ってございます。昨年10月からは、４歳から就学前児童の通院につきましても対象とし

て、自己負担分から入院については１日500円、通院については１月1,500円を控除した額を給付

してございます。 

 さらに、児童手当につきましては、月額で３歳未満の児童に対し一律１万円、３歳以上小学校

卒業までの児童については１人目と２人目に5,000円、３人目以降に１万円を支給しているとこ

ろでございます。 

 昨年度に生活対策の一環として、子育て応援特別手当を支給いたしましたが、本年度につきま

しても、10月１日現在で当町に在住する３歳から就学前児童の子供１人当たりに３万6,000円を

支給する予定となってございます。 

 さまざまな軽減も図っているわけでございますが、先ほど工藤議員からも１人当たり50万円の

援助というお話しがございました。我々も、また支給を受ける方々も多い方が喜ばれる。これは

我々もわかっているわけでございます。全体的な部分も考えながら、最終的に取り組んでいくと

いうのも我々のまた責任であろうと、こう思っておりますので、どの金額がまた適正なのか、ま

た、通常出産時、それぞれ病院によって金額が違うわけですけれども、そういう部分もしっかり

と調査をしながら、どの分までできるかどうかという部分については、検討してまいりたいと、
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こう思っておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 再質問はありませんか。工藤幸子君。 

 

〇10番（工藤幸子君） まちづくりの方ですが、会社であれば、利益が出なければその会社はも

う運営することができないという、そういう状態になるわけで、出生率が下がって、人口が激減

すると、行政の機能ももちろんなさなくなると思いますし、町も破綻という状態になってくると

思いますので、まず人口をふやす手だてを考えてほしい。そうすると、ある程度40歳未満の年齢、

高年齢ではなくて、未満の若者たちが利用できる、しかも本当に安い値段で買えるような、そう

いう土地の提供が必要かと思います。 

 それで、平たく言いますと、福地、それから名川地域はほとんど２カ所、３カ所と、こう大き

くその土地が提供されている状況でありますけれども、旧南部地区はその状況がどこにも見当た

らないということで、できれば両親、あるいは家族のいるふるさとで永住したいという、そうい

う声もありますので、ぜひそのところを均衡をもって配慮してほしいなと、このように思ってい

る次第でございます。 

 そして、子育て、この出産のときの費用は、その費用だけでじゃあ出るから子供を産もうかな

という、この認識といいますか、意識といいますか、それはやはり経済が低下している現在では、

働いている女性が出産するときには、前後にいろいろと体調的なものもあったり、さまざまそこ

に悪条件が発生してきますので、それらを考慮すると、とても子供を抱えてというわけにはいか

ないという意識が大であろうかと思います。ですから、出産費用の42万円、39万円という数字で

はなくて、その辺の意識を少し持ってもらうためにも、幾らかそこにプラスアルファを加えてい

ただいた方が女性としても、また家庭の主婦としても、大変意識的に変革を見ることができるの

ではないか、それもささやかな希望ではありますけれども、何もしないよりはその方がいいかな

と、私はそう思っています。何回も言いますけれども、人口が減少しないように、年をとってま

いりますと、もちろん自然減少ではありますが、出産によって人口がふえるということが町発展

の基本だと思いますので、町長もその辺を十分に考慮していただきたいものだと思います。 

 そのプラスアルファの部分をどのように町長は考えておられるのか、もう一言お願いいたしま

す。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 町長。 
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〇町長（工藤祐直君） まず、土地の分譲の関係でございますが、合併前に福地地区、名川地区

においては整備をしておりまして、既に販売をして、全部完了しているという経緯でございます。

今南部地区も考えということでございますが、先ほども申し上げました。まずは有効土地利用を

図っていかなければならないということで、公有の土地がどのぐらいあるのか。そしてまた、場

所的にはどういうところなのかというのも考えていかなければなりませんし、当然整備費がかか

るわけでございますので、一つ、今五戸町が分譲住宅を販売してございます。ただ、結果を聞き

ますと、まだ２棟ほどとか、ほとんどがまだ売れないというのも整備をしてもそういう今そうい

う経済状況でもあると思います。そういう全体的なのも考えながら、まずはとりかかる部分は、

何度も申し上げますが、公有財産を活用しての部分というのは考えていきたいと思ってございま

す。 

 それから、出産費等に係る部分でございますが、結婚をまずしていただければ、ここは大分解

消されるんだろうなと思います。ただ、今それぞれ若い方々が自分たちのまず自由な時間といい

ますか、テレビのインタビューなんか、若い人たち、助成金等について、２通りの意見がよく流

れてきます。「そういうのがあればもう１人つくりたい」というインタビューも聞きますし、「そ

れだけでつくろうとは思わない」という、２通りのこういう意見があるのも現状だと思います。

そういう中で、南部町も少子高齢化、これは南部町に限らず、県内ほとんどの40市町村が減少化

であると。青森県自体も140万人を割ると、そういう状況でございます。ただ、議員おっしゃる

ように、何もしないというわけではなく、我々も財政を見ながら、そしてまた本当にどこの部分

を支援していけばいいのかと。恐らくこの一つだけでは解決もなかなか難しいだろうなと思って

おります。そういう援助と合わせながら、いわゆる金額だけではない生活していく上での環境整

備というのも大きな要因になろうと、こう思ってございますので、そういう部分も総合的に調査

をしながら、私どもの財政の中でどういうふうにすればできるのかというのを検討してまいりた

いと、こう思ってございます。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 工藤君。 

 

〇10番（工藤幸子君） 今すぐとは町長にお願いしがたい部分もありますけれども、ぜひ近未来

の発展のために、この件をひとつ意中におさめておいていただきたくお願い申し上げまして、私

の質問を終らせていただきます。 
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ありがとうございました。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 以上で工藤幸子君の質問を終わります。 

 ２番、夏堀文孝君の質問を許します。夏堀文孝君。 

（２番 夏堀文孝君 登壇） 

 

〇２番（夏堀文孝君） おはようございます。冒頭に当たりまして、７月から８月にかけて九州

・四国地方で発生をいたしました豪雨災害に被災されました方々に心よりお見舞いを申し上げま

す。 

 また、工藤祐直町長におかれましては、６月17日をもちまして、青森県町村会長の任期を終え

られましたことに心から敬意を表するとともに、南部町発展のため、さらなるご活躍をご期待申

し上げるところでございます。 

 さて、現在、世界規模で大問題となっています地球温暖化現象に起因すると思われる大規模災

害が多発しております。この九州・四国地方で発生いたしました豪雨災害もそれの例外ではない

と思われます。ＣＯ２削減が大きく叫ばれ、京都議定書によっても各国の削減目標が掲げられて

いるところであります。 

 さて、一つ目の質問でございますが、南部町としての独自の環境対策は、現在どのようなこと

に取り組んでいるのか。また、今後どのような取り組みをするべきと考えているのか。また、ソ

ーラーパネルや石油燃料の代替燃料ボイラーに町独自としての助成を行う考えはないかを質問

いたします。 

 ２番目の質問でございますが、総合振興計画にも掲げられてあります包括ケアシステムについ

てでございます。医療健康センターの建設問題がマスコミなどにも大きく取り上げられまして、

注目をされているところでありますが、そもそも医療健康センターは包括ケアシステムの拠点と

してのものであると私は理解しておりますが、医療健康センターの建設だけが大きく問題提起さ

れ、先行し過ぎている感じがしております。最も大事なことは、包括ケアがどのような仕組みで、

その拠点としての医療健康センターがどのような位置づけであるのかが住民の皆様にも理解で

きていないのではないかなと、そう感じているわけであります。南部町の目指している医療・保

健・健康の包括的なケアがどのようなものであるのか、その中で医療健康センターがどのような

役目を果たしていくのかをご説明願いたいと思います。 

 以上、二つのことについて町長に答弁をお願いします。 
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〇議長（小笠原義弘君） 答弁を求めます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、夏堀文孝議員にお答えを申し上げたいと思います。 

 まず、最初の１点目でございますけれども、環境対策についてというご質問でございます。こ

れは、環境衛生課の方の関係から申し上げたいと思います。まず、町民を対象とした取り組みに

つきましては、一つはごみの減量を進めるため、資源ごみの分別を強化し、再利用の普及に努め

てございます。また、買い物等におけるマイバック利用を進めるために、レジ袋有料化をまた町

内商店舗にも働きかけていきたいと、こう思ってございます。そして、大変町内会さんからもご

要望がありましたごみステーション、１回補助事業、単独事業を終了したわけでございますけれ

ども、非常にまだ要望が多いということで、本年度から再びごみステーション設置補助を始めて

ございます。 

 町独自のエコ支援助成についてでございますけれども、現在、町独自での支援という部分は行

ってございません。 

 それから、太陽光パネル等でございますが、お隣、八戸市さんで事業を独自に行っているとい

うことで、調べてみましたら、98件ほどの申し込みがあるというふうにお聞きしてございます。

あとは、金額の方はその年度の予算額に応じて、当然一気に市としても支援をできるというわけ

ではないようでございますけれども、現に、そういう取り組みもしている市がございますし、当

然町独自でというふうになってきますと、どのぐらいの助成で、またどのぐらいの希望者、需要

者があるのか、そういう部分も調査をしていかなければならないと、こう思ってございます。そ

ういう中で、町がどのぐらい助成ができるものなのかどうかということも検討しながら取り組ん

でまいりたいと、このように考えてございます。 

 非常に、地球温暖化という中で、大規模災害、先般の九州、関西地域もそうでございますが、

我々の地域も非常に今まで数年に１回というのが毎年あったり、これはやはり温暖化というのが

やはり相当影響しているんだろうなと言わざる得ないなと思っております。それぞれ森林含めな

がらの整備とあわせながら取り組みが必要になってくると、このように思ってございます。 

 それから、２点目の包括ケアの具体的な構想について関連して２点ほどご答弁を申し上げたい

と思います。高齢化が進む中で、町民の方々は介護や医療、保健のサービスが必要になっても、

「可能な限り住みなれた地域・家庭」で生活することを強く望んでおります。そしてまた、でき
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るだけ質の高い生活を維持したいというふうにも考えていると思います。そのためにも、高齢者

になっても自立した生活が送れるよう生活習慣病にならないための日ごろからの努力が求めら

れております。しかし、このような努力にもかかわらず、寝たきり状態や認知症となる方々も当

然おられるわけでございます。治療、介護を必要とする方が「利用者本位」の予防・治療・福祉

・介護サービスを「切れ目なく」一体的に利用できる「包括ケアシステム」と。この形をつくっ

てまいりたいということで取り組みをしているところでございます。 

 高齢者の方々が住みなれた地域社会や家庭で療養生活が送れるというのが一番望まれること

だと思います。しかし、在宅医療、在宅サービス、ここを病院医療だけではなく取り組んでいか

ないと高齢化社会に対応していけないのではないかということで、既に在宅医療、在宅サービス

を充実させているわけでございます。そして、病院とやはり在宅医療、在宅サービス、これが一

体的になっていって、高齢化社会に対応していけるんではないのかなと思ってございます。その

一つの方策として医療健康センターを中心としながら、さらにそれを強化していくというもので

ございます。 

 入院している患者さんにお聞きしても、「やはり家に戻りたい」と、または「自宅からできる

だけ近い病院に入りたい」と。これは率直なご意見だろうと。そういうふうに思っております。

それを少しでもまず要望が聞き入れられるようにしていかなければならないなということで、包

括ケアシステムということで、これはまだ町民の方々に今ご説明申し上げている部分をしっかり

とご説明をしていかなければならないなと。まだまだ説明不足の部分はあるのかなと。関係して

いる方々、民生委員さんとか、さまざまそういう関係している方々はある程度御理解をいただけ

ると思いますが、なかなかそういうお話しを聞く機会がない方々、町民には、まだ説明していか

なければならないと、こう思ってございます。 

 そしてまた、医療健康センターの位置づけという中で、県自体でも保健・医療・福祉の連携「包

括ケアシステムの構築」を提唱しているわけでございまして、私ども南部町も一つの包括ケアシ

ステムのモデルとして推薦をいただいているところでございます。 

 名川病院は町直診病院として、急性期、慢性期及び終末期医療はもとより、従前から中学生の

若年性生活習慣病予防検診、成人健診、健康教室などの町の保健事業に病院自体も参画をして、

実施をしております。しかしながら、本町では依然として生活習慣病による死亡も多く、特に糖

尿病の死亡率が全国の２倍以上という状況になってございます。今後も予防医療、訪問診察、訪

問看護、訪問リハビリテーション等、在宅医療の充実を図っていくためにも私は医師、病院とい

うものがかかわっていかなければ、なかなか難しいだろうなと、こう思ってございます。 
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 そういう観点から、生活習慣病や高齢化に伴い、要介護状態に陥らないようにすることや、要

介護状況の悪化を防止するために、地域包括支援センターが中心となり、町内の医療機関や介護

サービスの事業者との連携を図り、毎週ケア会議を開催しているところです。地域包括支援セン

ターによる情報の一元化とサービス提供の迅速性のセンター機能は重要であると考えておりま

すし、なお、一層の有効性を高めるために医療健康センター構想があるわけでございます。非常

に情報の一元化というのが大事でございまして、入院をされるときに、家でどういう生活をされ

ていたかというのがその会議によって既に情報が伝わると。そしてまた、逆に退院するとき、病

院ではどういうことをやっていたと。これが今度自宅に戻るときにその情報がまた伝わっていっ

て、在宅介護なりに生かしていくということでございますので、非常に大きな役割になると思っ

てございます。 

 町の総合振興計画におきましても、「保健・医療・福祉が充実して安全・安心・快適に暮らせ

るまち」として施策に掲げるところでございます。名川病院をこれまでの独立したものとして存

在させるのではなく、保健・医療・福祉サービスの提供組織を一元化し、医療健康センターに集

約させて、個別に断片的なサービスではなく、先ほど申し上げました連続的に一生を通じた継続

性の高いサービスを提供してまいりたいと。そのための施設の位置づけというふうに考えており

ますので、ご理解をいただきたいなと思ってございます。 

 今、私どもでも、また担当課の方でいろいろな部分で調査を進めながら、そして建設に向けて

の町民の説明会、これも当然やらなければならないと思ってございます。場所等にもいろいろ活

動があるようでございますけれども、最終決定というのはこれからなわけでございまして、ただ、

建設検討委員会の方々からは第１案の答申はいただいております。そこで、私どもも本当にいろ

いろな部分で支障がないか、大丈夫か、我々素人目で判断するのではなく、専門的な部分でも、

また科学的な部分でも検証をして、そして決めていかなければならない。今定例会にそういうし

っかりと調査をする。これは１カ所ばかりではございません。そういう周辺も含めながら支障が

ないかというのをきっちり科学的にも出して、その中で最終的に決定をしていきたいと、こう思

っておりますので、そういう点もご理解をいただければなと思ってございます。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 再質問はありませんか。夏堀君。 

 

〇２番（夏堀文孝君） まず、エコ対策の方でございますけれども、近隣の一番近いあたりでい

きますと、岩手県の葛巻町というところがクリーンエネルギーの町として、もう全国的にも有名
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なところであります。風力発電、ペレットボイラー、畜ふんバイオマスシステムなど、さまざま

クリーンエネルギーに取り組んでいるということでありますが、資源の問題、財政の問題があり

ますので、そこまでの要求は今南部町には無理ではないかなと思いますけれども、まず、公共の

施設を建てる場合とか、そういう場合にもクリーンエネルギー、ソーラーシステムとか、ボイラ

ーも石油でないクリーンエネルギーのボイラー、そういったものを検討していく必要があると思

います。青森県でも太陽光発電の導入促進策として「太陽エネルギー活用促進アクションプラン」

という策定委員会も発足をさせましたし、先ほど町長がおっしゃいました八戸市では、「新うみ

ねこプラン」としてソーラーパネルを設置した住宅には上限７万円の補助金を出しているという

ものをやっています。 

 町長も普段から話していますが、町にも財源に限りがありますので、さまざまな国・県のこう

いった環境対策の交付金や補助金をぜひ掘り起こしていただいて、そういうものに向けていただ

きたいなと思います。 

 あと、農業用ボイラーなんかも今ハウスボイラーなんかも半額補助でたしかやっているはずで

ありますが、そういったものをクリーンエネルギーのボイラーにかえたときに、その差額分の補

助を出すとか、そういった部分も手当てして検討していただければなと思うところであります。 

 また、エコロジーという言葉を調べてみますと、ハードだけではなくて、まさに当町で取り組

んでいるグリーン・ツーリズムもエコロジー、エコ対策ということであります。民間で各種ボラ

ンティア団体なんかがやっている清掃作業や美化運動、さまざまな環境保護の運動なんかにも行

政の支援をますます向けてほしいなと、そう思います。 

 ３町村も合併いたしまして、県内でも有数の大きな町に南部町もなりました。こういった社会

問題にも率先して取り組んでいただいて、近隣町村のリーダー的な施策もぜひ考えていただきま

すようよろしくお願い申し上げます。 

 あと、包括ケアシステムの方ですけれども、７月21日に総務企画・教育民生常任委員会の研修

で宮城県の涌谷町という町を視察してまいりました。この町は包括ケアシステムにもう何十年も

前から取り組んでいる町でございまして、病院の中に健康福祉課を初め、訪問介護・老健・居宅

介護・医療介護、さまざまな介護施設の部署、また附帯して社会福祉協議会も入っている。もう

本当に地域医療の理想とする形の施設であるなと目を見張るような感じがして、本当に参考にな

って帰ってきたわけであります。涌谷町は保健・医療・福祉・介護と４本柱で構成されているん

ですけれども、当南部町の包括ケアシステムは、保健・医療・健康の３本柱になっていて、介護

の部分が抜けているという感じがありますけれども、何で介護の部分が抜けているのかなと思い
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まして、ちょっと察するに、当町は民間の介護施設、老人保健施設なんかがもうほとんど整備さ

れている。そういった中で、介護は包括ケアシステムの中に取り入れなかったのかなというふう

に感じておりますが、先般議会前に、医療関係、介護施設なんかにちょっと聞き取りをしました。

そのときには、包括ケアに関する連携とか、体制がまだまだ不十分ではないかなという意見もお

聞きしてまいりました。本当に旧福地村には近くに日赤もありますし、旧南部町には南部病院、

三戸病院も近くにあるわけで、名川病院の建てかえのためだけであるのであれば、やはり今黒字

だと言っていても、国の医療制度がころころ変わる中で、いつそういう補助金とか打ち切られて、

大変な財政状況になるとも限らない。 

 住民の中では、病院の建てかえだけだったら、それは要らないんじゃないかなという意見もま

だまだ数多く聞かれるのも現実であります。冒頭にも話しましたけれども、要は、医療健康セン

ターだけの建設だけが表に出ていて、本当に大事なのは包括ケアシステムだと思うんですよ。町

長も答弁されましたけれども、結局、健康管理した情報を病院も持っている。そしてまた介護施

設も持っている。そういった中で未病対策、高騰する医療費の抑制が初めてできていく、そうい

うふうに思います。 

 ですので、やはり住民の方々にこの包括ケアシステムの本当のよさを理解してもらって、また、

医療機関、介護施設を民間の施設、南部町だけでなくて、八戸市の施設にも通っている人も結構

ありますので、そういった部分でも情報を共有していただいて、本当に包括ケアシステムのすば

らしいシステムでございますので、ぜひ成功させていただきたいなと思います。 

 答弁があれば、答弁をいただいて、質問は終わります。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 町長。 

 

〇町長（工藤祐直君） エコの部分につきましては、それぞれの担当課の方にもどういうことが

できるかという部分をきょうもそれで課長たちも出席しておりますので、検討させていただきた

いなと思います。当然そういう中で、夏堀議員さんも財政という部分もご理解をしての質問もし

ていただきました。そういう部分も踏まえながら調べてみたいと、こう思ってございます。 

 それから、包括ケアの部分でございますが、病院と関係してくるわけでございます。私どもの

計画も医療の部分と健康センターの部分が一つの施設に入ると。そこには現在の健康福祉課が入

るということの計画でございます。介護の部分でございますが、議員おっしゃるように、介護は

南部町というのは、まず民間の方で行ってございますので、決してそこを抜くということではな
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くて、先ほども申し上げましたケア会議、ここに関係する方々も入っていただいて、介護施設等、

老人施設等の連携は常に行ってございます。そして、そういう情報を常に共有して、現在も取り

組んでございますので、ご理解をいただきたいなと。これの取り組み方は、合併前の町村によっ

ていささか違いがございました。ある程度まず先行している地区とまた、どちらかというと民間

がもう動いていますので、民間の方で事業を行っているということもありますので、正直、職員

同士でも今までやってきたものと違いますので、最初戸惑いは確かにあったと思います。逆にこ

こまで行政がやるのかという部分もあったと思いますし、現在、この包括ケアの部分、ここを青

森県も包括ケアを進めていくという中で、恐らく私ども南部町とおいらせ町さんが２カ所力を入

れて取り組んでいるわけでございまして、そういう中でおいらせ町さんはことしは病院の方の修

繕をして、整備を図ってやっていくということで、我々は老朽化が激しいものですから、建てか

えとあわせながら進めていくという計画でございます。 

 この計画におきましては、町民によっては議員もおっしゃっていました南部地区には南部病院

があります。福地地区に近い日赤病院があります。私もそういう方々の意見はよく聞きます。我

々は自分はそこに行けるからなくてもいいんだという行政を私どもはやるべきではないと。やは

り全体的な部分を考えて取り組むのが行政であり、我々のまた責任でもあると思っております。

そして、特に、今回の医療健康センターは66床、現在も66床です。その中に40床が療養型である

というのが非常にこれからの高齢化社会に向けて大事なところでございます。現在も待機の方々

がたくさんいらしゃいます。これがもし病院だけを見て、なくてもいいんだとなった場合に、そ

ういう方々がじゃあ今度どこへ行くんですか、さらにまた行き場所がない。確かに今国の方でも

若干老人施設の増築を認めてきておりますが、それでもなお待機はたくさんあるだろうと思って

おります。私どもも医療もそうですが、将来さらに高齢化社会というのは間違いなく今よりも進

んでいくわけでございます、現実に。そういう次の時代、そこにも対応していく今回の医療健康

センターであるという部分をしっかりと説明をしながら、そしてまた町民の皆様にもご理解をい

ただいて、できれば本当は早く着工しなければならないと、こう思ってございます。 

 今私どもの病院はほぼ常に満床、そしてまた１日の通院患者も非常に安定した患者さんを確保

しております。これは医師がしっかりと確保されているからでございます。他の自治体、医師が

いなくなっていく。結局医師がいない。患者さんは来ない。そういう悪循環の中で今大変な自治

体病院があるわけでございますが、そういう部分においては、我々はしっかりとした医師確保が

されて、そしてまたその医師も今回の包括ケアをしっかりと将来的に取り組むべきだという同じ

考えで今進んでおりますので、いい形で取り組むことができるのではないかなと思ってございま
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す。一つだけ本当に私ども住民にお願いしたいのは、やはり自分のところは影響ないからと。で

あれば、まちづくりというのはできないなと。これは病院に限らずすべてに関係してきます。そ

ういう部分もしっかりと説明がまず第一だなと、こう思ってございますので、よろしくお願い申

し上げて、答弁とさせていただきます。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 農林課長。 

 

〇農林課長（岩舘茂好君） 農業関係のボイラーについて差額分の助成を出していただきたいと

いうことでございましたけれども、県の事業といたしまして、暖房用燃料にバイオマス利用など

について、冬の農業、省エネ対策事業でございますけれども、これについては、今年度から対応

が可能ということで聞いてございます。 

 それから、国の事業でございますけれども、今年度補正予算ということで計上しております予

算についてハイブリットカーとか、木質バイオマス、そういった加温施設を導入する場合、リー

ス対応ということで２分の１の補助がございました。それにつきましては、認定農業者等が対象

でしたので、町の全認定農業者に情報提供をしてございます。 

 以上です。 

 

〇議長（小笠原義弘君） ほかに質問ありませんか。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 以上で夏堀文孝君の質問を終わります。 

 ここで11時10分まで休憩いたします。 

（午前10時57分） 

                                           

〇議長（小笠原義弘君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前11時11分） 

                                           

〇議長（小笠原義弘君） 日程第１、一般質問を続けます。 

 12番、立花寛子君の質問を許します。立花寛子君。 

（12番 立花寛子君 登壇） 
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〇12番（立花寛子君） 日本共産党の立花寛子でございます。９月定例議会に当たり一般質問を

行います。 

 初めに、自民・公明政権を終わらせ、自民・公明政治にかわる新しい政治の道を切り開くこと

ができる歴史的な大転換期を迎えようとしています。総選挙の結果、民主党中心の政権ができれ

ば、国民の利益に立って、積極的に提案し、「よいことには協力、悪いことには反対、問題点は

質す」という建設的野党の役割を果たしていくことは、今までどおり変わらない姿勢であります。

民主党が持ち出した日本の農業と米をつぶしてしまう日米自由貿易協定の交渉促進や、民主主義

を土台から壊し、多様な国民の意思を国会から締め出す衆議院比例定数の大幅削減などの危険な

暴走には歯どめをかけていきます。日本の政治はさらに激動の時期を迎えるでしょう。日本共産

党はこれからも「国民が主人公」の日本をつくるために力を尽くします。一般質問を始めます。 

 道州制の導入について質問します。今回の総選挙では、地方分権や地方自治のあり方が争点の

一つになりました。財界は今回の総選挙を契機に道州制を実現させようと、自民、公明、民主の

各党をけしかけています。自民党は、総選挙のマニフェストで「道州制基本法を早期に制定し、

基本法制定後６から８年をめどに導入する」と、目玉政策として打ち出しています。公明党も「地

域主権型道州制の導入」を掲げています。民主党は、経団連への説明会では、「道州制に反対で

はない」などと言明しています。憲法第92条でうたう地方自治の本旨とは、地方自治の本来のあ

り方のことであり、地域住民の意思に基づいて、地方自治体が自主的自律的に行政を行うことで

す。地方自治を発展させる基本的土台は、住民生活に密着した市町村にあります。自民党の道州

制案では、「今1,800に減少した市町村をさらに当面700から1,000程度に再編し、今の都道府県

をなくし、全国を10程度の道州に再編する」としています。これでは、住民自治は全く形骸化し

てしまいます。また、民主党も道州制に対する考え方の中で、「最終的には国と300程度の基礎

的自治体による新たなる国の形を目指す」と、地方自治の基盤を大幅に再編する立場です。 

 道州制の導入は、単に都道府県の再編ではありません。道州制のねらいは、国の仕事を外交、

軍事、司法などに限定し、社会保障や福祉などの行政サービスは地方に押しつけ、自立自助の名

で、住民負担に切りかえることです。それは地方自治の本旨を投げ捨てて、自治体を財界、大企

業のための開発政策や産業政策の道具に変えてしまおうというものではないでしょうか。道州制

については、これまでも何度か取り上げられてまいりましたが、政権が変わろうとしているとき

でもあり、また、日本の将来を左右する問題ですので、町長の考えとしての道州制のねらいは何

であり、反対していく考えなのか質問いたします。 

 農業政策について質問いたします。農業破壊の自民党農政の下で、農業は産業として成り立た
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ない瀬戸際に追いやられました。農業者は将来に展望が持てず、高齢化や耕作放棄地の拡大、農

村の疲弊が進んでいます。消費者は食の安全に不安を抱き、国産品を食べたいと思っているのに、

輸入品に頼らざるを得ないのが実情ではないでしょうか。日本農業は市場原理むき出しのルール

なき資本主義に踏みにじられてしまいました。日本の食料自給率が先進国最低水準に低下したの

は、工業製品の輸出拡大と引きかえに農産物市場が次々に外国に開放され、輸入農産物が大量に

流れ込んだためです。民主党の農業政策はどうなっているのでしょうか。民主党がアメリカとの

自由貿易協定の締結を打ち出したことが、農業者や消費者の不安を呼び、締結を「交渉を促進」

と書きかえたものの、中身に変わりはありません。民主党は「日米自由貿易協定を促進するとし

ながら、自給率向上や農業振興を損なうことは行わない」と言っています。しかし、日米自由貿

易協定と日本農業の振興が両立するとの説明はありません。それどころか、日米自由貿易協定が

日本農業、とりわけ米生産に壊滅的打撃を与えることは、アメリカ政府も日本の財界も認めてい

ます。 

 現在、農業を守り、発展させる政策が緊急に求められています。そのために、「食料主権」を

確立し、食料自給率を抜本的に引き上げるときではないでしょうか。そのためには、農業経営が

成り立ち、農業者が安心して生産できる条件をつくることではないでしょうか。生産コストをカ

バーできる価格保障を実施させ、増量を促すとともに、農業者への所得補償を拡充させ、環境保

全などの努力を支援させることではないでしょうか。 

 そこで質問なのですが、政府の推し進める輸入自由化路線についてどのように考え、日本農業

のあり方についてどうあるべきなのか、町長の考えをお聞きいたします。 

 ３点目の質問です。三戸地区クリーンセンターへ直接搬入したごみの有料化について質問いた

します。三戸地区塵芥処理事務組合議会の議員全員協議会が開かれ、三戸地域循環型社会形成推

進地域計画について、ごみ処理手数料の有料化についてなどが協議されました。今回の質問は、

特に一般廃棄物一部有料化についてであります。三戸地区塵芥処理事務組合は、三戸町、田子町、

当町の３町が構成町であるわけですが、ごみ処理手数料の有料化の計画は、構成町長である３人

の方が一堂に会して計画されたものなのでしょうか。三戸町からの提案という形で提出されたも

のなのでしょうか。十分な話し合いがあったものなのか、どのような話し合いがあったのか質問

いたします。 

 ２点目の質問は、有料化計画の目的は何でしょうかということでありますが、三戸地域循環型

社会形成推進地域計画とあわせて説明願います。 

 その他は自席でお願いいたします。 
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〇議長（小笠原義弘君） 答弁を求めます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、立花寛子議員のご質問にお答えを申し上げたいと思います。 

 まず最初に、道州制の導入についてでございますけれども、道州制につきましては、平成18年

２月に地方制度調査会から「道州制のあり方に関する答申」がなされ、現在、政府の道州制ビジ

ョン懇談会で具体的な制度の内容について検討されている状況でございます。平成22年３月には

最終報告書が決定される予定となっております。 

 答申や中間報告などによりますと、道州制を導入する目的として、現在の中央集権体制から、

基礎自治体の市町村が中心の地方主権型体制へ移行するために、自立した道州の地方政府を10程

度つくることによって、地域に合ったサービスの提供と地域の振興ができるほか、効率的・効果

的な行財政運営ができるようになるとうたっております。 

 しかし、基礎自治体の市町村へどの程度の事務権限が移譲されるのか、また、移譲された事務

権限に対応できるのかどうか、さらには、道、あるいは州と基礎自治体との関係がどうなるかな

ど、道州制の具体的な内容がまだ示されていない状況にありますので、今後、国の動向を注視し

ていかなければならないと考えております。 

 次に、道州制について反対していく考えはないかということでございますけれども、昨年の７

月に自由民主党の道州制推進本部から出されました第３次中間報告によりますと、基礎自治体は

人口が30万人以上、少なくとも10万人以上となっております。さらに、議員もおっしゃっており

ました基礎自治体の数を700から1,000程度に再編し、小規模の団体については、道・州あるいは

近隣の基礎自治体が補完するという内容でございます。 

 現在、全国の市町村数は1,775団体ほどでございます。道州制によって基礎自治体を700から

1,000程度に再編するとなると、国がさらなる市町村合併を強制までは行かないかも知れません

けれども、やはりそういう方針が出されるのではないかと懸念してございます。10万人以上から

30万人以上となると、私ども三戸郡を６町村足しただけでも７万人前後でございますので、そう

いう規模でも認められないということに今の数字から行くとなるわけでございまして、果たして

その姿を今町民の方々が望んでいるのかという部分はいろいろ疑問も当然持つだろうと、こう思

っております。 

 このようなことから、県の町村会、また全国町村会におきましては「道州制には断固反対する」
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という特別決議をしております。また、全国町村議会議長会におきましても「道州制を導入しな

いよう政府に求める」特別決議をされております。私としましては、先般８月13日、デーリー東

北さんから地方分権を問うという取材を受けまして、そこでも述べております。市町村は三位一

体改革で痛い目に遭っていると。道州制も慎重に見きわめなければならないと。こういう取材を

受けて、掲載した後に県町村会の方でも町村会としては反対していくという要望が出されたとい

う報告を受けました。私自身も現在、町村会と同じ立場で、現在の段階ではまだ具体的に見えな

い、そういう中で先走ってもいけない。これはさらに慎重に対応していかなければならないと、

こう考えております。 

 次に、農業政策でございますけれども、まず、政府が進める輸入自由化路線についてのご質問

ですが、平成５年12月ＧＡＴＴウルグアイラウンド農業交渉の合意と平成７年１月からＷＴＯが

発足し世界の農産物の貿易はこのＷＴＯの体制のもとで展開されることとなっており、我が国も

自由化、国際化という時代を迎えました。日本は食生活の変化や輸入の自由化によりまして、国

民の食料を海外に依存してきたことで農業生産が低下して、国内の食料自給率はもうご存知のよ

うに約40％と、先進国においては最下位であるというふうに報告されております。 

 農業生産は輸入の自由化、経済情勢の悪化、また販売価格の低迷など、大変厳しい状況にござ

います。さらに、ＦＴＡ（自由貿易協定）または、ＥＰＡ（経済連携協定）の問題は生産者にと

って不安が大きく、食料自給率への影響が予想されます。農業は生命を支える重要な産業である

わけでございまして、食料、農業をめぐる情勢が内外ともに激変している現在、食料を輸入に頼

っている日本は特に外国からの影響を受けやすいわけでございます。異常気象などの要因で輸入

国からの輸出が停止になった場合、また数量等が限定された場合には国内において非常事態がま

ず予想されるだろうと、こう思います。よって、食料自給率の向上をやはり国として目指してい

かなければなりませんし、そういう中で食の安全を確保し、持続できる農業経営の実現が求めら

れると思ってございます。そこにおいては、やはりしっかりとした農家所得の安定確保というこ

とが農業経営も継続していくことになるだろうと思いますし、農業経営が継続されるということ

は、食料自給率の国内自給率が上るというふうに思いますので、国の方針のみならず、当町にお

いても農業振興を図っていかなければならないと、こう思ってございます。 

 これまで農業は「守りの農業」と言われていた部分がありますが、現在は「攻めの農業」へと

転換し、全国一律対応の農政から生き残るための経営として自立していく農業を確立することが

国の方針としても示されてございます。ご承知のとおり、平成11年に新たな「食料・農業・農村

基本法」が制定され、食料の安定供給や農業の持続的発展など、食料、農業農村が果たすべき役
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割と目指す政策方向が示されたところであります。これを受け、基本理念の実現のため「食料・

農業・農村基本計画」が策定され、食料自給率の目標や経営安定対策の確立、食料の安定供給な

どの推進を図ってまいりました。しかしながら、国内の食料需要の増大、食生活の多様化などを

背景に、量・質ともに増大したことで、輸入が増大し、さらに農業分野における農業交渉、先ほ

ど言いましたＦＴＡ、ＥＰＡによる貿易自由化の流れの中で、輸入農産物が増大することが予想

されるわけでございます。海外との産地間競争の激化であり、国内農業への影響が懸念されると

ころが出てくると思っております。 

 そういう中で、しっかりと国内自給率、国内農業、これをさらに国策としてしっかりとやはり

国が打ち出すべきであると。私ども１自治体で取り組むだけでは、これは解決しない。やはり国

がしっかりと日米間においても、また、他の外国においても日本の農業というものをしっかりと

訴えていくことが大事であると、こう思ってございます。今後しっかりと政権が昨日の選挙で変

わるということ。ただ、我々は私どものいわゆる農業県、そういう中で、日本の農業がしっかり

と守られる。そういう部分をしっかりと打ち出していただきたい。また、取り組んでいただきた

いということを１自治体としても、また県町村会としても当然今後働きかけをしていきたいと、

こう思ってございます。 

 最後、クリーンセンターの件でございます。まず、有料化への話し合いについてでございます

けれども、三戸クリーンセンターの循環型社会形成推進地域計画の中で、「直接搬入される生活

系ごみについても、手数料を徴収する方向で検討する」と、計画の中でうたってございます。そ

ういうことから、当計画を達成するために、ごみの一部有料化を進めていくことで、担当課長会

議等で協議検討をされてきました。当然、その報告は私ども首長にも報告をされております。先

般も３町長たちが一堂に集まりまして説明を受けているところでございます。 

 有料化の目的でございますが、標準的、日常的な回収量以上のごみについて排出量に応じた公

平な負担をしていただくことにより、ごみ排出量を抑えることが目的でもございます。また、減

量化することによって、現在の埋立最終処分場の延命化も図ることなどが主な理由となってござ

います。通常のごみはそれぞれの地区、毎週曜日が定められて、出す部分については現在と同じ

無料でございまして、それ以外の部分で持っていくという部分については有料化を図っていこう

ということでございます。そういう部分で、減量化も進めながら、今後決定していくことになる

と思っておりますので、ご理解を賜りたいなと思います。 

 なお、現在聞くところによりますと、通常の搬出以外の持ち出しの量というのはさほど大量と

いうわけではないようでございます。一部の量に対する有料化というふうに説明を聞いておりま
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す。 

 なお、詳細、再質問等についてはまたそれぞれ担当課長等からも説明、答弁をさせたいと思い

ます。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 環境衛生課長。 

 

〇環境衛生課長（小野寺直和君） ごみの有料化の件でございますけれども、補足いたしますが、

近隣の状況でございます。県内と岩手県北18事業所を調査しましたところ、生活系直接搬入を無

料としているところは、三沢市と久慈地区、それから岩手八幡地区と三戸塵芥の組合の４事業所

だけでございます。それに、この計画、循環型社会形成推進地域計画の策定は、平成20年２月５

日になってございます。この中で、施策内容、それから発生の抑制、再使用の促進、有料化とい

うことで、計画書の中に、「現在、三戸地区クリーンセンターに搬入される事業所系可燃ごみ処

理手数料を徴収しているが、直接搬入される生活系ごみについても手数料を徴収する方向で検討

していくと。その際は、説明時間等も考慮して、可燃のみならず不燃、粗大ごみについても適正

な価格を検討する」というふうにうたってございますので、それに基づいて進めているものでご

ざいます。 

 以上です。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 再質問はありませんか。立花君。 

 

〇12番（立花寛子君） まず、道州制についてと農業政策について、これは私以外の議員も取り

上げてきた問題ではありますが、今なぜこれを特に取り上げたかと言いますと、日曜日の投票日

を挟んで、大きく政党の情勢が変わってきた。その中で選挙を戦われてきた各政党の農業政策な

り、道州制についての違い、また同じような姿勢、そういうことが叫ばれてきた中で、今日を迎

えたわけでありますので、道州制について危険な動きがあるのではないか。また、同じような姿

勢で推し進めようとしている政党もあるわけですので、今以上にこの動きをどう見ていこうとし

ているのか、説明は今までもお伺いしたとは思いますが、やはり大きく政権が変わろうとしてい

る。その中で町長は道州制についても、農業政策についてもどのように考えているのか、もう少

し深いところでお話ししていただければと思っております。 

 ただ、道州制につきましては、全国町村会とか、町村長会とかで住民が望んでいるのかどうか
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疑問。そして、団体でも導入しないよう特別決議を提出しているなど、慎重に見きわめていこう、

やはり自治体を守っていこうという姿勢は感じられておりますので、ぜひその姿勢は崩さないよ

うにしていただきたいと思います。300議席以上議席をとられた政党の動向をよく見きわめてい

ただき、地方自治体のあり方を守っていただきたい。そういう姿勢で臨まれるのかどうか、この

点をもう少しお聞きしたいと思います。 

 農業問題に対しては、先ほど町長の答弁にもありましたように、国が国内自給率の向上を打ち

出すべきだという打ち手もあるわけですが、片や輸入自由化路線を突き進んでいこうとしている

政策を押し出すということになれば、これはまた農家の皆さん、農村地帯、それから当町のよう

な農業で成り立っている自治体は大変な打撃を受けるのではないかなと考えておりますので、そ

の点ももう少し詳しく説明していただきたいし、町長の本音のところをお聞かせしていただきた

いと思います。 

 特に、これは道州制についてもう一度お聞きする点でありますが、金融危機や不況の影響が地

域経済を襲っている今だからこそ、地方自治の本旨にのっとり、雇用、医療、福祉、農業、環境

などの地域住民の運動の前進を踏まえ、地方自治を発展させる政策の実現を目指すべきではない

かなと考えております。 

 また、民主党は「道州制に反対ではない」などと言っていますが、日本共産党は、道州制の導

入と小規模自治体切り捨てなど、さらなる上からの市町村再編の押しつけには反対しております。

今、地方自治の本旨を実現する上で、必要なのは道州制の導入などではなく、財源を保障し、地

方自治を発展させることではないでしょうか。福祉や教育などの国庫負担金、補助金の廃止、縮

減に反対し、その改善、充実を求めていくべきではないでしょうか。 

 また、地方交付税の復元、増額で本来の財源保障・調整機能を復活・強化し、住民の暮らしを

守るために必要な地方の財源の総額の確保を図るべきだと考えておりますが、地方自治を守るた

めには、何が必要であると町長は考えておられるでしょうか。 

 また、農業についてでありますが、これは民主党が総選挙期間中、農業政策として打ち出した

内容でありますが、農家の方は民主党が個別所得補償をするというので、喜んだわけであります

が、日米自由貿易協定の件が出てから、農協の方でも反対だと言っている方もおられます。日本

は、必要のないミニマムアクセス米をどんどん輸入しています。その中で汚染米も出てきたわけ

です。農産物輸入自由化路線のせいで、食料自給率は40％、先進国でこんなに低いのは日本だけ

ではないでしょうか。食料危機と言われているのに、とんでもないことだと考えております。農

産物の輸入自由化路線をやめ、農家所得を増大させることがどうしても必要ではないでしょうか。
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民主党の農業政策で、日本の農業は守られていくのでしょうか。これから詳しく公表されてくる

のでしょうが、町長はどのような姿勢で臨まれるのかお聞きしたいと思います。 

 ３点目のクリーンセンターへ直接搬入したごみの有料化についてでありますが、先ほど町長の

答弁にもありましたが、私もその一員としてこの協議に携わっているわけでありますが、その計

画の内容が三戸だけが計画をして、出来上がった段階で各副管理者、組合でいくとそういうこと

になりますが、各町村長にお配りしているのか。対等といいますか、三戸だけが計画を立てて、

こういうふうにしたいのでどうでしょうかというように受け取られた説明がありましたので、計

画を立てている間の経過を詳しくお聞きしたいと思ってこの場所、第１点目、十分な話し合いに

なったのかという質問になったわけです。先ほど、報告は伺っているということでありましたが、

町長も直接その３町村の皆さんがお集まりになって話しされたのか、事務方の方だけで話が進め

られてきて、計画はこうですよと提出されたのか、その経過をもう少しお聞きしたいと思います。 

 また、先ほどの三戸地区循環型社会形成推進地域計画というかなり分厚い計画書はあるわけで

すが、今この場で一般質問に取り上げたとはいいながら、なかなかその内容は各議員の皆さんに

理解していただけないのではないかなと思いますので、しかるべきところでもう一度説明してい

ただくなり、協議の場をとっていただくことはできないのでしょうか。先ほどの補足説明にはあ

りましたが、要するにこの計画は前の焼却炉の解体という問題が絡んでこの計画を立て、国から

の補助金のためにその一部有料化を計画しなければならないような説明もありましたので、その

旧焼却炉の解体というものは、この計画にどのようにかかわっているのか、やはりその点を詳し

く説明していただかないと、何のための計画で一部有料化が計画されたかわからないと思います

ので、その点の説明をお願いいたします。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 町長。 

 

〇町長（工藤祐直君） 最初、道州制の件でございますが、先ほども申し上げました。全国町村

会、県町村会、また全国議長会の皆さんも反対という動きをしてございます。私自身も先ほど新

聞の取材の件も話しをしました。まず、独立してやっていける自治体を経営ができるようにして

いくことが今一番大事な時期だと、こう考えております。そのためには、当然我々町村会として

は、安定した、そしてまた計画的なまちづくりをしていけるようになるには、やはり地方交付税

の安定した予算でございます。ですから、町村会としてもまず地方交付税の復元、そしてまたは

増額、増額といってもここ５年減らされてきているわけでございますから、まず戻してほしいと。
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そのことによって、それぞれの自治体がしっかりとした計画を立ててのまちづくりができるわけ

でございます。これはもう我々、私も６月までの県の町村会長時代にもそれは訴えてまいりまし

た。当然私に限らず、首長、皆さんそういう考えでいると思います。 

 昭和の合併から平成の合併50年、また明治の合併から昭和の合併50年、それぞれ50年という半

世紀があって動いて今日来ております。今回は平成の合併からまさに４年、５年という中で、道

州制の話が出てきていると。以前からも出てはいるんでしょけれども、具体的にはそういうまだ

年数しかたっていない。そのことを考えたときに、これは慎重に対応しなければならない。また、

どういうふうな内容になってくるものなのかも、当然見きわめなければならないと思いますが、

当然、私も県、または全国町村会、議長会の考えと同じ中で現段階ではただ反対であるというこ

とは言っていきたいと、こう思っております。 

 農業関係でございますが、本当に非常に難しい。一つは、すべてを国内で賄えるのかという部

分から考えると、やはりそうもできないと。また、消費者の立場からなれば、安いものを買いた

い。こういう考えになるでしょうし、ただ、そういう中で、我々日本としては、自由貿易協定に

おいてもすべてを受けないとなると、恐らく日本の食料はもたない。また、それによってあらゆ

る加工品にも影響してきて、値段が高くなっていくというのが出てくるわけでございます。やは

りそういう中で、日本の農業を考えて、しっかりと品目、こういう部分を分けながら、日本の国

内の農業者もまず理解できる。そういう中で交渉していくべきだと思っておりますが、当然我々

の声というより、国の考えで交渉していくことになるだろうと思いますが、しっかり国内農業を

考えながら、また、消費者の考えというのもこちらも考えていかなければならないから、大変決

めていく場合においては難しいだろうなというのは察します。何とかそういう中で国内農業者が

理解できる、そういう交渉にしなければならないと思います。新しい政権になった場合、恐らく

今後マニフェストとは別に、実際の農業者の声というのが今度政権とったところに声が届いてい

くわけでございます。ですから、これからがまさにどういうまとめをしてくかというのはこれか

らだろうなと、こう考えてございます。いずれにしても、私どもの農業にとっても理解できるそ

ういう部分になるように声を伝えてまりたいと、こう思っております。 

 あと、クリーンセンターの件につきましては、担当課長の方から詳細に説明させたいと思いま

す。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 環境衛生課長。 
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〇環境衛生課長（小野寺直和君） クリーンセンターの件でございますが、計画の内容、これを

三戸が独自で計画したのではないかというような質問ですけれども、この地域計画ができました

のは、平成19年10月19日にこの循環型社会形成推進地域計画を作成中であるということで、組合

の議会にも報告、説明をしているというふうに伺ってございます。 

 それで、この計画の概要でございますが、組合と各町でそれぞれのごみ処理基本計画を作成す

ると。そして、本計画は組合、三戸、田子、南部町の４者の連盟で申請するということになって

ございますので、町村だけで決めるのではなく、やはり４者ですので、組合も入っていると、組

合の議会のご意見も尊重されているものだということでございます。 

 次に、その解体といいますか、事業、この計画の中にございますのは、古い焼却炉の解体と新

たなストックヤードをつくるという計画でございまして、このために有料化して、その費用を捻

出するのではないかというようなお話しでございますが、この今現在有料化されてはいませんけ

れども、生活系の可燃ごみがどのぐらいあるかということでございますが、直接搬入されるごみ

は平成20年度の実績で290トンございました。このうち、三戸町が139トン、田子が67トン、南部

町が92トンでございまして、名川が36、南部が56、合わせて290ありました。ですから、三戸の

方が、近いところが多いというような状況でございますし、これを仮に10キロ、ほかの事業所の

例を見ますと、10キロ40円ぐらいというような計算でいたしますと、122万4,000円という金額に

なります。そんなに多いわけでもないわけですので、その辺のところをご理解願いたいと、そう

思います。 

 以上です。 

 

〇議長（小笠原義弘君） ほかに質問はありませんか。立花君。 

 

〇12番（立花寛子君） 町長の先ほどの答弁と私もお聞きしたかった点は似ているところもあり

ますし、また、農業問題ではどうしても農産物の輸入自由化路線に対して、きっぱり反対だとい

う態度はお聞きできなかったような気がしますが、これから新たな政権ができ、さまざまな問題

や自治体にとってよい点も出てくると思いますので、その点は自治体のためになるものには、大

いに賛成もし、町長も提案していただきたいと思いますし、私もお話しをさせていただきたいと

思います。 

 ただ、今財源問題について、どうしても民主党さんの方でも財源問題であやふやなところがあ

って、私自身本当にどうしていくのかなというところがありますが、これだけ多くの皆さん方の
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支持を得て、船出するわけでありますので、そのしっかりとしたビジョンをつくっていただいて、

農家の皆さんにとっては先ほども町長の答弁にあった農業者が理解できる政策でなければなら

ない。そのように私も考えております。ただ、そこにやはり財源はどこから持って農業者の皆さ

んの下支えをするのか、減反政策はやめて、産業としての農業を十分に確立していくならば、農

家の皆さんも大変生活ができる方向に農業も進んでいくものと思いますので、その点でのやはり

自治体からの突き上げというものも、これから大事になっていくのではないでしょうか。そうい

うふうに私は考えております。 

 ただ、この農業問題に対しては農家の皆さんもこれからの政権でどういうふうになっていくの

か、果たして農業が守られていくのか、大変注目して見ているのではないでしょうか。ぜひ当町

は農業で成り立っているところでもありますので、新政権ができたとして農業者に不利な点が出

てくるならば、大いに反対をしていただき、農家の人たちの住民の皆さんのためになるような態

度をとっていただければと考えております。 

 先ほどの３点目のクリーンセンターへ直接搬入するごみなどの問題と旧焼却炉の解体問題は、

いまいちどここで聞いただけでは理解できない点もありますし、他の議員の皆さんもお話しされ

たい点もあると思いますので、ぜひもう一度計画の全容をお話ししていただき、計画は理解され

ないうちは進めないようにお願いしたいと思っていますが、町長はこの点はどのように考えてお

られますか、最後の質問になります。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 町長。 

 

〇町長（工藤祐直君） 今の議員の意見を踏まえまして、その辺の町長、管理者の方にも意見を

伝えて、今後どういう形で進めたらいいかというのをお話ししたいと思います。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 以上で立花寛子君の質問を終わります。 

 ここで昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

（午後０時03分） 

                                           

〇議長（小笠原義弘君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

（午後１時00分） 
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〇議長（小笠原義弘君） １番、工藤正孝君の質問を許します。工藤正孝君。 

（１番 工藤正孝君 登壇） 

 

〇１番（工藤正孝君） 昼食が終わりまして、上のまぶたが非常に重い時間帯となりましたが、

私にとって大事な質問を２点申し上げますので、本日出席の皆様にはしかとお聞きくださるよう

にお願いを申し上げ、さきに通告しておきました２点について質問をいたします。 

 まず１点目でございます。近年の異常気象による農家被害について町の今後の方針、取り組み

についてであります。最近、農業に関しての話題がマスコミ等で頻繁に取り上げられていますが、

全国の農業者、南部町の農家の人々の悩みは尽きることがないのが現実です。一つずつ考えてみ

ますと、地球温暖化に伴う異常気象による凍害、霜害、病害虫の異常発生、農産物の価格低迷、

農業資材の高騰、農業機械の更新問題、農業後継者、嫁不足など、問題は山積みにされたままで

す。 

 特に、我が南部町は、昨年の凍霜害とひょう害で、農産物は多大な被害を受けました。それに

国内の消費低迷により、農産物価格の暴落やリンゴジュースの偽装問題等でジュース等の消費が

伸びず、被害に遭った果実は加工品へも回すことができず、ついには廃棄処分。昭和44年に起き

た山川市場（いわゆる生食、加工にならなかったリンゴを自分の畑や山林、そして河川に流し、

捨てた状態となったこと）その状態と同じ非常な状態になったのであります。 

 さきに挙げた問題に町として一番最初に手がけることができるのは、凍霜害への取り組みだと

思います。これまでの対策は防霜ファンが有効ですが、補助事業でも自己負担分は10アール当た

り50万円前後と聞いています。10アール当たり50万円や50万円以下の農業所得しかあげられない

農家が多いときに、所得の大事な一部を充当することは、農家にとっては厳しく、赤字を出すこ

とにつながります。 

 最近では、凍霜害予防として各農薬メーカーがスピードスプレーヤー等で散布による予防薬を

開発し、その剤のおかげで被害が軽減される効果があったと聞いております。その剤は10アール

当たり1,848円から2,772円、これは倍率によって違いますが、そのぐらいの価格で済むというこ

とです。 

 町としての今後の方針と取り組みを伺いたいと思います。 

 もう１点は、町営住宅の今後の建設予定と進捗状況についてであります。現在、入居されてい

る町営住宅は、昭和39年から46年に建設されたものがあり、約40年が経過した現在、著しく老朽

化している建物があります。また、新しい住宅は森越団地、向山団地、苫米地駅前団地、第２苫
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米地駅前団地、滝田団地など、バス停や保育所、小学校や運動公園が近く利便性が高いほか、ユ

ニットバス、水洗トイレ、システムキッチン、バリアフリー対応の快適住居になっています。新

しい町営住宅は、若者夫婦、家族が住みやすい環境のもと、充実した生活を送っていますが、一

方で昭和40年代の住宅には、老夫婦や老人ひとり暮らし、また生活保護を受け住んでいる方々が

目立ちます。年老いても清潔感のある、そして省エネ、バリアフリー住宅で、また、若者におい

ても環境の整った利便性のよい場所でと、快適な生活を望んでいる町民がたくさんおります。 

 そこで、町としては人口増加定着を目指すために、町営住宅の建設予定はあるのか、また、利

便性を考慮した場所を選定しているのか、進捗状況を伺いたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 答弁を求めます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、工藤正孝議員のご質問にお答えを申し上げたいと思います。 

 まず、異常気象にかかわる農業被害等々についてでございますけれども、近年の異常気象によ

る農業被害への町の今後の取り組みでございますが、昨年も霜害、低温、ひょう害が発生しまし

て、多大な損害を受けました。去年は防除費でもって何とか建て直しを図ってほしいということ

で、県内においては一番支援をしたわけでございますけれども、ことしもまた、４月に低温によ

り特にサクランボに大きな被害を受けました。ウメも受けましたけれども、２年続きということ

で、本当に農家の方々は大変だなと。ただ、ことし少しだけそういう中で救いがあったのは、価

格が高かったという部分においては昨年度とはまたちょっと違うかなと、こう思っています。 

 町では、これまでに自然災害、天候に左右されない安定した生産体制を整備するため、農業施

設整備など、必要な補助事業を実施してまいりました。また、霜害に有効とされるまさに防霜フ

ァンの設置でございますが、現在は国の補助事業を活用して実施しております。生産所得の安定

にもつながっていくわけでございますので、かなり効果がある防霜ファンでございます。町もし

っかりとこの要望が、農家からあがった場合には、何とか予算を確保して年次年次、整備してい

きたいなと思っております。 

 また、工藤議員もおっしゃっていたみたいに、農家の方々が一番大変なのは、今恐らく、今に

限らず、それなりの生産があって、収入が入ってきますが、いわゆる農業機械に皆さんが大変苦

労していると思っています。そういうことを考えて、当町においては、県なり、組合３分の１の
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補助の場合、最低半分までの負担にしようということでほとんどの半分に満たない補助事業の額

に対しては、町単独でかさ上げをして援助を行っております。これは議員の皆さんも他の市町村

さんはどういう状況なのかと本当に確認していただければわかると思います。我々も他町の関係

者の方々から言うと、南部町は相当農業支援を行っているなと。ただ、まだまだ農家は大変だと

いう部分は感じております。そういう中において、しっかりと今支援している部分は継続をしな

がら、少しでも農家の方々が経費削減につながり、少しでも自分たちの所得の向上になってほし

いなという思いでございます。 

 また、農業の場合、特にやはり気象が大変影響するわけでございまして、町の方でも毎年農業

気象講演会を実施しております。毎年多くの方々に聞きにきていただいて、参考にしながら取り

組みを行っているわけでございますけれども、こういうソフト面の部分においてもしっかりと対

応していく体制も整えていかなければならないと、こう思っております。 

 町の対策としては今後も被害を最小限にまず抑えるための被害対策に取り組んでいく生産者

に対して生産を確保する部分の支援がないか、担当課の方にも検討をさせているところでござい

ます。先般、全員協議会のときにもお話しをさせていただきました。また、農家の方々からもい

ろいろなご意見をいただいたときに、やはり防除支援、これは去年も大変助かったと。ただ、そ

ういう支援ではない部分を今後お願いしたいと。具体的に農家の方々もじゃあどういう部分とな

ると、関係者組織においてもはっきりとした要望はまだ出てこないんですけれども、今非常に大

事なのは、そういう被害があったときに、自助努力で生産を確保して、また価格をしっかり保ち

ながら販売している農家もございます。町としてはそういう方々、自助努力をして工夫されて、

そして安定生産につなげている方々に対して、今後支援をしていく方向を考えていきたいなと思

っております。どなたも努力していないというのではなくて、恐らくそれぞれ努力はされている

んだろうと思いますが、ただ、自然任せで努力している方とそのままで収穫している方々、これ

に対して同じ支援をしていくとなると、昨年も私ども支援しました。計算したら予想以上の申し

込みがございました。防除費でございます。これは我々も全園地を、ここの園地はどれだけなっ

たならないというのは把握ができないわけでございます。 

 そういうことから、去年は申請があった方々にすべてに支援しなければならなかったと。こう

なってきますと、町のやはり財政というのにも相当な影響が来るわけでございまして、我々も支

援しないではなくて、霜のおりるときに、火をたいて、そして確保している方々もございます。

そういう方々、またそのほかでも工夫して取り組んでいる。そういう方々がぜひ今後ふえてほし

いなと。そういう観点からそのような支援の仕方というのものを来年度に向けながら検討してま
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いりたいと、こう思ってございます。 

 それと、特にリンゴでございますけれども、果樹救済の加入者が非常に少ない。これは県全体

的にも少ないわけですけれども、その中でも県南地域は特にまず加入率が少ないわけでございま

す。恐らくこれは加入して負担しても、毎年というわけでもないので、やはりその加入する掛金

が大変だと。恐らくそういうことであろうと思いますが、やはりいざ被害があった場合に、加入

しているとそのような部分がやっぱり保険金でおりてきますので、少しはやはり安心できる部分

でもあるのではないかなと、そう考えております。この加入率を何とか高くしていきたいと。ま

た、県の方からの指導においても加入をふやしていくようにという指導がございます。町では、

来年産に加入する果樹共済掛金に対して25％の町の単独助成を実施したいと思ってございます。

そして何とか加入者がふえてほしいという思いでおりますが、なかなかそれでもどれぐらいの方

々が加入していただけるのかなというのは未知数な部分がありますが、何とかふやしていきたい

と。来年産の保険に加入する場合には、来年の３月31日までに加入して掛金を納めなければなら

ないということになりますので、今議会においてその分の予算計上もさせていただいております

ので、何とか議員の皆さんからもご議決を、ご理解を賜りたいと思います。 

 オウトウにつきましては、果樹共済の中に品目が入ってございません。皆様ご存じのように保

険の場合はやはり全体数が、加入者があって保険が成り立つわけでございまして、そういう部分

で現在はリンゴという品目になっておりますが、オウトウにつきましても今後県の方に、また関

係機関の方に認めていただけるように働きかけはしてまいりたいと、こう思ってございます。 

 被害対策について、先ほど申し上げました農家みずからが災害に対する備えを万全にすること

も大切でございますので、「備えあれば憂いなし」ということわざもございます。そういう部分

に対して支援をしてまいりたいと、こう考えてございます。 

 次に、町営住宅建てかえの予定等についてでございますけれども、老朽化している町営住宅の

建てかえについては、目安として昭和56年６月以前の旧耐震基準で建設された町営住宅につい

て、平成19年３月に策定しました「南部町住生活基本計画」に基づき事業を推進しているところ

でございます。現在の老朽町営住宅戸数でございますけれども、福地地区においては、平成18年

度と19年度に前平団地と小松沢団地の解体除去を既に行っておりまして、苫米地駅前団地が今建

設中で、今年度ですべて完了する予定でございますが、現在老朽化した町営住宅は福地地区には

ございません。 

 名川地区でございますけれども、広場団地が昭和39年と41年に28戸、高屋敷団地、これは鳥舌

内の方でございますけれども、昭和41年に７戸、五日市団地は昭和48年と51年に24戸の計３団地
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で59戸となってございます。 

 南部地区でございますけれども、佐野平団地が昭和40年と41年に26戸、沖田面第１団地は昭和

42年に19戸、沖田面第２団地は昭和43年に19戸、そして相内団地は昭和44年に19戸、湧口団地は

昭和45年と46年に28戸の計５団地で111戸となってございます。 

 また、建てかえ計画でございますけれども、先ほど申し上げました福地地区では第２苫米地駅

前団地を平成15年度に着手をしまして、平成20年度までに62戸が完成し、本年度に４戸建設事業

が終れば完了することとなっております。おおむねやはり着手してから５年、６年程度かけて完

了することになります。 

 名川地区でございますけれども、ひろば台団地を全15棟60戸の計画で平成16年度に着手してご

ざいます。本年度は建設予定地である旧名久井第一中学校跡地約2.1ヘクタールの造成工事に着

手してございます。いつも計画を立てるときにお話しをさせていただくんですが、計画を立てて、

やはり建設に向かう、整備に向かうときは大体私はおおむね５年ぐらいはかかりますよというお

話しをさせていただいております。計画を立て、いろいろな調査をして、申請をあげて、採択に

なってと。それが大体どの事業もそのぐらいになります。３年でというのは本当に速い実現にな

るわけでございますが、ちょうど平成16年度に着手して、今年度平成21年でございますので、や

はりちょうど５年ぐらいかけてやっと来年度から一部建設に向かっていけるということになり

ます。この建設については、また建設期間についても、平成23年度から27年度までに完了する計

画で進めてございます。 

 南部地区でございますけれども、住戸数の大きい佐野平団地と湧口団地の建てかえ計画をして

ございます。ただ、ひろば台団地と同じ時期にどうしても取り組むことができない。福地の苫米

地駅前団地もそうだったわけでございますが、完了して、今名川地区の団地に入れたということ

で、その完了を目安としてということは、今から計画をちゃんと立てていくということは今年度、

来年度から本格的に進めていくことによって、名川地区の団地が完了したときに、建設に入れる

ということになりますので、そういう部分はしっかりと計画どおりに進められるように財政の方

も健全財政を保ちながら取り組んでまいりたいと思います。 

 また、場所等につきましてもまだ南部地区については具体的なところまで行っておりませんの

でその場所等も含めながらできるだけ私どもは午前中のご質問にあったように、町有地の有効活

用をできるようにしながら、大きな財政負担にならないように、そしてまたその中でしっかりと

要望にこたえていく、整備がしていける、そういう計画をしっかりと計画通りに実施してまいり

たいと考えておりますので、よろしくご理解を賜りたいと思います。 
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〇議長（小笠原義弘君） 再質問はありませんか。工藤君。 

 

〇１番（工藤正孝君） ありがとうございました。 

 最初に、凍霜害の件で町長の意見を伺いましたが、最初に凍霜害について私なりに説明といい

ますか、意見を話したいと思います。大きく分けて凍害と霜害というふうに分けられます。凍害、

いわゆる樹木が凍ることになっています。そして凍るイコール生きている木は枯死してしまうと

いうことです。近年の地球温暖化において、果樹というものは休眠をするわけです。葉っぱを落

としてすべて雪が降っているときに、根も休止する。休眠して暖かい春を迎えるわけですが、秋、

10月、11月が来ても暖かいために、まだ水分を根から吸収している。よく注意して見ますと、リ

ンゴの木でも枝の先端あたりに葉っぱが残っている木が最近多く見られると思います。いわゆる

まだ木が呼吸している。休眠に入れない状態で冬を過ごすことになりますと、その葉っぱが出た

先端の部分というのは、凍害に遭いますので、花芽が次の年に出ません。花芽が出ないという場

合、葉芽が出ないということは花芽にもなれないので、剪定等で除去して何とか工面をしていか

なければならないことになります。 

 また、１月の中旬、末ぐらいから休眠打破といって休眠に入ったものは、一番地下部に深い先

端の毛根の根はもう活動しているというふうに言われています。その後順当に来て２月、３月に

なり、花芽が動き、水分を十分給水している段階でまたマイナス３度、４度以降の凍害になりま

すと、同じ状態になります。木は栄養成長と生殖成長という部分に分かれますが、苗木を植えて

１年成から５年成ぐらいまでぐらいを栄養成長、いわゆる人間で言いますと生まれてから小中学

校といいますか、体を大きくつくる将来稼ぐために体を大きくつくり、根を張り、花芽をつくり、

枝葉をつけるという作用をします。そして、生殖成長とは、５年以降、もう生産段階に入る。果

実を結ぶ。働いて、役に立てる木を保つための作用に自然と植物は変化していくわけですが、そ

の部分においてもやはり凍害が訪れますと、さっき言ったように葉芽が出る部分がやられてしま

うと、後々にも影響が残されるということになります。 

 そして霜害、春先の新芽の被害などが晩霜害と言ったり、秋から初冬にかけては早霜害、これ

がほとんどだと思いますが、大きく意味をなすものは凍害が地上部から表面10メートル、20メー

トルまでもう一気に寒さが来て凍る状態です。霜害は、地上部から大体四、五メートルぐらいま

でが低温にかかる。マイナス三、四度まで落ちて、それ以上、６メートル以上になると、逆に５

度、６度の温度が保たれているために、防霜ファンが有効です。その十何メートル上から扇風機、
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いわゆる吹きつけるために、100度ぐらいの首振り状態になりますけれども、そういった状態で

上の温かい空気を下に送り込んで、回すために霜が防霜ファンで避けられるようになっています。 

 ただ、先ほど申したように、１反歩当たり50万円程度の自己負担があるということは、農家に

とっては有効であっても手が届かない補助事業としてみてもやっぱりまだ届かない人たちがた

くさんいるというふうに伺っております。 

 また、福島県あたりでもかなり前、七、八年前から凍害が発生して、モモの産地でございます

けれども、モモはいわゆるリンゴなんかよりもかなり水分を多く吸収する木でございまして、凍

害に遭っている農家が多々おります。ただ、だまってもいられないために、どうにかしなければ

ならないと試行錯誤して、ついには凍害も克服することができたという私の友人ですけれども、

例えば、その方の例を挙げてみますと、マイナス１度から設定をしていると。いわゆる霜害には

いいんですけれども、それ以上下がってくると凍害に結びつく。４度、５度になってくると逆効

果になります。冷たい風がまたさらに冷たい風を起こすために。 

 そこで、防霜ロック、これはいわゆる霜よけで開発されたもので、農協あたりでも安く売って

います。それを防霜ファンの２メートル後ろに置いて、火をつける。煙は風がないために上って

いく。その煙を吸って扇風機のごとく出してしまいますので、首を振っても全部のところに煙は

届くということで成功している方がいらっしゃいます。もう凍害も怖くないんだということで、

１反歩200万円以上の所得を上げ、裕福な農家を続けている人もいますし、やはり町長がおっし

ゃいましたように、努力している農家さんは何らかの形で一生懸命努力をして、災害を克服して

やっているといった、もちろん今までも南部町でもせっかくの補助事業等で改植事業、町の財政

をいただきながらの農家の人たちが一生懸命続けているわけで、苗木も殺したくないし、被害に

も遭いたくないというのがまさしく農家の本音だと思います。 

 そういった例を参考までに挙げていますが、いろいろな対策もあります。もちろん、園地の草

刈り、早々に草を刈っておくと霜の流れがいいと。草が何メートルにもぼうぼうになっていると、

やっぱり霜も流れ悪くなって停滞して被害が起きるとか。また、同一品種、町が勧めている改植

事業のときにもリンゴの木を切ってリンゴを植える。モモを切ってモモを植えるという同一品種

を行った場合に、威圧効果というやっぱりよくない状態があります。そういった園地では被害が

多いというふうにも言われますし、そういったさっきおっしゃいました農業気象講演等で気象の

講演ばかりではなく、そういった凍霜害の学習会みたいなものを、全国的な成功をおさめている

農家の方々のお話しやら勉強を参考にしながら、つけ加えて幅広く宣伝しながら勉強会を開催し

ていただきたいなと思います。 
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 また、８月19日の東奥日報に記載されました独立行政法人農業食品産業技術総合研究機構北海

道農業研修センターで耐寒性、凍らない遺伝子を発見したと。これは植物の体内に含まれている

もので、野菜や果実でも幅広い範囲で凍霜害に強い品種を改良できるということで、インターネ

ット等でも北海道、東奥日報ばかりではなく、全国的な新聞に掲載されております。そういった

期待感もありますが、まずは自分の今できる仕事、災害方策などを構築していくためには、やは

り学習会等の開催を強くお願いしたいと思います。 

 また、先ほども言いましたがスプレーヤー等で散布できる霜ガードというのも大変注目されま

して、モモ、サクランボ、リンゴ以外では個人散布で防除している農家がほとんどだと思います。

個人散布をしているということは、いつの状態でも自分で何時でもかけられるということであり

ますので、この剤は大変効果があると考えております。 

 それと、町営住宅の建設ですが、もちろん計画に基づいたお話しで大変わかりやすく、よかっ

たと思いますが、やはりもちろん先ほど町長がおっしゃいました町の財政、まず町有地の有効活

用等々、いろいろな考え方があると思いますが、南部地区においては先ほどおっしゃいました佐

野平、湧口地区の住居の方々、ひとり暮らしの方々でもしょうゆ一本買うにも下まで歩いていか

なければならない。30分かかりました。往復１時間半もかけて大量に買うと今度重くて歩けない。

30分といっても平坦なところを30分ではなく、ご存じのように急斜面といいますか、歩く方にと

っては大変負担がかかるルートでございますので、その点も考えて、利便性ということもありま

す。また、先ほど工藤幸子議員や夏堀議員がおっしゃいましたのに附属すると思いますが、若者

がやっぱり定住しやすい、そして住宅もエコを考えたような住宅に展開していくことを期待して

おります。 

 以上です。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 町長。 

 

〇町長（工藤祐直君） 農業、気象関係でございますが、私ども農家の方々、去年も霜害等があ

って、やっぱり「何が一番有効なんですか」と言ったら、「今のところはやっぱり防霜ファンだ」

というお話しでございました。ただ、ことしは農業で篤農家の方と話して、去年は防霜ファンで

私は非常に助かったと。ことしは逆に防霜ファンで結果が悪かったと。恐らく多分工藤議員がお

っしゃった４メーター、５メーターの部分の違いがそういうことだったんだろうなと今感じまし

たけれども、そういう中においても、やはり一番まず発揮するというふうに伺っております。で



  

－50－ 

すから、私どももまず国なりの補助事業を活用しながら、町の方も考えながら、安定した生産が

確保できるそういう支援というものは考えてまいりたいと思います。どこかで、この支援額とい

うのはどうしても線引きはしなければならないわけでございまして、すべて要望額という部分ま

では受けられない部分もあると思いますけれども、それでもしっかりと少しでも農家の方々の支

援になるような取り組みはしたいと思ってございます。 

 ただ、ソフト的な部分で気象講演会もやっております。何回も集まっていただくのもあれでし

ょうから、できればその同じ日に気象の方と霜害なり、凍害なり、そういう部分の講演というの

も同時にやることは可能だと思いますので、そういう部分も担当課の方に考えてもらいながら進

めてまいりたいと思います。 

 町営住宅につきましては、先ほど計画予定を申し上げました。もう少し南部地区も早くできな

いかという思いも工藤議員もあると思います。我々もできるだけこの計画を１年でもまず繰り上

げてやれるようには努力してまいりたいと思いますし、現在完了する予定と、今後の予定地区が

入っているのは、合併協議会のときの建設計画、そこにおいて既に福地地区はもう事業を実施し

ておりまして、これは実施している部分にはとにかくまず継続事業をして、完了していきましょ

うと。これは住宅に限らず、他の部分においてもまず継続をして完了させていくというのがまず

第一の順番でございました。名川地区においても平成16年度から計画に着手していって、もう計

画が進んでおりましたので、そういう順番になって、合併しまして南部地区の部分も整備してい

かなければならないということで、平成19年３月の計画の際に組み入れまして、今後取り組んで

いく予定であるということでございますので、その点もご理解いただきながら、有効活用をして

いただき、町営住宅の整備は大変きれいな建物になってございます。完成までいくと、住んでも

らえる方々も快適な生活はできると、こう思っておりますので、そういう部分で今後また、場所

等々、違うところがあるか、どのぐらいの面積があるかという部分も踏まえながら、議員さん方

からもご意見をいただいて進めてまいりたいと、こう思っておりますので、よろしくお願い申し

上げたいと思います。 

 

〇議長（小笠原義弘君） ほかに質問ありませんか。工藤君。 

 

〇１番（工藤正孝君） 先ほど防霜ファンのことでまた一つ言っておきたいことがありますが、

補助事業であるために、農家の負担は50万円ぐらいになっていますが、これは定価といいますか、

単独だと120万円ぐらいにたしか10アール当たりすると思います。まず、私の意見ですと、でか
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い扇風機が120万円もするのは何かちょっと高いなという気もします。120万円が120万円なりに、

先ほど言いましたように、煙を後ろからわざわざたいて、煙を出して抑えるのではなく、だまっ

ていてもそこから煙が出て、自動的に感知したら燃やして、煙ごと吹いてしまうというような、

それだったら50万円でもいいかなというような考えも持つところであります。ただ単に助成金は

どうかとか、こういうふうにお願いしたいという願望、要望ばかりではない意見を町、県農林課

あたりとか、いろいろな角度でメーカーさんとの話しをいいアイディアを提供するというのも一

つの策だと思います。 

 さっき言い忘れましたが、共済のことでございましたが、サクランボ等々も共済加入をお願い

したいと。また、25％の町の助成金、非常に助かると思いますが、今までの経過でなぜこの共済

離れをしたかというのは、各ここの全町の農家さんたちはほとんどわかると思いますが、花の時

期に霜が当たった。でも、終わって実がなったときを見ますと、普通五つ実がなるわけですが、

被害に遭って二つしかならなかった。「でもなってらいな」と言われたことがあります。中心果

をやられて、側果では商売にならないのはもう皆さんもご存じだと思いますが、その側果でもな

っているから、被害ではないというふうなことにカウントされてもらえない農家が多々あったわ

けでございます。風の場合だと、台風、見てのとおり傷がつく。傷がついていても落下ですから、

風についての被害については落下しないと被害が発生しないということになって、ちょっと吹い

ただけでも商品価値が半減する中で、台風ということになると、とてもすごい量になります。そ

ういったかけてももらえない出来事があったので、農家の人たちはそういうのをかけるんだった

ら、何とか別に自分なりの食用に回すとか、いろいろな経済をするわけですので、またそちらの

方にもそういった部分も働きかけるようにして、町としてお願いしたいなというふうに思います。 

 以上で私の質問を終わります。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 以上で工藤正孝君の質問を終わります。 

                                           

 

◎散会の宣告 

 

〇議長（小笠原義弘君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 なお、９月１日は午前10時から本会議を再開いたします。 

 本日はこれにて散会したいと思います。ご協力まことにありがとうございました。 
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（午後１時41分） 
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◎開議の宣告 

 

〇議長（小笠原義弘君） ただいまの出席議員数は19人でございます。定足数に達しております

ので、これより第24回南部町議会定例会を再開いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

（午前10時01分） 

                                           

 

◎一般質問 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第１、一般質問を行います。 

 通告順に順次発言を許します。 

 ４番、根市勲君の質問を許します。根市勲君。 

（４番 根市勲君 登壇） 

 

〇４番（根市勲君） おはようございます。台風も過ぎ去って、被害もなくよかったと思ってお

ります。私は今回二つの点について町長及び関係者からの考えについて質問をさせていただきま

す。 

 まず１点目として、名久井橋から剣吉橋間の名久井側の梵纏地域でございますが、農地の水害

対策についてでありますが、私から今さら言わなくても馬淵川水系にはダムがないため、毎年の

ように洪水が発生して、特に南部町内の被害が最も深刻であります。ここ数年の間に住居付近の

水害対策は大分効果を上げてきたように思われますが、旧名川地区や旧福地地区の農地の水害対

策はこれからのようでございます。特に今、私が問題にしている名久井農業高校側の馬淵川沿い

の梵纏地域でございます。洪水の直接の被害だけにとどまらず、水が引いた後の流木やごみ、泥

の除去に毎回大変な労力と経費を要して、地権者の負担は大変な農家経営に圧迫を与えているこ

とは町も十分理解されていることと思います。少しでも農家の方の不安を取り除いて営農に夢を

持てるように、洪水対策を一歩・二歩早く進めていただきたいと思いますが、現時点の対策と中
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・長期的な見通しはどのようになっているのかお尋ねをいたします。 

 次に、２点目として、南部町内、特に名久井地区の農村及び農業の基盤整備計画について、次

の二つの地区について、町の見解と取り組む場合の課題についてお聞きしたいと思います。 

 １番目として、名川中学校周辺から上名久井・高瀬地域にかけての水田の基盤整備及びそれに

伴う県道バイパス機能を兼ねた道路整備計画について、町ではどのような方向を考えているの

か。また、理想的な完成後のあり方はどのような形態を考えているのかお尋ねいたします。 

 ２番目として、野場・一ノ渡・田中地区の如来堂川周辺の水路・道路・水田基盤整備について

同じような視点、観点でお聞きします。この地域も如来堂川の整備が一応されたと言っても、最

近の大雨の後では、いつ氾濫して大きな被害が起こるか、常に不安な状況にあります。さらに、

農家の方々も自分の農地へ行くにも農道の整備がまだまだおくれているため、地域の地権者から

は、もっと根本的に川の整備、道路の整備、そして水田の圃場・基盤整備を一緒に行ってほしい

という要望があります。一体的な整備を行うためには、地権者・受益者に対する十分な説明と理

解してもらった後のメリット・デメリット等の広報活動が重要だと思います。参考になるような

先進地の事例やモデルにするような地区があれば知らせていただきたいと思います。 

 ２点の質問、よろしくお願いいたします。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 答弁を求めます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、根市議員のご質問にお答えを申し上げたいと思います。 

 水田災害及び農地基盤整備等についてでございますけれども、まず最初に、名久井橋から剣吉

橋間のいわゆる梵纏地区等を含めた農地の水害対策についてのご質問でございますが、議員ご案

内のとおり、馬淵川の氾濫による被害は、近年では平成18年10月、翌年19年９月と２年連続して

発生してございます。いずれも甚大な被害を受けているわけでございますが、議員からも先ほど

ダムもないというお話しもありました。この件に関しまして私も国、または県の方に私ども歴代

町長含めながら、やはり何十年待ってもなかなか解決しないと。これはもう岩手県にダムを作っ

てもらうしか解決策はないのではないかと、こういうお話しを私も会議で何回もしてまいりまし

た。そしたらやっぱり数十年前もやはり一時そういう話しがあったということをお聞きして、や

はり同じような考えで当時の方々もいたんだなということを改めてまず感じたわけでございま

すが、そういう中で、ダムについては他県の関係もあるということで、非常に難しいというのも
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現状もわかりました。 

 そこで、町ではこれまで、国土交通省青森河川国道事務所が所管する馬淵川の総合的な治水対

策協議会において、ハード対策としましては、まず相内地区の輪中堤の整備、ソフト対策としま

して河川監視カメラの設置等を実施することとし、輪中堤については平成22年度、来年度でござ

いますけれども、整備に向けて取り組んでおります。また、河川監視カメラの設置については、

ことしの３月に完了してございます。 

 さらに、馬淵川を管理する三八地域県民局においては、平成20年度に「土地利用一体型水防事

業」として、国庫補助事業の採択を受け、苫米地地区から三戸町川守田地区までの14.2キロメー

トルの河道掘削を行うこととしております。今年度は用地測量を実施し、これもまた来年度、22年

度から一部工事に着手すると聞いてございます。 

 なお、この事業が完了しますと、流下能力が向上することにより、宅地では20年に一度、農地

ではそれでもまだ３年に一度の割合まで浸水を防ぐことができますが、低い場所にある農地はこ

れまでと同様に浸水する可能性が高いということであり、引き続き同事業を含めながら、堤防の

整備を要望してまいりたいと思ってございます。 

 また、森越字中川原地区、いわゆるお店の清流さんのある場所についてでございますけれども、

これまでも県の方にもお願いをしてきました。これまで増水のたびに被害を受けており、早急な

対策が必要とされておりましたが、昨年度、県が河川管理用道路として道路のかさ上げを実施い

たしました。これによりまして、今までに比べますと被害が軽減できるものと思ってございます。 

 なお、現在、八戸市八幡地区から河口までの区間は国の直轄管理となっております。堤防の整

備が順次行われてきておりますことから、今後は南部町から岩手県境までの県管理区間において

も堤防の整備が早急に実現できるように国直轄管理区間として延伸してもらうため、郡、町村会

を通じながら関係機関への要望活動を実施してまいりたいと思ってございます。ここについて

は、三村知事も県管理区間を国の管理区間にしてほしいということを知事としても国の方に要望

してございます。また、私も同じ考えで直轄事業でお願いをしたいと。これはどうしても県予算

と国予算の確保は全然予算額が違うわけでございまして、早く整備していくためには国直轄事業

で計画にあげてもらう活動というものが効果的かなということで、そういう要望も行ってござい

ます。 

 次に、南部町内、特に名久井地区の農村整備計画についての見解と課題についてのご質問でご

ざいますが、まず、名川中学校周辺から、上名久井高瀬地域の水田基盤整備及びそれに伴う県道

のバイパス機能を兼ねた道路整備の見解と課題についてお答え申し上げたいと思います。当地区
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は、名川土地改良区第１工区の区域でありまして、総面積は約76ヘクタールございます。昭和初

期に10アール区画で整備されたものでありますが、軽トラックでさえすれ違いができない狭い道

路や道路に接していない圃場もあり、用排水路も良好な状況ではなく、整備が必要な区域である

と認識してございます。これらを解消するには、圃場整備事業を導入し、事業を実施に当たって

は、町と農家にとってその事業費負担が最も有利となる県営事業によって整備をすることが最適

であると考えてございます。 

 ご承知のとおり、圃場整備事業は、圃場の区画整理と用排水路、農道等を農作業がしやすいよ

うに一体的に整備するとともに、換地を効果的に取り入れ、零細で分散している農地を集団化す

ることで効率的な営農ができることを目的とするものでございます。 

 事業区域内においては幹線農道として、名川中学校方向から高瀬方向へ向かって県道のバイパ

ス機能を兼ねた道路整備は可能であると県担当者の方から伺っているところでございます。現

在、町では改良区の役員とともに、県担当者を迎えて「圃場整備事業の勉強会」を重ねておりま

して、関係権利者に対する事業説明会も実施してございます。今後も事業実現を目指して継続し

ていきたいと思ってございます。 

 整備についての課題でございますが、圃場整備計画の区域外となる既設路線への接続路線部分

は、圃場整備事業並びに他の農村整備事業でも整備できないため、農林関係以外の事業での整備

が必要になってくるのではないかと思ってございます。 

 事業実現のためには、土地改良法により、関係権利者からの事業負担金を負担することの同意

をも含む事業実施同意が必要でございます。採択基準では、関係権利者のうち90％以上の方々か

らの同意が集まればよいということになっておりますが、工事は一定区域内のすべてを造成する

ものでありますので、現実に約300名の関係権利者全員からの同意がまず必要になります。もろ

もろも考えながら、また当然町としましては、財政面から事業実施時期はいつが財政的にも可能

になっていくかということも課題になってくるのではないかなと思ってございます。なお、ここ

の１工区につきましては、合併前、名川時代から町も圃場整備を進めた方がいいのではないかと

いう話しをずっとしてまいりました。そのときに１工区の場合は、いわゆる10アール、20アール

の地権者の方々が非常に多い地域でございまして、なかなかその事業に向けての関係者の意見が

まとまらなかったという経緯がございました。そういう部分で、ずっと前から事業については整

備に向けて取り組んできていたわけですが、最近お話しを聞きますと、役員の方々、以前と大分

変わってきているようにも聞いてございます。そういうことで、勉強会もまた行って事業に向け

て取り組んでいると、こういう状況でございますので、ご理解いただきたいと思います。 
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 次に、野場・田中地区からの下流域の如来堂川周辺の水路・道路・水田基盤整備の見解につい

てでございますけれども、当地区は面積が約22ヘクタールございます。ほとんどの圃場がいびつ

な形をしておりまして、道路に接していないものも多く、これはまた整備が必要な地域であると

いうふうに認識してございます。これらを解消するためには、圃場の区画整理、道路、用排水路

を一体的に整備する必要がありまして、そのためには先ほども申し上げました上名久井・高瀬地

域の整備と同様、県営事業による圃場整備事業が一番最適であると考えてございます。ただ、こ

の地区におきましては、１工区とまた若干違いがございまして、圃場整備事業に向けた動きは今

日まで、また旧名川時代においても実際のところございませんでした。その下の地区、あそこは

寺田地区ですか、あそこの部分のときもそういうお話しが当然あったわけでございますが、その

ときは寺田地区の関係者の方々はぜひやってほしいということで、あそこはもう整備が完了した

わけですが、そういう中で、具体的に野場、寺田地区の上の部分はお話しがなかった部分もあっ

て、今日に至ってございます。今またそういうふうな動きが出てきているということであれば、

１工区と同様、同意者の90％以上等の同意書も必要になるわけですが、それとあわせて当然私ど

も財政状況というものを見ながら、優先度、そういう部分をしっかりと立てていかなければなら

ないと、こういう状況でございますので、ご理解をいただきながら、１工区につきましては、そ

ういう関係者の件も入って、勉強会を行って、どういうふうにできるかという現在の動きである

ということをご理解いただきたいと思います。 

 また、再質問等、詳細等のときはまた担当課長の方から説明申し上げたいと思います。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 再質問ありませんか。根市君。 

 

〇４番（根市勲君） どうもありがとうございました。町長の方から答弁をもらって、水田の方

も進行しているように思われます。 

 たまたま県の職員と会ったとき、町長が言っている早目の「攻めの農業」、そうすればやはり

県の方でも早目に町と相談しながらやった方がいいんじゃないかというお話しもあったために、

どうかひとつウメの方ばっかりでなく、田んぼの方も農業の人たちは一体化して頑張っていると

思いますから、ひとつよろしくお願いいたします。 

 終わります。ありがとうございました。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 以上で根市君の質問を終わります。 
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 13番、川守田稔君の質問を許します。川守田稔君。 

（13番 川守田稔君 登壇） 

 

〇13番（川守田稔君） おはようございます。私は、本議会において、南部町医療健康センター

構想について、その概要を伺いたいと思います。よろしくご答弁願います。 

 まず最初に、総額の事業費をご説明いただきたいと思います。用地買収費、移転費用ですとか、

例えば新設ということになりますと、旧病院の撤去費用等々発生してくるものと思われます。建

設費含めた総事業費として金額を示していただきたいと思います。 

 また、その財源の根拠となるその内訳を示していただきたいと思います。 

 出費に伴う返済が発生するわけですが、その将来にわたっての町財政への影響を具体的な数値

として示していただきたいと思います。例えば連結決算した場合ですとか、そういったことを想

定していただきたいと思います。 

 新設病院の経営における経営の収支というのが気になるところなんですが、返済を含めてその

採算性の部分でどのような見積もりをなさっているのかご説明ください。 

 ５点目として、南部町医療健康センターの運営コストとして一般財源から持ち出される金額を

どの程度に見積もられておるのか、具体的な数値としてご説明いただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 答弁を求めます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、川守田議員のご質問にお答えを申し上げたいと思います。 

 非常に医療健康センター構想につきましては、議員の皆さんも関心が高いご質問でございます

ので、詳しくご説明を申し上げたいと思いますので、議員の皆さんもよろしくお聞きをお願い申

し上げたいと思います。 

 まず、（仮称）南部町医療健康センター構想の総事業費についてのご質問でございますが、用

地買収費、土地造成費、設計、施工監理、外構工事、本体工事及び備品を含めまして、おおよそ

25億円から28億円程度と見込んでございます。 

 移転費用及び病院の撤去費用については、今後跡地利用などの検討もしなければなりませんの

で、現在のところは積算してございません。ただ、この後、予算についてご説明申し上げますが、
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大体25億円程度と見込んで、撤去等ももし入ってくれば、28億円ぐらいまで見ておいた方がいい

のではないかということでの今の数字でございます。 

 次に、財源内訳でございますけれども、仮に今総工事費の方を25億円とした場合、国及び県補

助金として約２億7,100万円、起債として約20億2,200万円、一般財源及び病院自己財源として約

２億700万円を見込んでございます。 

 次に、町財政への将来負担費等への動向についてでございますけれども、初めに町財政への影

響について起債の償還にかかる一般会計からの繰出金についてご説明いたします。病院事業会計

を含む公営企業会計は、原則独立採算により運営されるべきものでありますが、能率的な経営を

行ってもなおその収入をもって経営に当たることが客観的に困難である経費に対しては継続的、

安定的にサービスを提供するために、地方公営企業法の規定や繰出基準により繰り出しを行って

いる旨、昨年12月定例会における川守田議員からの一般質問に答弁を申し上げたところでござい

ます。 

 公営企業会計に対する繰り出しの基本的な考え方を示した繰出基準については、毎年度総務省

通知により示され、病院事業会計の起債償還に対する繰出基準は、病院の建設改良に要する経費

として企業債元利償還金の２分の１とされております。また、平成14年度までに着手した事業に

係る企業債元利償還金に当たっては、３分の２とされてございます。医療健康センターは病院事

業会計が負担する医療センター部分と一般会計が負担する健康センター部分がございますが、ま

ず医療センター、病院部分に係る影響額について、医療センター建設に係る地方債の借入総額

18億5,540万円の償還に対する一般会計の繰出額によりご説明申し上げたいと思います。 

 なお、今回の影響額の試算に当たっては、平成21年８月10日現在における財政融資資金貸付利

率をもとに試算しておりますことをご承知願いたいと思います。 

 建設スケジュールについては先ほど申し上げましたが、予定通りに建設が進んだとすると、平

成24年度から利子の償還が始まります。平成26年度からは当該事業と一体となって整備される医

療機器の元金の償還が始まり、その後、平成30年度から建物分の元利の償還が始まることとなり

ます。病院事業会計が支払うこととなる元金及び利子償還金の総額は、平成24年度から平成55年

度までの32年間で総額24億9,270万円となります。これに対する一般会計の繰出額は繰出基準に

基づき24億9,270万円の２分の１でございますので、12億4,635万円となる見込みであります。施

設と医療機器とでは措置期間や償還期間が違いますので、年度ごとの変動はございますが、単純

に先ほどの32年間でならした場合、１年当たりの繰出額は3,895万円となります。これは30年間

通した場合です。また、この繰出額の45％の額については、地方財政措置として普通交付税の基
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準財政需要額に参入されますので、実質的な町の負担額は55％、総額では12億4,635万円の55％

でございますので、６億8,550万円が、また１年当たりに平均すると2,140万円が医療センター建

設に係る影響額でございます。 

 続いて、一般会計が負担することとなる健康センター部分に係る影響額についてご説明いたし

ます。健康センターに係る地方債借入総額１億6,680万円の償還は予定通りに建設が進んだ場合、

平成24年度から利子の償還が始まり、その後、平成27年度から元金の償還が始まります。元金及

び利子償還金の総額は、平成24年度から平成37年度までの14年間で１億8,920万円となります。

健康センターの起債償還に係る地方財政措置は、現在のところございませんので、総額では１億

8,920万円が、また、これを単純に14年で割った場合、１年当たり1,351万円が健康センター建設

に係る影響額であります。このことによりまして、医療健康センター全体の影響額は、総額８億

7,470万円、１年当たりで見ますと、平成24年度から平成37年度までは3,491万円、平成38年から

平成55年までが2,140万円となります。ただし、現在においても、病院事業会計の元利償還に対

する繰り出しは行っておりますので、平成20年度決算における繰出額は3,700万円、また基準財

政需要額に参入された1,234万円を差し引いた実質的な町の負担額は2,466万円でありますので、

医療センターすなわち病院部分に係る繰出額に限っては現在と同額程度にとどまる見込みであ

ります。 

 しかしながら、健康センター部分に係る影響額は厳しい財政状況の続く中で、全く新規の財政

需要と言えます。医療・保健行政が一体となった良質なサービスを提供するためにも、一般会計

のみならず、特別会計においてもさらなる行財政改革、経営改革に努めていかなければならない

と思ってございます。 

 次に、将来負担比率の動向についてご説明申し上げます。地方公共団体の財政の健全化に関す

る法律により、公表することとなっております将来負担比率については、平成20年度は134.8％

と算定しております。今後、医療健康センターを建設した場合、建物の建設が完了した年度が将

来負担を一番に押し上げる年度であることから推計したところ、一般会計の地方債残高の減等に

より、約100％となり、次年度以降緩やかに下降していくものと想定しております。早期健全化

基準が350％であることから、懸念しておりました建設に係る大幅な悪化は来たさないものと考

えております。 

 これらのことから、先般県担当課との公債費負担適正化に係る協議を行い、建設による一般会

計への影響、病院事業会計への今後の推移についての重点的なヒアリングが行われ、財政的な部

分については、県市町村振興課からも特に問題はないというご意見をいただいておりますので、
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財政面の部分においてはクリアできるものと考えております。 

 なお、数字につきましては、過疎債を適用しない中での予算を今申し上げております。来年３

月に一たん現過疎法が切れるわけでございまして、再度当然私どもは新過疎法に指定されるよう

にお願いを現在もしているところですが、その過疎法が継続になれば、今申し上げたよりも町の

負担はまたさらに少なくできるということでございます。今は仮にならない最悪一番持ち出しを

するという中での数字であって、早期健全化比率においても非常に健全な中で取り組むことがで

きるというふうに思っていますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 次に、収益の根拠等についてのご質問でございますが、マスタープランにおいて、入院部門で

は１日平均66人、年延べ患者数を２万4,090人と見て、また外来部分では１日平均187.6人と見込

んでございます。 

 入院では、療養病床へ変更した平成15年から平成18年までの４年間の１日平均患者数は65.7人

でございます。66床のベッド数でございますが、新築後は療養環境も改善され、また、今後も続

く高齢化による増加等も見込んでございます。 

 診療単価についても、平成15年から平成18年までの４年間の額を基本に入院基本料の変更等を

考慮し、２万1,040円を見込んでございます。 

 外来については、減少傾向にあるものの、特定健診後の再検査等の外来受診による効果も勘案

し、患者数及び診療単価ともに、平成18年度の実績額を見込んでございます。 

 公衆衛生活動収益においては、保健部門と併設されることにより、特定健診の受診者数の増加

が期待されること、また、保健指導や予防接種等の受託により、平成18年度実績の約50％増を見

込んでございます。 

 他会計負担金及び補助金につきましては、総務省自治財政局長通知に基づいた繰入額を見込ん

でございます。 

 診療収入については、２年ごとに実施される診療報酬改正等により影響を受けることになりま

すが、国保直診病院として地域住民の生命を守るため、地域のニーズに対応しながら健全経営に

努めてまりいたいと考えてございます。 

 次に、運営コストとして一般会計からの持出額の予想についてお答えを申し上げます。病院に

対する繰出金につきましては、平成21年３月議会定例会で夏堀文孝議員にご説明申し上げており

ますし、また、先ほどの答弁でも申し上げたとおり、現在と同額程度の繰出額となる見込みでご

ざいます。特別な運営コストに対する繰り出しの増額はありませんが、先ほど申し上げたとおり、

新築等のため、起債元利償還金に対する１年当たりの繰出金は3,895万円増加するものと見込ま
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れます。しかし、起債元利償還金に対する一般会計からの繰出金については、45％が交付税措置

されることとなります。 

 以上、ご説明申し上げましたが、私どものさまざまな補助事業等を活用しながら、最小限の負

担でできるようにし、また、現在合併して３年間において、いわゆる借金の部分について、およ

そ30億円程度の借金を返しながら今やってきてございます。そういう部分もありましたので、今

回の建設に向けても、将来的な負担費比率に関しても健全の中で計画どおりに進めることができ

ると、そう思ってございますので、議員の皆さんからもまたぜひ町民の皆さんからもご理解をい

ただいて、将来まさに高齢化が進む、そういう社会に対応していく構想であるということをぜひ

ご理解を賜りたいと思います。 

 また、再質問等につきましては、担当関係課長等から細部の部分は答弁してまいりたいと、こ

う思いますので、よろしくお願いします。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 再質問ありませんか。川守田君。 

 

〇13番（川守田稔君） 丁寧なご答弁ありがとうございました。 

 ちょっと今の説明で、ふっと思ったことが、経営の根拠となる患者数ですとか、そういったも

のの確かにこのマスタープランを見ていますと、平成32年ぐらいまで、14年次ぐらいまでに計画

があるんですが、しからばこの数値の示す根拠はどういうふうに導き出されたものなんだろうと

いう疑問があるんですよ。どういうことかというと、現在の名川病院の受診者数の８割は旧名川

の住民であると。そうすると、このマスタープランの前提になっているのは、合併してから南部

町の人口のように私は思います。ということは、使うデータがちょっと違うんじゃないのかなと

いう気がするんですね、このマスタープラン自体、根本になっている。ですから、予定では順調

に収入をふやしながらという予定のようですが、果たしてそういう見込みができるんでしょうか

というのが一つあります。ですから、これをどういう計数でもってそれぞれの人数の収入という

のを算定なさっているのか、その根拠をわかりやすく説明していただきたいなというのが今の答

弁に対する再質問の一つの要望です。 

 それから、政権が変わりました。変わって後どうなるんだと、私はちょっと勉強不足で民主党

さんのマニフェストの内容がこれからの町立病院ですとか、保健福祉に対してどういう影響を及

ぼすのかわかりません。来年度の国会の予算案についても少々の混乱があってしかりなのかな

と。そうすると、予定通りは町の予算は審議できないのかなという、何かそういう懸念もあるん
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ですよ。時期的におくれるどうのこうのというのはまだいいんですが、基本的な考え方の根底に

こういった医療福祉、特に町立、自治体病院というものがどういう影響にさらされるのかが甚だ

未知数だと思うんですよ。こういう言い方は申し上げたくないんですが、もう少しその辺の基本

的な新しい政権の姿勢が示されてから改めてこのマスタープランをつくり直すというのはいか

がなものかなという、そういった選択もあるんじゃないのかなというひとつ懸念材料として考え

ます。そういった部分について担当課ではどのように考えるかご説明ください。 

 私の基本的な新築に対する考え方ですとか、南部町医療健康センターに対する考え方を説明、

申したい思うんですが、自治体というのは、必要なのであれば、黒字であれ、赤字であれ、医療

部分を必要経費として負わなくてはならないと、私は考えています。必要なのであればですよ。

ですが、そういう必要であるかどうかという二者選択をする前に、現在南部町にある、その周辺

にある医療機関、医院、病院を含めて、どういった機能を既に持っているのかですとか、それら

がいわゆる横のつながりで有益的に一番よく機能した状態でさらに何が足りないんだろうとか、

私はそういった部分を町が自治体が一番最初に負うべき部分だという考え方をしているんです

ね。先ほども申し上げましたとおり、それは黒字にしろ赤字にしろ、それが自治体が負っている

宿命と責任だと私は考えます。 

 ですが、こういう予算を審議するという立場にある者としては、やはり病院自体、公設公営で

あるとか、公設民営であるとかという議論が少し前になされましたが、その施設を預かる人たち

がやはりそういう責任感を持って臨んでいただくことに越したことはないと考えます。そういっ

た部分はそうあるべきだとも考えます。そういうことを前提に私申し上げておるんですが、もう

一つ、例えば今ある病院の場所から移転しないでくださいというその署名が進んでいるやに伺っ

ています。何でこういうことになって、こういう署名が始まったのかなということを考えると、

私が今先ほど申したような必要な部分と町が負わなくてはならない部分と観点は違うと思うん

ですが、そういったことの精査のプロセスが町民に対して余り説明されなかったんだろうなと、

議員に対しても余り説明されなかったようなという印象があります。 

 そこで、もう少し時間を置いて、今名川病院があそこにあるということは、歴史的な背景を背

負ってそういう必然性があってあそこに存在しているということをものの見方から外すわけに

はいかないんだと思うんですね。そういったことも含めて、もうちょっと一歩か二歩新しい政府

の体制が定まるまで、それを見きわめた上で、このマスタープランに修正を加えながら進めてい

くご用意がないのかということをお伺いしたいと思います。 
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〇議長（小笠原義弘君） 町長。 

 

〇町長（工藤祐直君） 根拠等の部分はまた担当の方から説明いたしますが、実績等も踏まえて

の数字を出していると思ってございます。 

 次に、政権交代になって影響は出ないかという部分のご質問でありましたが、私も県の町村会

長をさせていただいているときに、当時の政権与党自由民主党の議員さん、そしてまた民主党の

議員さん、当然双方に要望をするわけでございますが、私は新しい政権、いわゆる民主党等を踏

まえて、地域の医療は大変重要であるというふうにお話しを伺ってございます。まさに地域の医

療が今後の農村もやっぱり支えていくという部分で受け取ってございますので、政権交代によっ

てそういう事業ができないということであれば、これはさらに国民からまた審判を受けるわけで

ございまして、党が、政権が変わってもやはり取り組まなければならないという事業については、

当然取り組んでいくものと思ってございます。 

 それから、建設に向けての必要性という部分、できればはっきり川守田議員からも必要がない

と思っているのかあると思っているのかもお聞きしながらお答えをしたいわけですが、私は必要

であるという思いで今日まで説明をしてまいりました。議員の皆様にも説明が足りないという部

分のご指摘がありましたが、特に川守田議員には名川時代からこのプランをずっと説明をしてき

てございます。そういう部分もご理解をいただいて、やはり一つは事業というものは、タイミン

グが必要でありまして、財政的にも今の状況であれば将来的に負担になっていかないと。そうい

う部分も考え、そして当然医療強化もあります。包括ケアに今取り組んでいる。そういう事業を

さらに拡大していくという部分もあって、今日まで説明をしてきたつもりでございます。ただ、

さらにまた住民の方々にしっかりと今財政的な部分等も踏まえた、そういう部分もお示しをし

て、そして将来に大きな影響を出さない中で進めていくということもきっちり今後また説明責任

は果たさなければならないと思ってございます。 

 場所等については、どの事業をやるにしても、新しいものを建てる。そういう場合には移転の

問題は病院に限らず、必ず発生いたします。市民病院さんも、あの都市中心地から動いておりま

す。そういう部分の困難を乗り越えながらしかし必要な部分というのはどこでもやはりご理解を

いただけるように努力しながら進めるべきものだと思いますので、今後当然今ままであったその

地域の方々の思いというのはわかります。そういう部分も含めながら土地のまず面積、そういう

部分も考えながら、利便性も考えながら、建設委員会の皆さんからも答申をいただいたわけです

が、その答申のときも、きのうも申し上げました。さまざまな場所的な課題もあることも事実で
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ございますので、しっかりと調査をして、その中で最終的に今後判断をしてまいりたいというこ

とを私申し上げてございます。 

 ですから、今きのう申し上げました今定例会に調査費、これは１点だけではない、周辺等も考

えていろいろな角度からまたいろいろな状況の中でやっぱり調査をして、将来間違いのなかった

という部分をつくっていかなければならないという思いでございます。いろいろ今回の構想につ

きましては、やはり自分の近くに医院または病院がある方とまた、離れていてない地区という考

えは当然違いは出てくるわけでございます。例えば道路一つとっても、自分の前はもう整備され

ているからほかのところをやる必要がないと。こういった場合に、じゃあまちづくりというのは

成り立つのかなと、こう思うわけでございます。そういう部分も含めて何とか議員の皆さんから

もご理解をいただいて、私は町民の皆さんも議員の皆さんと一緒になってしっかりこの構想につ

いては進めるという中で判断をしたら、一緒になって早く逆に建設を進めてほしいという、こう

いう町民の方々も多いと思ってございます。まだまだ議員の皆さんからもご意見をちょうだいし

ながら、そして将来本当に高齢化社会になっていくときに、66床なり、１年に２万人弱の通院患

者が利用している病院が本当に必要ないのか、このことをぜひご理解をいただきたいと思います

ので、よろしくお願いを申し上げます。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 名川病院事務長。 

 

〇名川病院事務長（坂本好孝君） 経営根拠のことについてでございますけれども、先ほど町長

からも答弁をしてございますけれども、平成15年から18年までの４年間の数値をもとにしてマス

タープランを積算してございます。それで、一応入院の単価でありますけれども、平成18年度２

万168円という形になってございます。それで、私たちと同等の類似病院の平均単価が２万

1,032円ということで、それを加味いたしまして、入院の単価については２万1,040円、それから

延べ患者数については２万4,090人ということで、入院の収入につきましては５億6,850万

4,000円ということで積算をしてございます。それから、外来につきましては、平成18年度6,315円

という平均単価になってございます。それで、類似病院の平均単価が7,917円ということで、う

ちの方が下回っていますので、その下回った6,315円という診療単価をそのまま運用いたしまし

まして、延べ患者数を５万5,177人と見込んで、外来の診療収入につきましては３億4,844万

3,000円ということで見込んでございます。 

 それからあと、町内の医療機関との兼ね合いで医療器具をどうするのかというようなことであ
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りますけれども、名川病院の役割につきましては、まず病床66床を現状維持でもっていきたいと

いうことでございます。それから、急性期医療や慢性期医療、それから終末期医療、特殊医療、

人工透析及び救急医療、それから福祉施設との協力病院指定、町民の特定健診等にかかわる公衆

衛生活動の機能を充実して、病院の役割を担っていきたいと思って考えてございます。 

 それから、二次医療期においては、中核病院や大規模な急性期病院等の対応できない慢性期医

療及び終末期医療については中核病院等の後方支援病院として、その役割を担っていきたいとい

うことで考えてございます。 

 それからあと、移転しないでくださいということの署名が進んでいるということの話もありま

したけれども、やはり昭和29年12月に地域住民の生命を守ることを目的にということで、国民健

康保険名久井村診療所が開設された経緯がありますので、やはりそれらのことも加味してそうい

う状況になっているのかなと思いますけれども、やはり時代が時代ですので、場所的なこともこ

れから加味しながら、建設を進めていかなければならないということもありますので、建設委員

会等の建設場所等の答申もされていますので、それらを加味しながら進んでいくのかなというこ

とで思っております。 

 以上でございます。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 川守田君。 

 

〇13番（川守田稔君） いやいや、これで終わりですか。これで答弁終わりですか。 

 私が先ほど聞いたのは、じゃあ患者１人単価幾らというのもその病院に患者が来て初めて発生

するわけですよね。受診者数を一番問題になるのは、何人患者さんが来てくれるんだろうなとい

うのが経営の基本だと思うんです、入院患者にしても、外来にしても。ですから、その見込みを

どのように計算したのかということを先ほどお伺いしたつもりなんです。そしたら、いろいろ基

礎のデータがあって、過去３年間ぐらいのデータがあって、それ以上のような計数を用いて、そ

の計数はどういうふうにして算定した計数なのか、そういう算定のプロセスなのであれば、根拠

をさっき伺ったつもりだったんです。単価なんていうのは、次のことですから。コンビニさんじ

ゃないんですけれどもね。１人客が来たら何ぼぶんどってやろうかという、そういう下世話な言

い方をするとそんな感じですと。 

 ですから、その根本となる、であれば、もう一つ質問しますが、例えば新しい候補地に移った

場合に、どういった受診者の層になるのか。例えば三戸さんからも受診者がいらしてくださるか
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も知れないし、今まで南部病院さんにかかってあった方が来てくださるかも知れません。ただ、

そこをマーケティングするには、それなりの根拠というのがあるはずなんですよ。それを私は収

入の根拠という形で申したつもりだったんですが、ですから、マスタープランというのはやっぱ

りそういったことに立脚して組み立てていくべき部分があると思うんですよ。必要性だとか、趣

旨もありますよ。ただ、そこのところがわかりませんので、ご説明をください。 

 先ほど町長が民主党さんの方ともお話して、地域の医療は大事だと。そのとおりだと思います。

だれも地域の医療どうでもいいという人はいません。皮肉で言っているわけじゃないんですが、

ただ、この先、地方分権が進む方向になるんだと思うんです。そうすると、例えば財政調整交付

金ですとか、地方税ですとか、新たにつくられる財源等々出てくるんだと思うんです。私が思う

のは、今病院の国からの予算措置ですとか、財源の入って来方、すごく複雑だと思うんですね。

よくわからないところあるんですね、例えば交付税算入で来る。一体幾ら入って来るんだという

ことがよくわからない。地方分権ということが進むんであれば、そういったことはやっぱり一つ

一つがクリアな財政の構成ということが示されるようになってしかりだと思うんですが、一部省

庁の裁量でもってという部分がなくなりますね。そういった変化をどう読むかということを実は

伺いたかった。その二次的なことですね。確かに、基本的な財源の処理は、一つ一つの補助金は

補助率とかは据え置かれるのかも知れませんけれども、その他雑多ないろいろある分、補助金の

体制自体が変わったら、ちょっと絵にかいたもちを相手にものを考えるようなところがあるんじ

ゃないのかなという、そういう懸念がありました。ちょっと答えを、おとといのきょうですから、

答えようがないとは思うんですが、ぜひそういったものの考え方を踏まえてこれから考えていっ

ていただきたいと思っています。 

 そちらの方は答弁は結構ですが、経営の根拠となるデータについてご説明ください。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 名川病院事務長。 

 

〇名川病院事務長（坂本好孝君） 経営根拠についてご説明いたします。 

 根拠につきましては、診療経費における医療施設の状況、それから八戸地域保健医療圏への病

床の状況、それから住民の医療施設の利用状況等の医療供給の状況等を勘案しながら、平成15年

から18年までの実績をもとに先ほど説明した金額を根拠としてこのマスタープランでは計上し

てございます。 

 以上です。 
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〇議長（小笠原義弘君） 以上で川守田稔君の質問を終わります。 

 ここで11時20分まで休憩いたします。 

（午前11時08分） 

                                           

〇議長（小笠原義弘君） 休憩前に引き続き本会議を開きます。 

（午前11時21分） 

                                           

〇議長（小笠原義弘君） 日程第１、一般質問を続けます。 

 14番、工藤久夫君の質問を許します。工藤久夫君。 

（14番 工藤久夫君 登壇） 

 

〇14番（工藤久夫君） 私は、今回大きく３点の質問をさせていただきます。 

 まず、１点目として、シルバー人材センターの設立についてであります。最近の報道によれば、

現在の国内の雇用の状況は戦後最悪のようであります。特にこの地域では若者から私らのような

世代まで、ハローワークへ行って仕事を探しても希望する職につくことは大変難しいと言われて

います。特に戦後生まれの60を越えた世代は、働きたくてもなかなか仕事が見つからないし、あ

っても、長期間安定して生きがいの見い出せる仕事は探せないと思います。年金はできれば65歳

過ぎてからもらうようにして、それまでは節約しながら夫婦で食べる分だけは何とか働きたい

と、多くの方は考えていると思います。しかし、働くにしても、万が一の場合の保険とか、補償、

また中・長期的な安心、信頼感を持って働くような仕事は非常に探すのは難しいものですから、

県内外の多くの自治体に設立されて、地域社会の福祉向上と活性化に貢献しているシルバー人材

センターやこれに類似した法人を設立したらいかがでしょうか。その場合の課題と期待される効

果について町ではどのように考えているのでしょうか。 

 ２点目として、南部町の主要な農産物の生産量、生産額、農業の状況についてお尋ねします。

これらの最近10年間ぐらいの推移はどのように変わってきているのでしょうか。 

 また、主要先進国の農業所得に占める直接支払いの割合と自給率の推移についてどのように考

えているのか。 

 また、一昨日の総選挙において民主党が大きく議席を伸ばし、政権が今変わろうとしているわ

けですが、自民党の農業政策との違いと今後の南部町の農業政策への影響をどのように予測して
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対応をどのように考えておられるのか。 

 次に、ＷＴＯ、ＥＰＡ、ＦＴＡの農産物自由化政策と南部町の農家の生き残り策について、町

では現時点でどのように予測しておられるのか。今後の民主党政権が打ち出してくると思われる

農業政策について大きく従来と変わる可能性があるとすれば、どのような点が考えられるのか、

また、町の農家に大きな変革をもたらすと予想される場合の政策の周知と対応はどのように考え

ているのでしょうか。 

 ３点目の最後の質問ですが、認知症患者の推移と対策についてお尋ねします。 

 一つは、今までの経過と今後の患者の予測はどのように推測されているのか。 

 ２番目として、現在の対策と課題はどういう点なのか。 

 ３番目として、私らのような団塊の世代と言われる年代が高齢化してピークを迎えた場合のそ

ういう時点の予測と対応についてどのようにお考えなのか。 

 以上、大きく３点について答弁をお願いして、私の質問を終わります。よろしくお願いします。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 答弁を求めます。町長。 

（町長 工藤祐直君 登壇） 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、工藤久夫議員のご質問にお答えを申し上げたいと思います。 

 まず１点目のシルバー人材センターについてでございますが、「自主・自立・協働・共助」の

理念のもとに、働くことを通じて生きがいの充実や社会参加を希望する高齢者に対して、地域社

会の日常生活に密着した「臨時的・短期的な簡易な業務」を提供するとともに、高齢者の自主的

な団体として運営され、市町村単位に置かれる県知事からの認可を受けた公益社団法人でござい

ます。 

 シルバー人材センターの設立につきましては、一昨年の３月議会でもお答えしておりますが、

シルバー人材センターの運営を引き受けてくれる社会福祉協議会やボランティア団体の意向が

課題に上げられるところでございます。 

 また、町内で「支え合いネットワーク」活動が有償ボランティア団体で実施されております。

現在のところ、利用件数は少ないものになっておりますが、今後、この活動に対する利用状況の

推移を見ていきたいと考えてございます。 

 当町におきましても、核家族化、高齢化により高齢者のみの世帯、独居世帯などふえていると

ころであります。シルバー人材センターの設置により、これらの世帯の依頼に安価で対応でき、
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また、高齢者の収入源になることが期待される効果としてあげられるところですが、ある程度の

需要の規模と供給体制がなければ、設立は難しいものだなと考えております。シルバー人材セン

ターの設立につきましては、支え合いネットワーク等の活動状況を踏まえながら、社会福祉協議

会、ボランティア団体を初め、また、近隣町村とも協議をしながら広域的な運営も考えていく必

要があるものと考えてございます。 

 次に、南部町の主要農産物の近年10年間の推移についてでございますけれども、まず、最近10年

間の推移についてでは、農林水産統計調査を見ますと、10年間の資料がございませんので、平成

12年から平成18年までの７年間の数字が公表されておりますので、これをもとにお答えを申し上

げたいと思います。 

 生産量につきましては、主要品目を見ますと、平成12年産の果樹では、リンゴが１万7,640ト

ン、サクランボが329トン、ウメが1,046トン、野菜では、ネギが1,050トン、キュウリでは861ト

ン、キャベツ425トンで、水稲は4,475トンとなっております。６年後の平成18年産を見ますと、

果樹ではリンゴ２万700トン、サクランボ865トン、ウメ1,290トン、野菜では、ネギ1,221トン、

キュウリ602トン、キャベツ409トンで、水稲が4,290トンとなってございます。平成12年と18年

の生産量を比較してみますと、果樹ではリンゴ17％の増、サクランボが162％の増、ウメが23％

の増で、全品目で増加してございます。野菜ではネギが16％増に対し、キュウリ30％減、キャベ

ツ３％減で、米も４％減少してございます。 

 生産額を見ますと、平成12年では果樹部門35億8,000万円、野菜部門19億円、米が８億5,000万

円で、平成18年では果樹部門44億5,000万円、野菜部門19億6,000万円、米は７億6,000万円で、

生産額を比較してみますと、果樹部門では24％の増、野菜部門でも３％の増に対し、米は11％減

となっております。 

 次に、主要先進国の農業所得に占める直接支払いの割合と自給率の推移についてでございます

が、まず、直接支払いのご質問ですが、主要先進国ではＥＵ、アメリカなど、手法は違いますが、

直接支払い制度による個別所得補償を実施し、農業所得の大きな役割を占めていると言われてお

ります。詳細な資料はございませんが、一般的に報道されている資料によりますと、その上限額

はＥＵでは64％、アメリカでは75％と言われております。 

 次に自給率の推移についてでございますが、農林水産省の資料によりますと、平成10年の主要

先進国の食料自給率は、アメリカ131％、フランス140％、ドイツ96％、イギリス77％で、５年後

の平成15年には、アメリカが128％、フランスが122％、ドイツが84％、イギリスが70％となって

おります。平成10年と15年を比較してみますと、アメリカは2.2％の減少に対し、フランスなど
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各国およそ10％減少している結果であります。以上のことから、先進国においても、食料自給率

は減少傾向にあるものの、日本に比べて高い水準を維持しており、このことは先進国における農

業政策によるところが大きいものと考えております。今後世界の人口増加や新興国の経済成長に

よる食料需要の増加、また異常気象による不作での食料不足などが懸念されることから、輸入食

品に頼る我が国は、国内自給率を高めることが急務であるというふうに考えてございます。自給

率を高めるということは、また安定した農業所得の確保にもつながるものではないかと考えてお

ります。 

 次に、自民党と民主党の農業政策の違いと町農業政策への影響についてのご質問でございます

が、まず、農業政策の違いについてでございますが、両党の政策を見ますと、自民党は基本的に

は既存路線の政策を推進する内容であり、農業所得の増大を公約の柱に掲げ、よくある農家を支

援するものであるというふうに報道されてございます。また、民主党でございますが、ご存じの

ように農畜水産業者等の所得補償制度を柱とした政策で個別所得補償を訴えているというふう

に理解してございます。 

 次に、今後の南部町の農業政策への影響をどのように考えているかというご質問でございます

が、両党とも農業振興策の内容は異なるものの、農業に対する支援策を掲げており、直ちにマイ

ナス要因となるものではないというふうに考えております。ただ、今後の動向を慎重に注視して

いかなければならないなと、このように考えてございます。 

 次に、ＷＴＯ、ＥＰＡ、ＦＴＡの農産物自由化政策と南部町の農家の生き残り策についてでご

ざいますけれども、日本は第二次世界大戦後から1990年代後半に至るまで、貿易の自由化を関税

及び貿易に関する一般協定や世界貿易機関との枠組みの中で進められてきました。しかし、急速

に進む世界のグローバル化で国と国との関係が密接になっており、ＷＴＯの多国間協定を補完す

るものとして２カ国間、数カ国間で取り組みができるＥＰＡいわゆる経済連携協定やＦＴＡ（自

由貿易協定）による貿易政策による政策が推進されてきました。農林水産省においては、平成16年

11月「みどりのアジアＥＰＡ推進戦略」が策定され、この推進戦略に沿って戦略的かつ前向きに

取り組むとともに、「我が国の基幹作目、地域の農林水産業における重要品目など、守るべきも

のを守り、譲れるものは譲る」との考え方で各国と交渉し、アセアン10カ国などが締結をしてご

ざいます。推進戦略のポイントの中に「ニッポン・ブランドの農林水産物・食品の輸出促進」が

ありますが、輸出の促進では、当町においても、農業生産団体で組織している台湾輸出組合が取

り組んでいるところでございます。 

 これまでも農業を活性化するためのさまざまな施策を行い、農業振興を図ってきたところでご



  

－74－ 

ざいますが、今後も農業を支える担い手の育成、生産面での支援による生産の安定化や高品質化

などを図るなど、持続可能な農業の構築を目指し、関係機関と連携して取り組んでまいりたいと

思います。そしてまた、非常に後継者の問題があるわけでございまして、合併してからも新規就

農者を含めながら、町独自で支援策も行っており、毎年10名前後の方々が申請をして、農業に取

り組んでいる方々もおります。そういう１人でも２人でも後継者をふやしていく、そういう独自

の政策も継続しながら、厳しい農業を、また今後どういう農業支援、いわゆる個別補償等々が出

てくるものかしっかりと注視をしながら、我々農業者にとってよりよい農業政策ができてくるこ

とをまた期待をしながら、また私どももそれに向かって取り組みをしてまいりたいと思います。 

 次に、認知症患者の推移と対策等についてでございますが、まず、今までの経緯と今後の患者

の予測についてお答え申し上げます。 

 これまで町では、介護予防一般高齢者施策としまして、集団健診時や高齢者実態把握の訪問時

に、基本チェックリストを活用して、認知症の疑いのある高齢者を早期に発見し、通所による脳

活性化訓練などの認知症予防教室を実施してきております。平成20年度においては81回の教室を

開催し、延べ2,065人の方が参加されております。また、平成20年度から「日本早期認知症学会」

の理事でもあります南部病院金山院長からのご指導もいただきながら、認知症対策事業として地

域ぐるみで予防活動や支援活動が行えるよう、地区組織の育成事業に着手したところでございま

す。 

 今後の認知症状患者の予測でございますが、厚生労働省が示した年齢階層別出現率を利用し

て、南部町における認知症患者とその予備軍を推計しますと、平成20年３月31日で認知症の方が

617人、その予備軍としまして1,230人から1,850人、平成23年の予測では、認知症の方が628人、

その予備軍としまして1,250人から1,880人、平成26年度の予測としては、認知症の方が658人、

その予備軍としまして1,310人から1,970人と、高齢化に伴い増加していくものと推計をしてござ

います。 

 また、平成21年８月15日現在での介護保険認定者でございますが、1,093人に対して、認知症、

あるいは認知があると主治医意見書に記載されている方は927人であり、介護保険認定者の85％

を占めている状況にあります。 

 次に、現在の対策と課題についてのご質問でございますが、町では高齢者人口の増加に伴い、

認知症の方が増加することが予想されることから、平成21年度から23年度における第４期の介護

保険事業計画で、重要施策の一つとして認知症対策を掲げ、認知症の予防、早期発見・早期対応

への取り組みの充実を図ることとしてございます。 
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 認知症予防対策としまして、認知症予防の地区組織の育成支援、認知症予防教室・家族介護教

室の開催、認知症の絡む虐待防止への支援や従事者の研修参加などを実施するとともに、今年度

から認知症を理解し、地域の中で認知症の人や家族を見守り、支援する「認知症サポーター」の

育成講座の開催とそのサポーター養成の講師役となる「認知症キャラバンメイト」の支援に着手

したところであります。 

 課題でございますけれども、今後、高齢者人口は増加することから、認知症の方も必然的に増

加することになるため、認知症発症をおくらせる。また、早期の受診、周囲の理解など、予防対

策を確立していくことが必要であると思っております。 

 認知症の主な症状は記憶障害ですが、その他の妄想や幻覚、徘徊などの症状もあり、介護する

家族にとっても大きな負担となります。認知症がれっきとした病気だと認識している場合が少な

く、周りの家族やケアスタッフが受診させたり、サービスを拒否したり、苦労することもよくあ

ると関係職の方からも聞いてございます。このことから、認知症に対する正しい知識の理解の普

及・啓発、家族やその周辺の意識、医学的な治療が可能な認知症があることから、早期診断の必

要性などが課題となってまいります。 

 次に、団塊の世代が高齢化するピーク時の予測と対応についてでございますけれども、昭和

22年から24年生まれの現在60歳から62歳前後の方々が団塊の世代というふうに言われておりま

す。町の年齢階層別人口においても、最も多い年齢階層になっております。団塊の世代と言われ

る方々が、要介護認定者が多くなり始める75歳到達は13年後から15年後ということになります。

要介護認定者が最も多く、介護サービス量が多くなる年齢層の80歳から90歳前後まではさらに５

年後から15年後と推測されるところでございます。 

 団塊の世代が高齢化するピーク時の対応でございますが、平成21年７月１日現在では、高齢化

率が29.2％という状況にあり、５年後の平成26年度には33.3％程度に上昇するものと推計してい

るところであります。 

 認知症予防対策については、名称が「痴ほう症」から「認知症」に変わり、ここ数年前から予

防対策については論じられてきているところでございます。団塊の世代が高齢者になるピーク時

には、それに伴い認知症の方も増加することは確実であり、対応として「認知症のイメージや正

しい理解、認識」が認知症にならない、あるいは発症をおくらせる早期の受診にもつながること

から、その普及・啓発を図るとともに、発症をおくらせるための各種教室の開催、事例をストッ

クしての傾向、対策の整理、家族を含む周囲のサポート体制、また関係機関の職員の研修を重ね

て、対策を図ってまいりたいと思います。 
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 また、認知症の方ばかりではなく、高齢者全般で対応していくことが重要であり、向こう３軒

両隣の見守りといった地域ぐるみでの支援体制や民生委員・児童委員やほのぼの交流協力員、ま

たは消防団、警察署、消防署などのあらゆる関係機関・団体からご協力をいただきながら、支援

ネットワークの構築を図って、高齢者の支援に努めてまいりたいと、こう考えておりますので、

よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 以上で答弁を終らせていただきますが、また、再質問等において細部の部分につきましては、

それぞれ担当課長の方からまた説明、答弁をさせたいと思います。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 再質問はありませんか。工藤君。 

 

〇14番（工藤久夫君） シルバー人材センターというのは、ないようであった方がいいんだろう

なと私は思っているんです。ただ、非常に今景気が厳しいものですから、雇用する立場と働く立

場では大分認識が違うと思うんですけれども、その辺を踏まえて、例えば農家が忙しいときにい

ろいろ応援してもらうというような場合は想定されているのかどうかとか、あるいは業種とか職

業、職能別にどの程度までそういう公的な機関がやるべきなのか、あるいは大半の使う側は短期

的な雇用を考えて、忙しいときのバックアップという考えをするでしょうし、働く側というのは、

景気が悪いですから、長期安定的な生活費として仕事を考えているというように思うんですよね。

その辺をどううまく調整していくか。あるいは、もうちょっと視野を広げて、仕事にあぶれて、

体は働きたいんだけれども、元気なんだけれども、仕事がないという人のために、従来例えば公

共土木事業みたいな事業があるとすれば、簡単な側溝の掃除だとか、草刈りだとか、そういう部

分を従来の土建業者に発注しているというのが多いと思うんですけれども、そういう仕事を探し

ている方を活用するという視点の発注というのは考えられないのかどうか、その辺を伺いたい。 

 それから、農家の件ですけれども、私が一番聞きたかったのは、戦後ずっと食料難のときから、

今みたいにお米が余って、ちょっと食料を投げたり、賞味期限の問題で捨てたりしているという

むだが結構あるという社会なわけですけれども、その食料不足のときとは今とは大分世の中が変

わっているにもかかわらず、今まで農業の政策とか、農林省の考えというのはあんまり変わって

いなかったように思うんですけれども、例えば、今までも農業委員会そのもののあり方というの

は、同じでいくと思うのか、変わるとすればこういう方向に変わるんじゃないかという予測があ

るかないか。 

 それから、さっき根市議員も質問したわけですけれども、農村整備というんですか、基盤整備
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とか、こういう農業土木事業みたいな仕事を事業に対しての民主党の考え方は大幅に減らして、

その浮いた金を所得補償と言いますか、個別補償に向けるんじゃないかと、そういうのが簡単に

予測されるんですけれども、それは余り気にしなくてもいいものかどうか、その辺ですね。 

 それから、個別の所得補償というのがこれから具体化していくと思うんですけれども、恐らく

民主党の政治家にしても、あるいは永田町とか霞ヶ関の官僚にしても、ヨーロッパとかアメリカ

でこうやっているからという机上の計算で具体策を出してくるように思うんです。ところが、実

際は私らはこの農村地帯にいて見ていれば、一生懸命研究熱心に土づくりだとか、農薬だとか、

そのさまざま研究して真面目に農家を取り組んでいる人もあれば、私みたいにほったらかして運

がいいばなるだろうというような農家をやっている方も中にはいるわけですよね。でもそれが同

じ基準で例えば１反歩やっているから何ぼ何ぼだという補償では支払い方法だとまずいだろう

と思うんですけれども、その辺は薄っすらと農村地帯の南部町の方から中央にこういうふうにし

てくださいという発信をしないといけないと思うんですけれども、その辺は考えておられるのか

どうか。その辺をまず伺いたいと。 

 次に、認知症ことですけれども、私ちょうど１年ぐらい前に、私の母が92歳ですから、多少始

まっていますが、私も始まっているかもわからないですけれども。実は認知症の人と家族の会と

いうが全国で組織されています。現在１万人ぐらい入っています。私も入っています。これは、

青森県はことしに入って初めて青森県の支部ができました。この雑誌なんかを見ていて、感じる

ことは、ことしもだれでしったけね、有名な女優さんが自殺したんですよ。清水由貴子さんか。

要するにこれに書いている雑誌なんか見ていると、やはり大事なことは介護をしている認知症の

家族を持った兄弟とか、子供とかというのは、物すごい時間を束縛されています。悩みをやっぱ

りみんなが共有しながら、こういうふうに対応すればいいという仲間意識を持って、ある程度１

人だけに追い詰めて負担をかけるようなことだけはしないようにしないと、今は認知症の人が認

知症になりかかった人が認知症の人を介護している認認介護というんですけれども、そういう状

況にあると思うんですよ。 

 だから、さっき町長からここの町の取り組みを聞いていて、ああ、いいことをやっているなと

いうのはわかるんですけれども、例えば、こういう雑誌を後で持っているでしょうけれども、置

いていきますから、この町でもこういう会員になって、ちょっとでも悩みとか、苦しみを共有し

て、自分の負担を軽くしたいというような活動をやるときは、町としてもできるだけ協力したら

いいのではないかなと。とにかく、私らが今から一番不安なのは、できれば、元気でお迎えが来

るまで自宅で平穏に暮らしたいという希望をみんな持っていると思うんですけれども、実際はあ
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そこのじいさま行方不明になった。ここのばあさま川さ入って浮かんできたとか、そういう話し

を聞けば、それをやっぱり地域で支えないと大変だと思うんですよね。地域で支えるために、や

っぱり行政は何をするかということを考えるのが政治だろうと思うので、こういう認知症とかこ

ういう病気なんだというのを若い人は案外理解できていない人もいると思うので、認知症の病状

の理解を普及させるということと、一つの家族を１人が何とか面倒を見て、あとは知らないとい

うのじゃなくて、やはり地域が支える、あるいは行政も連携をとる。ここの健康増進課の方々と

いうのは一生懸命やっていると思うんです。民生委員の方とか、一生懸命仕事をしていると思う

んですよ。ただ、全くそういう家族が今まで元気でいながら、急におかしくなった。こういう状

況になったというときに、そういうのはこうすればいいよ、ああすればいいよという、そういう

のをみんな持っていないと、やっぱり追い詰められて、自殺するということもあると思いますの

で、そこをよろしくお願いしたいと思います。 

 答えられる範囲でお昼が来ましたから、答えていただければ、私はこれであと再質問はしませ

んから。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 農林課長。 

 

〇農林課長（岩舘茂好君） お答えいたします。 

 まず、農村整備に関して、民主党の政策が町の事業に影響するかということでございますけれ

ども、まず、来年度から南部町におきまして、中山間地域の整備事業を実施しております。まず

来年から６年間で行う事業でございますけれども、これについて今現在内容を検討しているとこ

ろでございますので、民主党の政策については今後注視してまいりたい。影響があるものかどう

かはそれについては懸念しているところでございます。 

 それから、民主党の農業者所得の個別補償になりますけれども、これは政策といたしましては、

米、麦、大豆等、これらの販売価格が生産量を下回る場合に、農産物を対象に農業者個別補償制

度を導入しますというふうに聞いてございます。内容につきましては、生産に要する費用と販売

価格との差額を基本とする交付金を交付するということでございますけれども、これにつきまし

ては、内容、品質とか、流通とか、さまざま条件がございます。それらにつきましては、まだ具

体的な内容はわかってございませんので、今後町の対応といたしましては、具体的な施策の内容、

それから適用条件など、内容を確認した上で検討して実施してまいりたいというふうに考えてご

ざいます。 
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 以上です。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 健康福祉課長。 

 

〇健康福祉課長（有谷隆君） シルバー人材センターのことについてのご質問です。農家への応

援があるのかということになりますが、当町では農業への支援という部分では要請の件数は出て

きておりません。ただ、青森市には農作業への除草、草刈り、それから農作業についての種まき、

水やりと、農作業の一般業務についたメニューはございます。それから、黒石市の方では、農作

業というものはうたってはおりませんけれども、庭木の剪定とか、そういった分類に入っていく

のかなと思っております。ただ、農村部と市部の要請に関する応援というんですか、それらはや

っぱり職能等が違ってきているという感じであります。ちなみに、当町のボランティア団体の支

え合い南部の方の業務形態は、施設等の行事等への応援というものがほとんどであります。ただ、

要請の件数は相談は27件あったけれども、実際の要請まで行ったのは17件と。まだまだ少ない件

数であるということであります。 

 それから、雇用の長期、短期につきましては、シルバー人材センターは原則短期の雇用という

ことになっております。 

 それから、仕事の公共土木等についてはないのかということですが、青森市では、市の中世の

館等の環境整備業務、これらはメニューに載せて、公共事業としての人材センターへの発注の部

分のメニューがございます。 

 変わりまして、認知症に関する部分でございます。地域で支え合うという部分は一番認知症に

対する啓発に肝要かと思っておりました。今当町ではキャラバンメイトという養成講座を開始し

ております。キャラバンメイトというのは、認知症を支えるサポーター、サポーターを育てる方、

いわゆる講師の養成という形になっております。このキャラバンメイトのメンバーとしまして

は、ケアマネ等を行っている社会福祉施設に勤めている職員の方々にキャラバンメイトになって

いただくと。その方々が講師になりまして、一般の認知症への興味のある介護の可能な若い方々

へサポーターとして協力できるように養成講座を今開いている最中であります。あくまでも認知

症というのは、議員もおっしゃいましたが、病気であるということを広く理解していただくと。

それから、いつ発症しているのかを見きわめることも肝要であるということを重点に置いて、今

後も認知症の予防対策に努めていきたいと思っております。 

 以上です。 
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〇議長（小笠原義弘君） 建設課長。 

 

〇建設課長（西野耕太郎君） 公共土木事業にシルバー人材センターの方々を採用できないかと

いうことでございますけれども、今年度直営事業として南部町民の方々をハローワークを通じ

て、８名の方を短期採用といいますか、臨時職員に採用していまして、町道の草刈り、泥あげ等

を実施しておりますけれども、40代から59歳、60歳を過ぎたシルバーの方はちょっといないんで

すけれども、そういうことで臨時の方々に直営事業として採用しております。 

 以上です。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 以上で工藤久夫君の質問を終わります。 

 一般質問を終結いたします。 

                                           

 

◎散会の宣告 

 

〇議長（小笠原義弘君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 なお、９月２日は議案熟考のため休会とし、９月３日は午前10時から決算特別委員会を開催い

たします。 

 本日はこれにて散会いたします。ご協力まことにありがとうございました。 

（午後０時03分） 
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第24回南部町議会定例会 

 

議事日程（第４号） 

平成21年９月７日（月）午前10時開議 

 

第 １ 報告第14号 平成20年度青森県新産業都市建設事業団の決算報告について 

第 ２ 報告第15号 平成20年度南部町財政の健全化判断比率の報告について 

第 ３ 報告第16号 平成20年度南部町公営企業の資金不足比率の報告について 

第 ４ 議案第71号 平成20年度南部町一般会計歳入歳出決算認定について 

第 ５ 議案第72号 平成20年度南部町学校給食センター特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ６ 議案第73号 平成20年度南部町農林漁業体験実習館事業特別会計歳入歳出決算認定に 

          ついて 

第 ７ 議案第74号 平成20年度南部町ボートピア交付金事業特別会計歳入歳出決算認定につ 

          いて 

第 ８ 議案第75号 平成20年度南部町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ９ 議案第76号 平成20年度南部町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について 

第 10 議案第77号 平成20年度南部町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

第 11 議案第78号 平成20年度南部町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第 12 議案第79号 平成20年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

第 13 議案第80号 平成20年度南部町国民健康保険名川病院事業会計決算認定について 

第 14 議案第81号 平成20年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第 15 議案第82号 平成20年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第 16 議案第83号 平成20年度南部町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第 17 議案第84号 平成20年度南部町営地方卸売市場特別会計歳入歳出決算認定について 

第 18 議案第85号 平成20年度南部町工業団地造成事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第 19 議案第86号 平成20年度南部町介護老人保健施設特別会計歳入歳出決算認定について 

第 20 議案第87号 平成20年度南部町大字上名久井財産区特別会計歳入歳出決算認定につい 

          て 

第 21 議案第88号 平成20年度南部町大字平財産区特別会計歳入歳出決算認定について 
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第 22 議案第89号 平成20年度南部町大字平字下平外14字財産区特別会計歳入歳出決算認定 

          について 

第 23 議案第90号 平成20年度南部町大字下名久井字田端外17字財産区特別会計歳出決算認 

          定について 

第 24 議案第91号 平成20年度南部町大平財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

第 25 議案第92号 南部町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する 

          条例の制定について 

第 26 議案第93号 南部町乳幼児医療費給付条例等の一部を改正する条例の制定について 

第 27 議案第94号 南部町敬老祝金支給条例の一部を改正する条例の制定について 

第 28 議案第95号 南部町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

第 29 議案第96号 平成21年度南部町一般会計補正予算（第３号） 

第 30 議案第97号 平成21年度南部町学校給食センター特別会計補正予算（第１号） 

第 31 議案第98号 平成21年度南部町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

第 32 議案第99号 平成21年度南部町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

第 33 議案第100号 平成21年度南部町介護サービス事業特別会計補正予算（第１号） 

第 34 議案第1 0 1号 平成21年度南部町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

第 35 議案第102号 平成21年度南部町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

第 36 議案第103号 平成21年度南部町介護老人保健施設特別会計補正予算（第１号） 

第 37 議案第104号 南部町過疎地域自立促進計画（後期）の一部変更について 

第 38 議案第105号 定住自立圏形成協定の締結について 

第 39 南部町農業委員会委員の推薦について 

第 40 常任委員会報告 

追加第１ 町長提出議案追加提案理由の説明 

追加第２ 議案第106号 財産の取得について(南部町多目的バス(ながわ里バス)) 

追加第３ 議案第107号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

追加第４ 陳情第３号 協同労働の協同組合法の速やかなる制定を求める意見書の提出を求め 

           る陳情書 

追加第５ 陳情第４号 高齢者の肺炎球菌ワクチン接種の助成に関する陳情 

追加第６ 閉会中の継続審査の件 
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◎開議の宣告 

 

〇議長（小笠原義弘君） ただいまの出席議員数は18人でございます。定足数に達しております

ので、これより第24回南部町議会定例会を再開いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。 

（午前10時02分） 

                                           

 

◎報告第14号の上程、説明、質疑 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第１、報告第14号、平成20年度青森県新産業都市建設事業団の決

算報告についてを議題といたします。 

 本案について説明を求めます。企画調整課長。 

 

〇企画調整課長（奥瀬敬君） それでは報告第14号、平成20年度青森県新産業都市建設事業団の

決算報告についてご説明をいたします。 

 報告理由でありますけれども、青森県新産業都市建設事業団の平成20年度決算状況につきまし

て、同事業団の理事会で承認されましたので、報告するものでございます。 

 次のページをお開き願います。決算書類から抜粋してまとめました、平成20年度特定事業決算

資料によりご説明をいたします。特定事業といいますのは、事業団が構成団体から委託されて土

地を取得造成し、その土地を事業団が処分する事業でございます。 

 次のページをお開き願います。平成20年度特定事業会計決算の概要でございますけれども、（１）

受託事業の概要。これは、事業団が現在管理している造成用地でございまして、表の一行目でご

ざいます。金矢工業用地、桔梗野工業用地、百石住宅用地、八戸北インター工業用地の４用地で

ございます。用地の処分率でございますけれども、表の下から一行目でございます。20年度末で

金矢工業用地が13.7％、桔梗野工業用地が90.2％、百石住宅用地が95.4％、八戸北インター工業

用地が64.2％で、全体で58.2％の処分率となってございます。 
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 （２）の平成20年度用地売却実績でございますけれども、百石住宅用地が１件、八戸北インタ

ー工業用地が２件の合わせて３件で、合計は表の下から一行目でございますけれども、面積が２

万3,394.78平方メートル。契約金額ですけれども４億8,559万2,195円となってございます。 

 

※根市勲君 着席 

 

 次のページをお開き願います。収益的収入及び支出、いわゆる損益計算書でございますけれど

も、金矢工業用地の表の下から三行目でございます。当年度純利益が747万6,167円の黒字でござ

います。桔梗野工業用地でございますけれども、8,480万2,631円の赤字でございます。それから、

百石住宅用地は、１億93万2,201円の黒字でございます。八戸北インター工業用地でございます

けれども、4,142万6,061円の黒字でございます。 

 表の下から一行目ですけれども、翌年度繰越剰余金、金矢工業用地は43億8,542万2,795円の赤

字でございます。桔梗野工業用地は、34億638万7,698円の赤字でございます。それから百石住宅

用地は、16億7,613万2,782円の赤字でございます。八戸北インター工業用地は、13億7,476万1,631円

の黒字となってございます。 

 次のページをお開き願います。②の資本的収入及び支出でございますけれども、現在、用地造

成事業を行っておりませんので、ここはございません。 

 次のページをお開き願います。続いて、平成20年度特定事業以外の事業、決算資料によりご説

明をいたします。特定事業以外の事業といいますのは事業団の管理運営に係る事業、これは一般

管理会計として処理してございます。それと、構成団体から委託されて造成した工業用地が売却

目標を達成した後の残地の環境整備に係る事業。これは、一般事業会計として処理していますが、

これらの二つの事業でございます。 

 次のページをお開き願います。平成20年度一般管理会計決算でございますけれども、表の二行

目でございます。一般管理会計歳入、総額は収入済額が4,539万3,999円で、主なものは事業団設

置の団体、これは青森県と３市５町でございますけれども、その負担金と前年度繰越金それから

新産業都市会館の貸付料でございます。 

 次のページをお開き願います。歳出でございますけれども、上から二行目の欄でございます。

事業団費は支出済額が3,308万9,143円で、これは事業団の運営、それと新産業都市会館の維持管

理経費でございます。下の表でございますけれども、一般管理会計の20年度歳入は4,539万3,999円、

歳出が3,308万9,143円で、差し引き1,230万4,856円が翌年度繰り越しとなります。 



 

 - 87 - 

 次のページをお開き願います。平成20年度一般事業会計決算でございますけれども、これは臨

海工業用地事業、それから市川工業用地事業、それと百石工業用地事業の残地の環境整備に係る

費用でございます。表の二行目でございますけれども、事業収入総額は収入済額が2,332万8,083円

で、主なものは積立金貸付利息でございます。 

 次のページをお開き願います。歳出でございますけれども、二行目でございます。事業支出、

支出済額が2,331万4,726円で、主なものは積立金と環境整備に係る臨時職員の賃金でございます。 

 次のページをお開き願います。下の表でございますけれども、表の上から二行目でございます。

一般事業会計の20年度歳入総額は2,332万8,083円、歳出が2,331万4,726円、差し引き１万3,357円

が翌年度の繰り越しとなります。 

 以上、決算概要についてご説明をしましたが、決算書類につきましては、冊子を別冊として配

布してございます。なお、この決算につきまして監事より審査の結果、公正かつ適正に行われて

いるとの意見書をいただいてございますので、申し添えてご説明といたします。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 報告第14号を終わります。 

                                           

 

◎報告第15号の上程、説明、質疑 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第２、報告第15号、平成20年度南部町財政の健全化判断比率の報

告についてを議題といたします。 

 本案について説明を求めます。財政課長。 

 

〇財政課長（小萩沢孝一君） それでは報告第15号でございます。 

 12ページでございます。平成20年度南部町財政の健全化判断比率の報告について。１枚の資料

をお渡ししてございます。健全化法における健全化判断比率・資金不足比率資料（平成20年度）
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１枚ものでございます。数字がいっぱいついているものでございまして、それと合わせて説明さ

せていただきます。 

 13ページをお開きください。健全化判断比率の報告につきましては、平成19年度決算から毎年

度決算資料を速やかに監査員の審査に付し、その意見をつけてこれらの比率を議会に報告し、公

表することが定められております。今回の報告は、昨年に引き続き二回目でございますので、各

比率の詳細な説明は省略させていただきますが、比率の算定基礎となる数値をもとに昨年度と比

較しながら、説明させていただきたいと思います。 

 まず、最初に実質赤字比率でございますが、資料の一番上の方の表でございますが、実質赤字

比率を初め、この四つの積算につきましては連結赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率とい

うふうに表をつけてございますが、すべてこの比率を出す場合、分母は標準財政規模でございま

す。標準財政規模という数値を一番下の方の欄、括弧でＧというふうに載せてございますが、70億

8,000万円というふうにして算定されてございます。標準財政規模は、その年において一般財源

として運用できるとされる標準的な額を示しておるものでございまして、当該年度において、一

般財源として運用できる収入額と考えていただいてもよろしいかと思います。 

 この収入に対して、普通会計の赤字の比率はどうなのかというのが実質赤字比率であり、特別

会計も含めた場合が連結実質赤字比率であります。また、その年の特別会計、一部事務組合も含

めた公債費の割合を三カ年で平均したものが、実質公債費比率でございます。また同じく、特別

会計、一部事務組合などの地方債の現在高や債務負担などの現段階での将来負担分すべてに対し

ての割合。つまり、その年の一年間の収入に対して、負担割合が何年分に当たるかを示したもの

が将来負担比率でございます。 

 まず、実質赤字比率でございますが、普通会計分の赤字比率ということでございますが、20年

度の一般会計、学校給食センター特別会計、農林漁業体験実習館事業特別会計、ボートピア交付

金事業特別会計の実質収支はすべて黒字でございまして、合計は22億4,061万9,000円となり、標

準財政規模で割ってもプラスとプラスでございますので、黒字ということで割合につきましては

横棒で示されてございます。 

 これらの各会計の実質収支につきましては、各会計の20年度決算書、最後のページの方に掲載

されておりますが、実質収支に関する調書と一致するものでございます。 

 なお、資料の実質赤字比率の表の下の方の欄に赤字制限額とございますが、当町の場合比率が

14.02％、額にして９億9,261万6,000円となった場合は早期健全化団体となり、また、20％を超

えた場合、額にして標準財政規模70億8,000万円の20％分である14億1,600万円を超えた場合は、
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健全化団体となるものでございます。 

 次に、連結実質赤字比率でございますが、公営事業会計及び公営企業会計につきましても、実

質収支額は黒字でございましたので、率は横棒で示されてございます。 

 なお、各特別会計の実質収支に関しましても、決算書の実質収支に関する調書と一致するもの

でございますが、工業団地造成事業特別会計につきましては、今年度から当該年度で保有してい

る土地を売却した場合の額が計上してございます。前年度はゼロでございますが、これは決算書

と同じでございますが今年度につきましては、計上する場合は決算書の実質収支のゼロではなく

て、土地を売却した場合の数字を載せるというふうなことになってございます。 

 また、国民健康保険名川病院事業会計につきましては、流動資産から流動負債を引いた額が実

質収支として掲載されてございます。普通会計分と特別会計分を合わせた合計は、ＡプラスＢと

表に載ってございますが、10億5,157万7,000円となりましてこれもプラスでございますので、標

準財政規模で割った場合でもプラスなり黒字ということで、横棒で表示されているものでござい

ます。 

 早期健全化基準と財政再生基準はそれぞれ19.02％と40.00％になってございます。 

 次に、実質公債費比率でありますが先ほど申し上げましたとおり、三カ年の比率を平均したも

のでございますが、当該年度分の普通会計、特別会計、一部事務組合の公債費負担分の合計を各

年度の標準財政規模で除したものでございます。20年度の場合の算定数値を申し上げますと、分

子の公債費負担割合は合計で23億9,310万2,000円となり、分子は標準財政規模の70億8,000万円

ですが、公債費につきましては交付税に公債費分として充当される額が算入しておりますので、

この額は一番下の額Ｈという額でございますが、20年度分は12億3,386万3,000円でございます。

これを分子と分母から両方を引いて割合を出したものが、20年度分の単年度の比率19.82915％で

ございます。これらを三カ年平均したものが、20年度の実質公債費比率で21％となり、昨年度か

ら0.3％の減となりました。それから実質公債費比率の早期健全化基準と財政再生基準はそれぞ

れ25％と市町村の場合は35％となってございます。 

 次に、将来負担比率でございますが、家庭や個人に例えて申し上げますと負債、つまり借金の

合計が年間所得の何年分に当たるかという指標でございます。20年度末での当町の将来負担額は、

下の方にＤという額で欄についておりますが235億4,556万8,000円となり、これに充当できる基

金の現金分、地方交付税の算入分など156億6,102万7,000円を引いた額、Ｆになりますが78億

8,454万1,000円となります。これを先ほどの実質公債費比率の分母と同じ、標準財政規模の70億

8,000万円から公債費の算入額、一番下の欄のＨの枠ですが12億3,386万3,000円を引いた額、58億
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4,613万7,000円で除した額が134.8％となり、将来負担比率となって積算されるものでございま

す。要は、Ｆ割るＩということで積算が成り立つものでございます。昨年度と比較して28.4％の

減となりました。このように、実質公債費比率、将来負担比率とも昨年度に比べて減少いたして

おりますが、実質公債費比率に関しましては公債費負担適正化計画策定団体であります18％をま

だ超えている状況にあり、地方債現在高を減らすべく繰り上げ償還を推進し、また一般財源で対

応できる事業ができるだけ起債を起こさないよう、借りないようにして計上経費の削減に努め一

般財源を確保し、財政の健全化に努めてまいりたいと考えております。 

 以上で簡単ですが、説明を終わらせていただきます。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。川守田稔君。 

 

〇13番（川守田稔君） 先ほどの説明で分母が標準財政規模、まあ分母側にくるのがそうなのか

もしれませんけれども、標準財政規模から元利償還金であるとか準元利償還金に係る基準財政需

要額算入額という項目があるんですが、そういう数値的な処置を将来負担比率に関しては分母の

処理などされるはずなんですが、これはいったいどういうことなのかをお伺いしたいのと、健全

化比率のケースに関して、近い将来発生するであろう一部事務組合の負担分というのが加算され

るとこれは、どういうふうに変わっていくのか。それから、退職金に係るコストはどのように処

理されているのか説明していただけますか。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 財政課長。 

 

〇財政課長（小萩沢孝一君） まず、最初の分母の方でございますけども、あくまでもその年の

収入に係る分に対して何年分かというのが、将来負担比率でございまして、今ある借金に対して

今年の収入が幾らあるかということでございますので、それにつきましても、今年度見込まれる

算入額のみを標準財政規模から引くと。交付税等に公債費の算入額が含まれてきているわけでご

ざいますので、20年度は、26億8,000万ほど載せてございますがそれに算入額が入ってきている

と。こちらは分母はあくまでも単年度分ということでございます。分子に関しましては、20年度

末に今借金が幾らあるかということでございます。基本的には。ということでございますので、

将来、一部事務組合等がまた借り入れになるとこれはもちろん、ふえていくということでござい
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まして、あくまでも20年度末の今負担をしなければならない額をその年の入ってくる額で割ると

いうことでございます。 

 また、退職手当の見込額につきましては、ここに将来負担額に載せてございますが23億5,700万

というふうに載せてございますが、これは病院と介護サービスの職員を除いた276名の職員が、

20年３月末現在で全員退職したという場合に発生する退職の負担額でございまして、そういうふ

うなことを足して将来負担額の合計を出しなさいというのが、この算式でございます。 

 以上でございます。 

 

〇議長（小笠原義弘君） ほかに質疑ありませんか。川守田君。 

 

〇13番（川守田稔君） 「大した額じゃありませんよ。」と言われれば、そういう意味なんでし

ょうけど、分母が大きくなれば最終的には計数が小さくなります。分母が小さくなれば比率云々

という計数が大きくなるはずなんですよ。ですから、実際的な数字がどんだけでということまで

は今日は申しませんけれども、果たしてこの標準財政規模というのが、将来的にどういうふうに

変化するようにお考えなのか、伺いたいと思ったんですよ。その地方交付税でしたかそういった

のも、ふえたとか減ったとかで毎年一喜一憂するわけじゃないですか。ですから、果たして政権

が変わった後で、「こういう数値が出ましたからとりあえず安心ですよ。」ていうそういう感覚

を持たない方がいいと思うんですよ私らはですね。ですからもっとシビアなものの見方にたって

考えるべきだと私は考えます。まあそういう意味では、ちょっとどんぶり勘定な計算の仕方なの

かなっていう印象でした。 

 以上です。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 財政課長。 

 

〇財政課長（小萩沢孝一君） ご指摘のとおりこの数値等に関しましては決して、甘く考えてい

るわけではございませんで、ご承知のとおり、分母が変わり次第で大きく変わっていくと。いか

に分子の方を歳出を抑えて公債費をふやさないと。または、交付税に関しましては今、去年と今

年の標準財政規模を比べていただきますとわかるように、ふえてはございますがご指摘のとおり、

いつ交付税がどうなるかというのはわからない状況でございます。とりわけ、標準税収入額等に

関しましてはふえる傾向にはならないだろうと。交付税に関しましては19年度から20年度はふえ
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てございますが、これからまたどうなるかわからないということでございますので、町としてで

きることは限りなく起債を制限していくということに尽きるかなというふうに思ってございます。 

 以上でございます。 

 

〇議長（小笠原義弘君） ほかに質疑ありませんか。夏堀文孝君。 

 

〇２番（夏堀文孝君） 14ページ、審査意見書の中で平成19年度の21.3％に対して、平成20年度

は21.0％になったということで、改善の努力が認められるということでありますけれども、３月

26日に更新をされました南部町財政健全化計画の執行状況というものが、インターネットで出て

おりました。その中で、地方債現在高が見込みの目標に届かないこととなりましたとあります。

その理由としては、「防災行政用無線更新事業について老朽化が著しいことから、前倒しをして

平成21年度から事業に着手するものです。」ということで、この事業の防災無線の更新事業の概

要をお知らせいただきたいのと、実際、この地方債現在高と公営企業債現在高が平成20年度マイ

ナス28.4ポイントで、21年度はマイナス27.2ポイントで目標値に達していないということなんで

すけれども、その中でも改善の努力が見られたというちょっと矛盾を感じたんですが、そこのと

この説明をお願いしたいのと、合併特例債ですけれども、防災無線の事業の５億1,000万という

ことで、合併特例債４億8,500万の借り入れを予定しているということで、70％が交付金で算入

されるわけでありますが、実際ちょっと計算してみますと１億7,000万ぐらいが一般会計から将

来的に算入されていかなければならないということで、合併特例債で今やっている事業と、これ

から合併特例債を使ってやろうとしている事業というのがあれば、教えていただきたいなと、そ

う思いますが。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 財政課長。 

 

〇財政課長（小萩沢孝一君） ご指摘のとおり前回の財政健全化計画の執行状況の調書に関しま

しては、ホームページで公表している状況でございます。その中で、「目標に届かない。」とい

う文言で掲載されている部分がございます。これにつきましては、県と協議の結果「目標値がど

うして届かないのか。」ということで、かなり詳しくヒアリングを受けた経緯があるそうでござ

いますが、防災無線という合併に向けての事業として重要なものであるということでございます

ので、これに関しましては国の方に意見書を出しまして、財務事務所の方からやむを得ない事情
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により認められると。計画の達成が困難になることが判明したけれども、防災無線等に関しまし

ては、やむを得ない事情であるだろうということでその部分に関しましては、国、県の方からも

この計画に関しては「認めざるを得ないなあ。」というふうなことでございましたが、公表する

段階ではやはり目標値に達していないのは事実でございますので、そういう文言で掲載されたと

いうことでございます。計画全体に関しましては、前年度の計画の段階では23年度末の段階で、

公債費比率は17.5％というふうに目指してございますので、目標値の方であればクリアしていけ

るので、この計画に関しましては妥当であろうということで認められたものでございますので、

ご理解の方をよろしくお願い申し上げたいと思います。 

 それから、合併特例債を使ってやるということでございますが、これに関しましても、今後防

災無線は、今年は設計額の方を予算計上しておるわけでございますが、当初、設計額につきまし

ては起債を充当する予定でございました。でも、これに関しましても設計額にはもう起債を使わ

ないと。一般財源でやろうということで、今回、補正予算で起債の方の変更を提案させていただ

いております。 

 また、合併特例債の今後の予定といたしましては、南部地区に予定しております公民館という

ふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 夏堀君。 

 

〇２番（夏堀文孝君） 川守田議員の話と同じくなるかと思うんですが、現在、実質公債比率が

改善されているという中で、これから起債を起こして、まだ事業があるということなので、その

起債をなるべく少ないものにして、将来負担比率が上がらないように努めていただきたいと思い

ます。 

 以上です。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 工藤幸子君。 

 

〇10番（工藤幸子君） 今公債費の率を下げたいという話が、いろいろとされていますけども、

それに関連して先般もお話ししましたが、消防費の件の減額に関連して中身をちょっとお聞きし

たいんですけども、分署、分遣所が何カ所あるのか。その辺の費用とか、そういうふうなものが
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わかりましたらお願いしたいなと思うのですが。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 総務課長。 

 

〇総務課長（坂本勝二君） 今のは、八戸広域市町村圏事務組合の消防のことだと思うんですが、

消防署、分署、分遣所、これが事務所になるわけですけども、そこの数、それから費用がどのく

らい、人件費あるいは運営費にどのぐらいかかっているのか、今手元に資料を持ち合わせてござ

いませんので、後ほど聞いてお答えしたいと思います。 

 以上です。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 工藤君。 

 

〇10番（工藤幸子君） 想像ですけども、分遣所はかなり費用が必要かなと思うんですけど、そ

の辺も含めてどうぞよろしくお願いいたします。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 工藤久夫君。 

 

〇14番（工藤久夫君） すいません一言だけ。臨時財政対策債の今後の見通しと、過疎債の見通

しですが、そろそろなくなるんじゃないかなと思うんですけども、それがちょっとこの先どうい

うふうな状況になっていくのか、簡単に説明をお願いします。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 財政課長。 

 

〇財政課長（小萩沢孝一君） 臨時財政対策債でございますが、ご承知のとおり、「交付税の全

額を国の方で交付できないので、臨時対策債で対応しておけ。」ということの内容なわけでござ

いますけども、21年度に関しましては、臨財分はまたふえてきてございまして、政権の話ではな

いんですが、いつまでこういう交付税の措置が続くかというのは、地方財政計画が総務省の方で

もストップしたようでございますので、まだ、私たち町村レベルでは、見通しはどうなのかなと

いうふうなことでございます。 

 過疎債につきましては、これが切れますもんですから、今後ともこれを続けていくように去年
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の段階、今年もかなりの段階で要望してきている状況でございますので、私たちとしては一気に

なくなるのではなくて、暫定措置というんですか、残っていくのではないかというふうな期待を

込めて、今思っているところでございます。 

 以上でございます。 

 

〇議長（小笠原義弘君） ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 報告第15号を終わります。 

                                           

 

◎報告第16号の上程、説明、質疑 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第３、報告第16号、平成20年度南部町公営企業の資金不足比率の

報告についてを議題といたします。 

 本案について説明を求めます。財政課長。 

 

〇財政課長（小萩沢孝一君） 報告第16号でございます、15ページでございます。平成20年度南

部町公営企業の資金不足比率の報告についてでございます。 

 次のページをお開きください。これにつきましても、先ほどの健全化判断比率と同様、昨年度

から議会の方に報告するということが義務づけられているものでございますが、資金不足比率に

関しましては、基本的に赤字になった場合がここに出てくる率でございますので、当町のこれら

の会計につきましては、赤字分がございませんのですべて横棒として記載されてございます。 

 名川病院の事業会計等につきましては、どういうふうな積算になるかと申しますと、先ほども

ご説明申し上げましたが、実質収支というものに対して医業収益等がどのぐらいあるのかという

割合で、不足率が出るものでございまして、実質収支がプラスの場合は、ここは横棒で示される

というものでございます。 

 以上でございます。 
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〇議長（小笠原義弘君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。川守田稔君。 

 

〇13番（川守田稔君） 資金不足がないということなんですが、そうするとこれは一般会計から

繰り出したりしておる事業なんですが、これが赤字っていうことになると、これはどういう状況

で赤字って言うんでしょうか。教えてください。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 財政課長。 

 

〇財政課長（小萩沢孝一君） 基本的に一般会計からも繰り出しできなくなった状態と申します

か、そういうことでございます。 

 

〇議長（小笠原義弘君） ほかに質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） これにて質疑を終結いたします。 

 報告第16号を終わります。 

                                           

 

◎議案71号から議案第91号の委員長報告、討論、採決 

 

〇議長（小笠原義弘君） お諮りいたします。 

 この際、日程第４、議案第71号から日程第24、議案第91号までを会議規則第37条の規定により

一括議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第71号から議案第91号までの平成20年度南部町各会計歳入歳出決算認定について

議案21件を一括議題といたします。 

 本案については、決算特別委員会に審査を付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。
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委員長、坂本正紀君の登壇を求めます。坂本正紀君。 

（決算特別委員会委員長 坂本正紀君 登壇） 

 

〇決算特別委員会委員長（坂本正紀君） 決算特別委員会のご報告をいたします。 

 去る８月28日の本会議におきまして、本委員会に審査を付託されました議案第71号から議案第

91号までの平成20年度南部町各会計歳入歳出決算認定議案21件につきましては、９月３日、４日

に開催の本委員会におきまして慎重に審査をした結果、全議案が原案のとおり認定されましたこ

とをご報告いたします。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 決算特別委員長の報告が終わりました。委員会の審査結果は議案第71号

から議案第91号まで、それぞれ原案のとおり認定であります。 

 質疑は決算特別委員会で行っておりますので省略し、これより討論に入ります。討論はありま

せんか。立花寛子君。 

（12番 立花寛子君 登壇） 

 

〇12番（立花寛子君） 2008年度南部町一般会計歳入歳出決算認定について討論を行います。 

 改善され、評価できる項目はありますが、全体として住民に対するサービス、税金として納め

ているお金が住民サービスとして還元されたと感じる項目、例えば住民税が安くなったとか、国

保税の重税感が軽くなったとか、目に見える還元があれば、国民の役場に向ける目も違ってくる

のではないでしょうか。 

 ８款土木費、２項道路橋りょう費、１目道路橋りょう維持費、17節公有財産購入費、上斗賀・

田ノ沢・斗賀山・加賀線用地買収費2,012万8,823円については、認定できません。議員全員協議

会で説明したとか、臨時議会で可決されたから問題ないと片付けられる問題ではなく、現に住民

監査請求が提出されています。また、臨時議会の採決時、用地買収に対する予算執行に反対した

にもかかわらず、会議録に記録されておらず、抗議したにもかかわらず、取り上げられませんで

した。採決時にあたかも反対者がない内容になっている会議録は、認められるのでしょうか。改

めて抗議し、正確な会議録の提出を求めるものであります。 

 以上の理由を述べ、反対討論といたします。 

 2008年度南部町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について討論を行います。 

 質疑の中で、一般財源を使って国保税引き下げに充てて欲しい旨、発言したわけでありますが、
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その時の答弁は、一般財源を充てることは法律違反であるというような話でした。国保会計に一

般財源が使われていないと受け取るべき発言だったのか、国保税引き下げに一般財源は充てない

という気持ちで発言されたのか、いずれにせよ法律違反であるという内容の発言は、問題ではな

いでしょうか。今までも、何度も一般財源を充てて、国保税引き下げを実施している市町村の例

をあげて、討論してきたことをどのように考えて聞いておられたのか、そのことを思うと残念で

なりません。仮に、法律違反を犯してでも国保加入者の軽減実現のため、努力している自治体を

立派だとは考えず、聞いておられたのでしょう。非常に残念であり、無念であります。国保税を

引き下げて欲しいという要求は、国保税が高すぎるため、払いたくても払いきれない税額になっ

ているためであります。高すぎる国保税の原因は、1984年以来の国保財政への国庫負担の削減で

す。 

 かつて、国保総収入の50％近くが国庫負担で賄われていましたが、今は27.1％にとどまってい

ます。国庫負担の削減分が、国保税を高騰させてきました。また、収納率向上のみに集中し、保

険料の取り立てと、保険証の取り上げを進めてきた行政が問題です。小手先の繕いではなく、抜

本的に国庫負担をふやし、保険料の引き下げを図るべきです。同時に、保険料の減免対象を大幅

に拡げる施策が必要です。資格証明書を交付されている人や、保険証がないという無保険者が生

み出されています。無保険者の解消は、緊急の課題です。また、病院窓口負担の軽減が求められ

ます。この点では、国保法44条に基づく窓口一部負担金の免除や軽減、無料定額診療事業の活用

が大事になっています。 

 以上、国保加入者の負担軽減を要求し、反対討論といたします。 

 2008年度南部町老人保健特別会計歳入歳出決算認定について討論を行います。 

 1982年公費医療制度の抜本改訳の突破口として、老人保健法の制定を強行し、1983年２月から

老人医療費の有料化を実施しました。病院窓口負担を引き上げ、被用者保険のボーナスにも月収

と同様に保険料を付加する報酬制を導入し、政府管掌健康保険の保険料率を見直しました。総報

酬制の下で保険料率を8.2％にするなど、サラリーマンの保険料引き上げで老人の医療費を賄お

うとするなど、労働者にもお年寄りにも許しがたい制度です。老人の医療を守るという名目で、

開始されたことにはなっておりますが、内容はそうなっておりません。老人保健法そのものに反

対していることを表明し、反対討論といたします。 

 2008年度南部町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について討論を行います。 

 介護保険法は保険あって介護なしとの多くの国民の反対を押し切って、2000年４月から始まり

ました。介護保険導入のねらいは、第１に社会保障制度を憲法25条が定めた生存権保障から、相
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互扶助の制度、助け合いに変質させることです。そして、福祉は金で買うものとして、社会保障

を大企業などの儲けの場にしていることです。そのために、国と地方自治体が責任を負って、国

民の生存権を保障するための措置制度の解体と、連動させています。 

 第２に、介護医療制度から切り離し、介護保険料を医療保険に上乗せして徴収したり、年金か

らも保険料を取るなど、介護保険を軸に社会保障を抜本的に改訳する新たな突破口にしているこ

とです。厚生労働省は、介護保険料減免三原則、１、保険料の全額免除。２、資産状況等を把握

せずに収入のみに着目した一律の減免。３、保険料減免分に対する一般財源の繰り入れの禁止に

よって、自治体の保険料減免への締め付けを行ってきました。それを跳ね除けて、減免自治体は

拡がっています。訪問介護や通所介護、リハビリテーションなどの利用料を減額している自治体

も少なくありません。自治体として独自の施策を取ることは、できるわけであります。介護保険

料の軽減や免除、利用料の引き下げなどを行うべきです。 

 以上の理由を述べ、反対討論といたします。 

 2008年度、南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について討論を行います。 

 後期高齢者医療制度は、世帯で加入する国保などと違って、個人で加入する制度です。保険証

も個人単位になり、後期高齢者医療保険証が交付されます。夫が76歳、妻が73歳などのケースの

場合、夫は後期高齢者医療制度に入り、妻だけは国保に残り、それぞれ後期高齢者医療保険料と

国保税を払うことになります。年金額が月１万5,000円以上の人は、介護保険料と合わせて後期

高齢者医療保険料を年金から天引きされます。受ける医療の内容も差別されます。 

 日本共産党は、世界にも例のない年齢差別の医療制度に反対です。誰もが安心して係る医療制

度にするために、１、高すぎる窓口負担を引き下げる。２、公的医療保険の解体を許さず、保健

医療を拡大する。３、医療への国庫補助引き上げで保険料の軽減、医療保険財政の建て直しを図

ることを提案しています。 

 日本の総医療費は、国内総生産比で7.9％(2006年５月当時)サミット参加国７カ国で最下位で

す。高薬価や高額医療機器などにもメスを入れつつ、無駄な公共事業や軍事費を見直し、大企業、

大資産家に大分の責任を求めるなら、公的医療保障を拡充できます。住民の健康と命が守られる

新しい政治への転換を求め、反対討論といたします。 

 以上で、反対討論を終わります。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声あり） 
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〇議長（小笠原義弘君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 これより分別して採決いたします。最初に、議案第71号、平成20年度南部町一般会計歳入歳出

決算認定について採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（起立多数） 

 

〇議長（小笠原義弘君） ご着席願います。起立多数であります。 

 よって、議案第71号は原案のとおり認定されました。 

 次に、議案第72号、平成20年度南部町学校給食センター特別会計歳入歳出決算認定についてか

ら議案第74号、平成20年度南部町ボートピア交付金事業特別会計歳入歳出決算認定についてまで

の３件を一括して採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第72号から議案第74号は原案のとおり認定されました。 

 ここで11時10分まで休憩いたします。 

（午前11時00分） 

                                           

〇議長（小笠原義弘君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前11時14分） 

                                           

 

〇議長（小笠原義弘君） 次に、議案第75号、平成20年度南部町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定についてから議案第77号、平成20年度南部町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

てまでの３件を一括して採決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の方はご起立

願います。 

（起立多数） 

 

〇議長（小笠原義弘君） ご着席願います。起立多数であります。 

 よって、議案第75号から議案第77号は原案のとおり認定されました。 
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 次に、議案第78号、平成20年度南部町介護サービス事業特別会計歳入歳出決算認定についてを

採決いたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第78号は原案のとおり認定されました。 

 次に、議案第79号、平成20年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてを採

決いたします。本案は、原案のとおり決することに賛成の方はご起立願います。 

（起立多数） 

 

〇議長（小笠原義弘君） ご着席願います。起立多数であります。 

 よって、議案第79号は原案のとおり認定されました。 

 次に、議案第80号、平成20年度南部町国民健康保険名川病院事業会計決算認定についてから議

案第91号、平成20年度南部町大平財産区特別会計歳入歳出決算認定についてまでの12件を一括し

て採決いたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第80号から議案第91号は原案のとおり認定されました。 

                                           

 

◎議案第92号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第25、議案第92号、南部町職員の分限に関する手続き及び効果に

関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 本案について説明を求めます。総務課長。 

 

〇総務課長（坂本勝二君） 議案第92号についてご説明いたします。 

 この条例は、職員の降任、免職及び休職に関するもので、行方不明等となった場合の休職の期

間を定めることにより禁錮以上の刑に処せられた場合の失職の特例を定めるため、改正するもの
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であります。 

 次のページをお開き願います。第１条は、地方公務員法の法律の引用に関し、欠格条項及び失

職の特例を加えるものであります。 

 第３条は、職員が水難、火災、その他の災害により生死不明または所在不明となった場合にお

ける職員の休職の期間を３年以内とするものであります。 

 第５条は、職員が禁錮以上の刑に処せられた場合、その罪が職務上の過失によるものであり、

かつ、刑の執行を猶予された者は、情状により特例としてその職を失わないものとすることがで

きると定めるものです。 

 なお、この改正する条例に該当する職員は、現在いないことを申し添えます。 

 附則、施行期日、この条例は、公布の日から施行する。 

 以上であります。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第92号は原案どおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第93号の上程、説明、質疑、討論、採決 
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〇議長（小笠原義弘君） 日程第26、議案第93号、南部町乳幼児医療費給付条例等の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。 

 本案について説明を求めます。健康福祉課長。 

 

〇健康福祉課長（有谷隆君） 議案第93号、南部町乳幼児医療費給付条例等の一部を改正する条

例の制定についてご説明いたします。 

 提案の理由でございますが、平成21年度８月から高額介護合算療養費の支給事務開始されたこ

とから、これに関連する条例の改正を行うものであります。 

 

※川守田稔君 着席 

 工藤久夫君 着席 

 

 次のページをお開きください。南部町乳幼児医療費給付条例等の一部を改正する条例。 

 第１条、南部町乳幼児医療費給付条例の一部を改正する条例。中段になりますが第２条、南部

町ひとり親家庭等医療費給付条例。それから第３条、南部町重度心身障害者医療費助成条例の一

部を改正すると３本立てになっておりますが、これらは、高額医療・高額介護合算療養費制度が

施行されるために、給付対象額等の条文中に「高額療養費」の次に「及び高額介護合算療養費（以

下「高額療養費等」という。）」という条文を加えるものとなっております。 

 なお、この条例は、平成21年８月１日から適用するものであります。 

 以上であります。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。立花君。 

 

〇12番（立花寛子君） まず初めに、どうしてこのような制度が作られるようになったのか。ま

た、どういう方々があって、どういう金額の皆さん方が使えるものなのか。どのぐらいの皆さん

が使える割合のものなのか、具体的な内容をお知らせくださいませ。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 健康福祉課長。 
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〇健康福祉課長（有谷隆君） お答えします。 

 この条例改正のもとになっております高額医療・高額介護合算医療制度につきましては、先般

の広報８月号の14ページに掲載して、町民に周知したものであります。 

 この高額合算で給付を受けた世帯、例えば国保世帯の医療費と、介護の合算で還付を行ってい

ただいた世帯の中に、ただいま３条ございますが、乳幼児医療費及びひとり親、それから重度医

療、これらの対象者で還付を受けた方々は、還付を受けた金額の中から乳幼児医療費の給付金及

びひとり親家庭の医療費の給付金、それから重度心身障害者医療制度の給付金、これらを返還す

るという事務が発生する。そのための改正となっております。 

 対象人数につきましては、今手元にはございませんが、それぞれ乳幼児医療の申請した方々、

それからひとり親の申請した方々、これらが高額医療・高額介護合算申請で返還を受けた世帯と

いうことですので、件数的にはそれほど多くなるとは思っておりません。 

 以上であります。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 立花君。 

 

〇12番（立花寛子君） まず、同じ世帯で医療と介護の両方を受けている人を対象にということ

だそうですが、片方は医療だけ、片方は介護だけということでも受けられるのか。一人の方が医

療と介護を両方受けて、一人でも対象になるのか、広報８月号を読ませていただきましたが、そ

の説明だけでは自分が対象になるのか、ならないのかわからないような内容でしたので、具体的

にもう少し、所得制限などもあるようですけども、自分が対象になるか、ならないかをどこで問

い合わせればいいのか。そして、その制度は広報８月号には掲載されたといいますが、関係する

世帯の方にはがきなどでお知らせされるものなのかどうか、具体的に使えるようにしてほしいと

思っておりますが、その手だてはどのようになっておりますか。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 健康福祉課長。 

 

〇健康福祉課長（有谷隆君） 初めに、この制度の施行に関しましては、８月１日を基準日とし

て、受け付けを開始したという状況にございます。この受け付けを終了しまして、初めての支給

開始になるのが12月を過ぎると想定されておりました。 

 一人でも受けられるのかと質問がございましたが、今現在も国民健康保険の方には高額医療の
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控除の制度がございます。また、介護保険制度にも個人負担の限度額、上限額がございます。国

保と介護それぞれ限度額を負担してきているわけでございますが、それらを12カ月後、合算した

部分を足してある程度の一般世帯であれば56万、本年度は新規になりますので75万を控除した額

が還付されるということでございます。 

 具体的に算出の基準を申し上げますと、国保の医療費の限度額は４万4,400円と、例えばの一

般世帯のことですが、これが12カ月分で53万2,800円と。それから介護の限度額は３万7,200円と

いうことになります。これを12カ月負担しますと、44万6,400円。合計額が97万9,200円と年間、

個人負担した場合の総額です。これから、本年は75万を控除すると。通年であれば56万を控除し

まして、41万9,200円が返還の金額となります。 

 以上であります。 

 

〇議長（小笠原義弘君） ほかに質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第93号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第94号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第27、議案第94号、南部町敬老祝金支給条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題といたします。 
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 本案について説明を求めます。健康福祉課長。 

 

〇健康福祉課長（有谷隆君） 議案第94号、南部町敬老祝金支給条例の一部を改正する条例の制

定についてご説明いたします。 

 提案理由でございますが、敬老祝金の受給資格に関し、他市町村の制度との差異による支給漏

れ及び重複支給を防ぐために、条例改正を行うものであります。 

 次のページをお開きください。23ページです。南部町敬老祝金支給条例の一部を改正する条例。 

 第２条は、受給資格を定めたものであります。（１）に「４月１日現在において、南部町に引

き続き１年以上住所を有し」と。ここの「住所を有し」というのが、旧条例では「居住している

者」という表現になっておりました。これらを「住所を有し、翌年３月31日までに88歳に到達す

る者」というように改正するものであります。 

 第２項になります。第２項は対象者となりうる方が転入した場合。それから、第３項は転出し

た場合、これらに対する改正となっております。ちなみに、２項に「南部町に住所を有してから

１年を経過した日をもって100歳到達者とみなし敬老祝金を支給する。」というように新たに作

られたものであります。２項、３項は新たに付け加えたものであります。 

 この条例の改正は、平成21年度の敬老祝金の支給から適用するということになります。 

 以上です。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。立花君。 

 

〇12番（立花寛子君） 具体的には、どういう事例があって、この条例の手直しをされたものな

のか。ケースをお話ししていただきたいと思いますが。また、これは前から住所と住んでいると

いう１項目だけで当てはまらないとかっていうことで、大変住民の皆さんから「おかしいんじゃ

ないか。」というような声が上がっておったわけですが、それを改善されたということでしょう

か。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 健康福祉課長。 

 

〇健康福祉課長（有谷隆君） お答えします。 
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 事例としましては、昨今、施設入所等の方々が多くなってきております。この施設入所に関し

まして、特別養護老人ホーム等が多いわけですが、住所を移動しないで入所をしている方と、住

所を移動させて入所している方がございます。例えば、八戸市から南部町に転入してきている方

がおって、住所を持ってきているというと八戸市から転入して１年経過した方にも、祝金が支給

されることになります。 

 ただ、南部町からは八戸市に住所を持たずに施設に入所した方、この方が100歳に到達しても、

八戸市では支給しないということが発生しました。それで、過去にはないんですが、本年度１名

の対象者があったので検討を加えて、改正したものでございます。 

 以上です。 

 

〇議長（小笠原義弘君） ほかにありませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第94号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第95号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第28、議案第95号、南部町国民健康保険条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題といたします。 

 本案について説明を求めます。健康福祉課長。 
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〇健康福祉課長（有谷隆君） 議案第95号、南部町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制

定についてご説明いたします。 

 提案理由としまして、健康保険法施行令の一部改正に伴い、平成21年10月１日から平成23年３

月31日までの間の出産に係る出産育児一時金の金額について、従来の金額に４万円を加算する条

例の改正を行うものであります。 

 次のページをお開きください。南部町国民健康保険条例の一部を改正する条例と。５項になり

ますが、被保険者または被保険者であった者が平成21年10月１日から平成23年３月31日までの間

に出産したときに支給する出産育児一時金についての第５条の規定の適用については、同条第１

項中「35万円」とあるものを「39万円」とするものであります。 

 以上で説明を終わります。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第95号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第96号の上程、説明、質疑、討論、採決 
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〇議長（小笠原義弘君） 日程第29、議案第96号、平成21年度南部町一般会計補正予算（第３号）

についてを議題といたします。 

 本案について説明を求めます。財政課長。 

 

〇財政課長（小萩沢孝一君） それでは議案第96号でございます。平成21年度南部町一般会計補

正予算（第３号）でございます。 

 平成21年度南部町一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億5,022万8,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ103億3,985万4,000円とするものでございます。 

 第２条につきましては、地方債の補正でございます。 

 歳出からご説明申し上げますので、39ページをお開きください。３款民生費、１項社会福祉費、

２目の住民生活費でございますが、消費者行政活性化事業のための旅費、需用費などのほか、出

生手当の一般会計の負担分追加などのほか、国民健康保険特別会計への繰出金など合わせて400万

4,000円を追加計上いたしております。 

 次に、４目老人福祉費でございますが、19節負担金補助及び交付金ですが、地域介護・福祉空

間整備等施設整備補助金として3,344万4,000円を計上しておりますが、これは全額国庫補助によ

り、町内７施設のグループホームにスプリンクラーを設置するため、補助するものでございます。 

 次のページをお開きください。２項児童福祉費、１目児童福祉総務費でありますが、子育て応

援特別手当交付事業に係る経費を計上したもので、19節負担金補助及び交付金に子育て応援特別

手当として1,508万4,000円を追加したほか、事務費など合わせて児童福祉総務費に総額1,614万

4,000円を追加したもので、国庫補助金1,583万1,000円が交付され、充当するものでございます。 

 次に、４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費でありますが41ページの需用費、役

務費、委託料などに医療センター建設候補地の図面作成や用地調査などの経費を合わせて193万

4,000円を追加計上いたしました。 

 次に、７目環境衛生費でありますが19節負担金補助及び交付金に、町内ごみステーションの設

置補助として150万円を計上いたしました。 

 次に、２項清掃費でありますが、不法投棄された電化製品、タイヤなどの処理手数料、あかね

団地の排水処理施設の修繕、維持補修等など合わせて250万円を計上いたしました。 

 次のページをお開きください。６款農林水産業費、１項農業費でありますが３目の農業振興費

に、横浜市栄区区民祭りへの参加助成金として86万円。５目果樹振興費に果樹共済への加入助成
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の補助金、おいしい果物産地振興事業補助金など297万3,000円などを追加計上いたしました。 

 次に、７款商工費でありますが、１目商工振興費に貸付金として5,500万円を計上しておりま

すが、誘致企業であります多摩川精機株式会社の工場増設に伴う貸付金で、財団法人地域総合整

備財団ふるさと融資制度を活用し、地域総合整備資金貸付金債を5,500万円発行し、多摩川精機

株式会社に貸し付けるものでございます。 

 次のページをお開きください。44ページでございます。８款土木費でございますが、１目道路

橋りょう費に6,138万7,000円を計上いたしました。内訳といたしまして、道路の維持、修繕及び

用地買収、移転補償費などに2,143万1,000円。橋りょう点検費に120万円のほか、道路除雪経費

として除雪委託費や凍結防止剤などの経費3,815万6,000円を盛り込んでございます。除雪経費に

関しましては当初予算に計上しておりませんので、全額補正対応ということでございます。 

 次に、45ページ。同じく８款土木費、５項住宅費ですが町道改良工事に伴い、町営団地移転に

係る修繕、ごみ収集箱の整備など合わせて385万1,000円を追加計上いたしました。 

 次に、９款消防費、１目常備消防費でありますが、広域消防本部の建設事業の今年度分の負担

分が確定したことに伴い、279万円を追加するものでございます。 

 次に、防災費ですが常備消防の下の段の３防災費でございますが、防災無線の整備に伴う設計

費について起債を予定しておりましたが、全額一般財源として対応することとしたため、財源内

訳を補正するものでございます。 

 次のページをお開きください。46ページでございます。10款教育費、２項小学校費ですが総額

で2,490万6,000円を追加いたしました。内訳といたしまして、校舎、体育館等の修繕費、南部小、

向小のパソコンの配線工事、理科教材備品、デジタル対応テレビなどの備品購入費でございます。 

 次に、３項中学校費及び４項幼稚園費でありますが、中学校費に関しましては小学校費と同じ

く校舎等の修繕費、南部中の配線工事、理科教材備品、デジタル対応テレビの備品購入費でござ

います。また、幼稚園費に関しましてもデジタル対応テレビを整備するものであり、中学校費に

1,474万1,000円。幼稚園費に175万6,000円をそれぞれ追加補正するもので、これらの財源には、

教育費国庫補助金と、経済危機対策臨時交付金を充当するものでございます。 

 次に、５項社会教育費、１目社会教育総務費でありますが、学校支援地域本部事業として国庫

委託金を受けて実施するもので、コーディネーターへの報償費など合わせて254万4,000円を計上

いたしました。 

 次のページをお開きください。48ページでございます。２目公民館費でありますが、剣吉公民

館の改修工事費に74万3,000円。南部地区に建設予定の公民館について、防火設備等の設備が必
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要となり、工事費の変更により1,000万円を追加したものであります。 

 次に、49ページ７項給食センター費でありますが、給食業務請負委託臨時職員分についての不

足分560万円を繰出金として追加するものでございます。 

 次に、歳入でありますが34ページにお戻りください。８款の地方特例交付金と特別交付金です

が、これらは児童手当の地方負担分の増加や住民税等の減収分として交付されるものであります

が、21年度分の交付額が決定したことに伴いそれぞれ追加補正するものでございます。 

 次に、９款地方交付税でありますが、普通交付税につきましても21年度分が確定しておりまし

て、この７月に確定しておりまして、前年比3.27％増の48億3,301万2,000円となっております。

今回の補正におきましては、一般財源充当分として7,989万3,000円を追加いたしました。これに

より予算に対する財源保留分は、３億4,631万9,000円となってございます。 

 次に、13款国庫支出金、２項国庫補助金でありますが、歳出の説明で財源の中でもご説明申し

上げた部分もございますが、１目民生費国庫補助金でありますが、グループホームにスプリンク

ラーを設置する地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金、子育て応援特別手当事業の交付金な

ど合わせて4,927万5,000円。衛生費国庫補助金として女性特有のがん検診推進事業補助金341万

2,000円。理科教材やデジタル対応テレビなどの整備のための教育費国庫補助金が1,726万円。こ

れら学校、幼稚園の備品整備の教育費補助金以外に充当する分として、地域活性化・経済危機対

策臨時交付金を1,726万円を計上いたしました。 

 次に、３項国庫委託金でありますが、３目教育費国庫委託金として、学校支援地域本部事業委

託金201万7,000円を追加するものでございます。 

 次に、14款県支出金、２項県補助金でありますが、１目総務費県補助金として元気なあおもり

づくり支援補助金140万円。２目民生費県補助金として消費者行政活性化事業交付金174万円。７

目労働費県補助金として緊急雇用創出事業補助金250万4,000円など、合わせて県補助金は680万

8,000円を追加するものでございます。 

 次のページをお開きください。36ページ37ページの町債でありますが、南部地区の公民館の事

業費の変更、また、多摩川精機株式会社の資金貸付債などの追加借入など合わせて6,650万円を

追加補正するものでございます。 

 次に、31ページでございます。第２表の地方債補正でございますが、今歳入の補正でもご説明

申し上げましたが、地方債の追加分につきましては多摩川精機さんへの貸付金として、地域総合

整備資金貸付金債として5,500万円。 

 変更分として、臨時財政対策債の発行額が普通交付税とともに確定となりましたので40万円減
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額し、５億6,870万円といたしました。また、畑地帯総合整備事業、防災行政用無線の設計に関

しましては起債残高の縮減を図るため、借入をしないことといたしました。地区公民館事業につ

きましては、南部地区の公民館の事業費の変更に伴い、限度額を8,760万円に引き上げたもので

ございます。 

 以上が、平成21年度南部町一般会計補正予算（第３号）の主な内容でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。工藤久夫君。 

 

〇14番（工藤久夫君） まず、歳入の方から質問に入りたいと思います。 

 35ページですか、34、35ページで13款国庫支出金、がん検診の補助金とありますけども、これ

は具体的にどういう補助金なのか。 

 それから、子育て応援事業交付金の具体的な使い道と期待される効果。 

 それから、35ページの総務費国庫補助金の地域活性化・経済危機対策臨時交付金。これのもう

ちょっと具体的な使い道。 

 そして、14款の民生費県補助金の消費者行政活性化事業交付金の174万の具体的な使い道と効

果。 

 そして最後、37ページに多摩川精機さんにやる5,500万というお金があります。これは貸付だ

っていうことですけれども、多摩川精機さんにとっては例えば、雇用をどういうふうにふやして、

どういう設備投資をするのか。あるいは、この町とすればこの5,500万の貸し付けはどういう条

件で貸して、いつごろ回収になるのか。この期待される効果はどういう点か。その辺をもうちょ

っと詳しく説明いただきたいと思います。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 健康福祉課長。 

 

〇健康福祉課長（有谷隆君） お答えします。 

 初めに、がん検診についてというご質問でございます。がん検診の周知につきましては９月号

の広報に掲載しておりました。これには、女性特有のがん検診の推進事業という事業となってお

ります。項目別には子宮頸がん、それから乳がん検診、乳がん検診にはマンモグラフィを使った
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場合とマンモグラフィと視触診という触って確認する検診というものがございます。これらは子

宮頸がんは1,000円の自己負担、それから触診は300円、それからマンモグラフィと視触診を入れ

た場合は800円、マンモグラフィは500円という料金が今までかかってございました。 

 これらをクーポン券を交付しまして、このクーポン券を持って検診を受けた方は無料になると

いうことです。対象者が全部、このクーポン券の対象になるという制度ではございません。乳が

んの検診の対象者は40歳、45歳、50歳、55歳、60歳となっております。対象者が複雑にはなって

おりますけども、一応こういう形になっております。 

 

※東寿一君 退席 

 

 次に、子育て応援特別手当の対象者と効果ということでございます。平成21年度に定額給付金

と同時に子育て応援特別手当というものが支給されております。対象になる児童は、３歳以上、

就学前児童ということになります。今回の対象者になる部分では、419名の児童数を予算化して

おりました。これらが一人当たり３万6,000円の支給金となりますので、それらを地域で活用し

ていただければ地域活性化、経済活性にもつながるものと期待しております。 

 以上です。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 財政課長。 

 

〇財政課長（小萩沢孝一君） お尋ねの地域活性化・経済危機対策臨時交付金はどのようにとい

うことでございましたが、歳入の欄に国庫補助金の中に、その上に小学校費補助金、中学校費補

助金、幼稚園費補助金というふうに上の段に３つあるんですが、これらはデジタルテレビ及び理

科教材等々を整備する補助金で、これを足すとちょうど地域活性化の交付金1,726万円と同等の

額になりまして、要はこれの補助裏的に一般財源的な感覚として交付金を充当するという考えで

ございます。 

 以上です。 

 

※東寿一君 着席 

 

〇議長（小笠原義弘君） 住民生活課長。 
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〇住民生活課長（中野雅司君） 消費者行政活性化事業交付金についてご説明をいたします。 

 議案書の35ページの歳入、14款２項２目民生費県補助金、１節に174万円補正額を載せてござ

います。これは県の事業を実施するためということで、交付金を計上してございます。この事業

は、消費者の安全安心を確保して、消費者生活相談窓口の強化を図るために実施するものでござ

います。国におきましては、平成20年度第２次補正予算で計上しました地方消費者行政活性化交

付金150億円に、今年度第１次補正予算でさらに110億円ほど上積みして、各都道府県に交付され

ることになっております。県におきましては、県の消費者行政活性化基金、これを造成しまして

21度から23年度までの３年間で基金を取り崩して、この事業を実施する町村に補助金を交付する

ということでございます。 

 事業のメニューにはいろいろございますが、本町では今年度取り組む事業としましては、一つ

は消費生活相談員のレベルアップ事業というのを取り組みます。これにつきましては、消費者行

政相談の窓口業務、これに従事する者のレベルアップのために研修会に参加する費用としまして、

議案書の39ページに計上してございますが、歳出の３款１項２目の民生費、９節旅費に６万円ほ

どを計上してございます。それから同じく、３款１項２目の11節需用費でございます。ここに168万

円を計上してございます。これにつきましては、町が独自に行う消費者行政活性化オリジナル事

業ということで、消費者行政についての広報、それから、周知を強化するということで消費者の

被害を未然に防止または、被害の拡大を防ぐために啓蒙、啓発のポケットティッシュとかパンフ

レットを作成して、配布するという予算でございます。 

 以上でございます。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 商工観光課長。 

 

〇商工観光課長（大久保均君） ふるさと融資の件でありますけど、制度活用に係る効果という

ことでありまして、町では雇用の増を図るために企業誘致に対する支援制度を打ち出しておりま

して、この制度を活用することよって雇用が図られるものと思っております。 

 支払期間でありますが、多摩川精機については５年10カ月ということで契約しております。現

在、多摩川精機は４月２日に稼働しまして、雇用数は53人、そのうち下請け関連企業は43人とい

うことで採用しています。これは財団の方からいろいろ調査がありまして、どこの企業でもいい

というのではなくて、いろいろと調査をしてその中で多摩川精機が該当するということなりまし
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たが、ジャイロセンサーが将来的にアメリカと欧州で義務付けられる次世代自動車の安定化装置

分野を開発、製造しておりますので、その分野と航空機に対しての運用も可能であるということ

で、それが認められまして財団の方からの許可が得られております。 

 以上であります。 

 

〇議長（小笠原義弘君） ほかに質疑ありませんか。工藤幸子君。 

 

〇10番（工藤幸子君） 40ページの民生費ですが学童保育とあります。ここの３万2,000円の補

正額があるんですけど、これは何に使われているのかということになると必須業務の消防点検と

いうことで、学童保育の場所的にいいますとどちらかというと、どっかの使われていない場所を

設定されているというそういう経緯もありますし、さまざまな環境状態を考えるとあまりそれは

仕方ないし。実は電話等々ですけども、電話が入ってきても子供達の方に集中的に気を配らなけ

ればならないというので、電話の受話器のそばまで移動するというと子供達の管理がおろそかに

なるということで、電話の配置換えといいますか、使いやすい状況にしていただきたいというそ

ういう訪問調査の際に言われているわけですけども、それと冬場はちょっと寒くて大変だという

声もありますので、それは一部ですけども学童保育も数十名から始まって、今は何百人という数

になっておりますので、子育ての大きな意味でも、もう少し点検を密にしていい環境整備にして

いただきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 健康福祉課長。 

 

〇健康福祉課長（有谷隆君） お答えします。 

 ご質問の３款２項４目の学童保育の３万2,000円の委託料は、消防設備点検業務の委託費でご

ざいまして、向小学校から移転しました旧向保育所の施設の方の消防点検を今回補正したもので

あります。 

 それから、電話の呼び出し等で不便というのは多分、ゆとりあで実施している部分かなと思っ

ております。こちらは事務室と保育室が若干離れておりますので、不便をきたしている状況でご

ざいます。他の施設の方はほとんどがワンルームで対応しておりますので、それらはあまりない

と考えております。冬期間はどうしても使われなくなった施設等に移転したりしておりますので、
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暖房等を今後整備していきたいと思いますが、若干寒い思いさせる場合もあるかと思います。 

 以上です。 

 

〇議長（小笠原義弘君） ほかに質疑ありませんか。川守田稔君。 

 

〇13番（川守田稔君） 35ページ県支出金、自殺対策緊急強化事業補助金についてお伺いします。

現在、自殺予防という取り組みの概要をご説明いただきたいと思うんですよ。よろしくお願いし

ます。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 健康福祉課長。 

 

〇健康福祉課長（有谷隆君） 今回計上しました50万につきましては、青森県立保健大学の大山

教授とタイアップして自殺予防を県の事業ともタイアップしているという言い方になりますが、

これで進めておりました。現在、自殺予防として具体的に着手してる部分では、旧名川地区の世

帯に関してのアンケート調査をしております。このアンケート調査の中からスクリーニングをし

まして、その方々に干渉していくという形の展開を行っております。今後は、アンケートはアン

ケートですが、具体的にスクリーニングに結び付くアンケートではないのではございますが、南

部地区、福地地区にもこのスクリーニングの前段、啓発という形のアンケート調査等に入ってい

くということで今現在、計画を立てているところです。 

 この50万の歳出にかかわっては、現在のアンケートの内容等についての周知、啓発に関するパ

ンフレット等を作成して三八管内に周知するという形の事業を考えております。と申しますのは、

この財源としましては全部100％の補助金ということになりますので、公益的な資料としても役

立てたいという形であります。 

 以上です。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 川守田稔君。 

 

〇13番（川守田稔君） アンケート調査ということですが、果たしてそのアンケートによってど

れだけの洗い出しができるのかなっていうと、ちょっと疑問に思う点があるんですね。私なりに

考えますと。以前、名川地区は先進地的な取り組みをしているわけなのですが、大変効果を上げ
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ています云々というしばらく前にそういった答弁があったように記憶しているんですが、しから

ば、依然として自殺なさる方が後を絶たないという印象があります。間違っているのかもしれま

せんけれども、私は自殺っていうプロセスに入る前にうつ病っていう躁うつであれ、うつであれ、

躁であれ、そういった期間があるんだと勝手に考えてるんですが、多分、多くの場合そういうプ

ロセスを踏むのは間違ってないと思うんですよ。 

 私の会社にもうつと診断された社員がおりまして、それまではうつという症状が非常に他人事

だったんですね。それ以前にその大学の時の友人がうつだったということがわかって、その直後

だったんですよ社員がそういう状態であると。まったくわからないっていってもそれもいわゆる

うつの一つの症状だったっていうのが、身近にいる人間がそれまでわからなかったんですね。そ

う言われれりゃこういう症状。こういう症状。ああいう症状。私は主治医のところまで説明を受

けに行きました。地域保健医療センターですとかそういったところへも電話して、来ていただき

ました。社員に対する対応ですとかそういったものをアドバイスしていただいたんですけれども、

どうもその世間一般に説明するようなマニュアル対応では、対応しきれないようなところがあり

ます。うつ自体がそういうものである以上、確かにアンケート項目はそういう症状を拾っていく

項目だったと思うんですが、それだけでいいのかなっていうところがあるんですね。例えば、ス

クリーニングに引っかかって個別対応っていうことですが、その個別対応にしても10人そういっ

た対象の方がいるのか、私の経験からすると十人十色なはずなんですよ。その個別に対してどう

いうケアをしていくのかっていうことになると、周りの人間も含めて日常に接する人間、家族の

方も含めて、近所の方も含めたりして、膨大な違いになるはずなんですよ。作業になるはずなん

ですよ。本当に自殺をなくしたいって思うんであれば、きれいごとでは済まされないっていうの

が私の印象です。会社としては社員としての戦力は半分だとか半分以下になるんですよ。だった

ら会社から切り離して解雇してしまえばそれで済むんだろうかというと、そうした場合には、行

く末がもう見えてるような気がします。そういった本当に厄介で非常にうつっていう現象が身近

な現象だっていうのが、私のここ何年かの実感なんですね。例えば、もっと徹底的に洗い出しす

るのであれば、アンケートとかってそういったものにとどまらず、もっと人の足で見て歩く必要

があるんじゃないのかっていうのが、私の印象です。アンケート用紙でもって行うアンケートで

はなくて、対話による聞き出しですとかもっと細に入り微に入り一人一人全部つなぐ性質を持っ

てるんだっていうことを前提に、取り組んでいただきたいなというのが希望なんですね。そうい

ったことが自殺予防につながるのか、つながらないのかわかりません。ですけれども、つなげる

ためのワンステップになるような気がするんですよ。非常に頭の痛い問題を抱えていますんで、
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この場を借りて意見として言わせていただきたいと思います。 

 

〇議長（小笠原義弘君） これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第96号は原案のとおり可決されました。 

 ここで昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

（午後０時09分） 

                                           

〇議長（小笠原義弘君） それでは休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。 

（午後１時06分） 

                                           

 

◎議案第97号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第30、議案第97号、平成21年度南部町学校給食センター特別会計

補正予算（第１号）についてを議題といたします。 

 本案について説明を求めます。学務課長。 

 

〇学務課長（庭田卓夫君） 52ページをお開き願います。議案第97号、平成21年度南部町学校給

食センター特別会計補正予算（第１号）、歳入歳出予算の補正ですが、既定の歳入歳出予算の総

額に歳入歳出それぞれ560万円を追加し、歳入歳出それぞれ２億1,722万7,000円とするものです。 

 55ページをお願いいたします。３歳出、１款１項１目給食管理費ですが560万円の補正をお願

いするものですけれども、７節賃金に122万円、臨時職員ですが一般職の人事異動の時に人事異
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動を行わず、臨時職員で対応したものです。それから運転手の就労日数を長期休業中も就労する

ということで、勤務日数がふえたことによるものであります。13節委託料438万円ですが給食業

務請負費で後半分の業務を委託するものです。 

 

※工藤久夫君 着席 

 川守田稔君 着席 

 

 ２の歳入ですが、２款１項１目一般会計繰入金、これは先ほどの歳出の給食管理費の部分を一

般会計から繰り入れするものです。 

 以上です。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第97号は原案どおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第98号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第31、議案第98号、平成21年度南部町国民健康保険特別会計補正
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予算（第１号）についてを議題といたします。 

 本案について説明を求めます。健康福祉課長。 

 

〇健康福祉課長（有谷隆君） 議案第98号、平成21年度南部町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）についてご説明いたします。 

 第１条から、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,955万1,000円を追加し、歳入歳

出それぞれ30億645万1,000円とするものであります。 

 62ページをお開きください。初めに、歳出の主なものからご説明いたします。歳出の１款２項

１目の賦課徴収費に131万1,000円の補正は、国保税システム補修等となっておりますが内容とし

ましては、口座の振替通知書の名義変更等の納税システムの改修となります。 

 ２款４項１目は出産育児一時金の増額分として、80万を補正しておりました。 

 それから次の63ページになりますが、６款１項１目の介護納付金は財源補正のみとなっており

ます。 

 ８款２項１目の疾病予防費に56万の補正となっておりますが、これの主なものとしましては備

品購入が主なものとなっており、内容としましては、高額介護合算システムのためのハードウエ

ア及びサーバ等の購入費となっております。 

 次に、８款２項２目の国保ヘルスアップ事業という事業ですが、これは今補正予算での新規の

事業となっております。505万8,000円の増額となっております。主なものとしましては、医師、

栄養士等の謝礼、それから臨時職員の賃金等になっております。 

 ９款１項１目の財政調整基金積立金は、前年度の確定による基金積立金でございまして、5,901万

4,000円を積み立てするものであります。 

 次のページをお開きください。11款諸支出金１項１目の一般被保険者保険税還付金。これは死

亡や社会保険等の還付金に充てるものであり、108万2,000円の増額補正となっております。 

 それから同じく６目の高額療養費特別支給金100万の増額補正となっております。これは後期

高齢者の介護保険制度が実施されることにより、いわゆる今までの国保加入時と後期高齢者に移

行する74歳から75歳に到達する時の月の分が、両保険者の方から限度額を負担することになり、

従来の高額療養費の２倍の負担を強いられていた部分があり、後ほど還付はするんですが、今回

の改正により22年度からは半額、それぞれ２分の１ずつの徴収ということになります。ただ、本

年度は間に合わないので、還付という形で還付の部分を特別支給金という名目にしたものであり

ます。 
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 次に、61ページにお戻りください。歳入の主なものをご説明いたします。３款国庫支出金、２

項１目の財政調整交付金に500万の増額補正です。歳出で申し上げました国保のヘルスアップ事

業、新規事業を始めるための補助金であります。 

 それから次に、２目の介護従事者処遇改善臨時特例交付金267万9,000円の増額補正となってお

ります。 

 それから３目は、出産育児一時金にかかわる補助金と。これは、支給総額の６分の３に相当す

る額となっております。 

 ９款２項１目の一般会計繰入金は226万4,000円。出産育児一時金の総支払額の６分の２に相当

する額が26万7,000円と事務費、これは高額療養費のシステム改修となりますが、199万7,000円

を増額するものであります。 

 10款１項２目その他の繰入金としまして、前年度からの繰入金で5,920万8,000円という金額に

なっております。 

 以上で説明を終わります。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第98号は原案どおり可決されました。 

                                           

 



 

 - 122 -

◎議案第99号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第32、議案第99号、平成21年度南部町介護保険特別会計補正予算

（第２号）についてを議題といたします。 

 本案について説明を求めます。健康福祉課長。 

 

〇健康福祉課長（有谷隆君） 議案第99号、平成21年度南部町介護保険特別会計補正予算（第２

号）についてご説明いたします。 

 第１条から、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,807万1,000円を追加し、歳入歳

出それぞれ21億7,480万3,000円とするものであります。 

 70ページをお開きください。初めに歳入からご説明申し上げます。４款支払基金交付金、１項

１目の介護給付費交付金が、2,039万7,000円の減額となっております。これは、制度の改正によ

り、社会保険診療報酬支払基金の負担率31％が30％と変更になったための減額となっております。 

 ８款１項１目繰越金でございます。これは、4,846万8,000円を充当しております。前年度から

の繰越金ということになります。 

 次のページをお開きください。71ページ、歳出の主なものですが、71ページの２款１項につき

ましては財源補正のみということになります。負担率の変更に伴う変更となっております。 

 ３款１項１目の財政安定化基金拠出金でございます。256万2,000円の減額補正となっておりま

す。これは、県の基金の方で本年度は交付金なしという通知に基づく減額になっております。予

算額０円となります。 

 次に、72ページになりますが、中段、５款１項１目介護給付費準備基金積立金103万5,000円を

積立金に回しております。 

 ７款１項２目の償還金としまして、2,909万8,000円を補正計上しております。内容としまして

は、支払基金交付金に211万3,900円、国庫負担金に326万5,808円、県負担金に2,371万8,020円、

これは、翌年度精算になるための返還金となっております。 

 以上で説明を終わります。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 
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〇議長（小笠原義弘君） これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第99号は原案どおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第100号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第33、議案第100号、平成21年度南部町介護サービス事業特別会

計補正予算（第１号）についてを議題といたします。 

 本案について説明を求めます。健康福祉課長。 

 

〇健康福祉課長（有谷隆君） 議案第100号、平成21年度南部町介護サービス事業特別会計補正

予算（第１号）についてご説明をいたします。 

 第１条から、歳入歳出予算の総額にそれぞれ187万7,000円を追加し、歳入歳出それぞれ1,631万

円とするものであります。 

 76ページをごらんください。初めに中段の歳出からご説明いたします。１款１項１目の一般管

理費に187万7,000円を補正計上しております。主なものとしましては、18節の備品購入費176万

3,000円は業務用備品とありますが、訪問車両の購入ということで補正を計上しております。こ

れに伴う歳入としまして、１款１項１目の居宅介護支援サービス計画費で59万の減額。これは、

長期入院死亡等のため計画数が減ったということです。 

 ３款１項１目の繰越金は、246万7,000円の補正額で前年度の繰越金を充当しております。 

 以上で説明を終わります。 
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〇議長（小笠原義弘君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第100号は原案どおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第101号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第34、議案第101号、平成21年度南部町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）を議題といたします。 

 本案について説明を求めます。健康福祉課長。 

 

〇健康福祉課長（有谷隆君） 議案第101号、平成21年度南部町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）についてご説明いたします。 

 第１条から、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,869万7,000円を減額し、歳入歳出予算の

総額それぞれ３億7,359万6,000円とするものであります。 

 82ページをお開きください。初めに歳出のご説明をいたします。２款１項１目の後期高齢者医

療広域連合納付金を1,916万7,000円を減額しております。この減額の理由でございますが、所得

割確定に伴う賦課の決定、軽減の確定に伴う減額となっております。 
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 軽減と申しますのは、初め8.5割軽減というものが９割軽減等になっているものが、主なもの

となっております。 

 次に、１ページ戻って81ページの歳入の説明になります。１款１項１目の特別徴収保険料が

1,137万8,000円の減額。 

 普通徴収保険料は、778万9,000円。合わせて1,916万7,000円の減額となっております。 

 ３款１項１目の一般会計繰入金は、313万5,000円の減額となっており、前年度の繰越金の見込

額による減額となっております。 

 ４款１項１目は繰越金で、360万5,000円の増額補正となっております。 

 以上で説明を終わります。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第101号は原案どおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第102号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第35、議案第102号、平成21年度南部町農業集落排水事業特別会

計補正予算（第１号）を議題といたします。 
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 本案について説明を求めます。環境衛生課長。 

 

〇環境衛生課長（小野寺直和君） 83ページでございます。議案第102号、平成21年度南部町農

業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）についてご説明いたします。 

 予算の総額の増減はございません。 

 86ページをお願いいたします。歳入でございますが、３款１項１目の一般会計繰入金を86万

7,000円を減額してございます。 

 次に、４款１項１目繰越金、これは前年度繰越金でございまして86万7,000円でございます。 

 次に、歳出でございます。１款１項１目一般管理費でございますが、共済組合負担金として14万

6,000円。２目の施設管理費、補正額は減額の14万6,000円でございますが、11節の修繕料に118万

6,000円でございます。これは、マンホールポンプの交換でございます。13節委託料でございま

すが、施設管理業務の入札減により133万2,000円の減額をしてございます。 

 以上、簡単ですが説明を終わります。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） 討論なしと認めます。これにて、討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第102号は原案どおり可決されました。 
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◎議案第103号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第36、議案第103号、平成21年度南部町介護老人保健施設特別会

計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 本案について説明を求めます。老健なんぶ事務長。 

 

〇老健なんぶ事務長（神山不二彦君） 88ページになります。議案第103号、平成21年度南部町

介護老人保健施設特別会計補正予算（第１号）についてご説明を申し上げます。 

 第１条です。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ501万3,000円を追加し、歳入歳出

予算それぞれ４億135万6,000円とするものでございます。 

 91ページをお願いいたします。歳出からご説明いたします。１款１項１目一般管理費、区分の

４節をごらんください。共済費でございます。251万5,000円の補正でございます。これは共済組

合負担金でございまして、負担率の改正によるものでございます。11節需用費の修繕料153万7,000円

でございます。これは、施設の床暖房とかエレベーターの修繕料でございます。18節備品購入費

96万1,000円でございます。これは業務用備品でございまして、卓上の吸引機とか診察用のワゴ

ン等、業務用備品の買い替えに充当するものでございます。総額501万3,000円を補正して、３億

3,894万7,000円とするものでございます。 

 歳入としまして、４款１項１目でございますけども、これは繰越金と補正額の差額を減額補正

するものでございます。33万減額補正です。 

 ５款１項１目繰越金でございますけれども、20年度の決算が確定したことによって534万3,000円

を繰越金として補正するものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 
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〇議長（小笠原義弘君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第103号は原案どおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第104号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第37、議案第104号、南部町過疎地域自立促進計画（後期）の一

部変更についてを議題といたします。 

 本案について説明を求めます。企画調整課長。 

 

〇企画調整課長（奥瀬敬君） 議案第104号、南部町過疎地域自立促進計画（後期）の一部変更

についてご説明をいたします。 

 提案理由でありますけれども、南部町過疎地域自立促進計画（後期）の生活環境の整備におけ

る上水道対策として、簡易水道施設整備事業を追加するため、過疎地域自立促進特別措置法第６

条第６項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 次のページをお開き願います。南部町過疎地域自立促進計画（後期）の一部変更でございます

けれども、１行飛びまして「４．の（２）のア」とございますけれども、この４は過疎計画の後

期計画の生活環境の整備という項目でございます。それで（２）はその対策、アは上水道の項目

でございますが、そこに③として「簡易水道施設の上水道施設への再編整備統合を推進する。」

を加えるものでございます。 

 その下の４の（３）の表中でございますけれども、この（３）は事業計画の項目でございます。

下の表でございますけれども、その一番下ですけれども、「（簡易水道）二又地区簡易水道施設

整備事業 南部町」を加えるものでございます。 

 それで、この二又地区簡易水道施設整備事業でありますけれども、将来的な施設の維持管理費

を検討した結果、また、安全で安定した水の供給のため隣接する八戸圏域水道企業団と接続をし、
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水道企業団の上水道へ統合することが最善策であるということから、町で上水道用の送水管を敷

設して水道企業団に移管するための事業でございます。 

 後期の過疎計画の変更でございますけれども、二又地区簡易水道施設整備事業は平成21年度か

ら３年間、事業費が大体１億5,000万、財源は国庫補助金、それから簡易水道事業債がございま

すけれども、過疎地域の場合は簡易水道事業債の２分の１以内で、過疎債を充当できると。過疎

債は交付税算入70％ございますので、その過疎債の適用することが今の計画では簡易水道が載っ

ていないのでできないことから、簡易水道を追加するためにこの計画を変更するものでございま

す。この変更につきましては、市町村の過疎計画を統括する青森県市町村振興課と協議済でござ

います。 

 以上でございます。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第104号は原案どおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第105号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第38、議案第105号、定住自立圏形成協定の締結についてを議題
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といたします。 

 本案について説明を求めます。企画調整課長。 

 

※東寿一君 退席 

 

〇企画調整課長（奥瀬敬君） 議案第105号、定住自立圏形成協定の締結についてをご説明をい

たします。 

 提案理由でありますけれども、南部町議会の議決すべき事件を定める条例第２条の規定、この

規定には協定の締結、それから変更、廃止を求める通告については、議会の議決が必要であると

いうふうに定められてございますので、八戸市との間において定住自立圏形成協定を締結するた

め、議会の議決を求めるものでございます。 

 次のページをお開き願います。定住自立圏の形成に関する協定書。八戸市（以下「甲」という。）

と南部町（以下「乙」という。）は、定住自立圏の形成に関し、次のとおり協定を締結する。 

 第１条は、目的でございます。 

 第２条は、基本方針を規定してございます。 

 第３条で、連携する取り組みのいわゆる協定の締結でございますけれども、それを分野ごとに

内容並びに甲及び乙の役割分担を規定してございます。協定を締結する項目としましては、（１）

の生活機能の強化に係る政策分野のア、医療では（ア）の救急医療体制の充実、それと次のペー

ジの上段です。（イ）周産期医療体制の充実。それから次は中段のイ、福祉ではその下の子育て

支援の充実。下段のウ、産業振興では次のページの上段でございます。農業振興に係る情報提供

体制の構築。それから、中ほどの少し下でございますけれども、エ、教育では社会教育の推進。

次のページの上段です。（２）結びつきやネットワークの強化に係る政策分野のア、地域公共交

通では仮称でございますけれども、圏域公共交通計画の策定及び推進。中段のイ、デジタルディ

バイドの解消に向けたＩＣＴインフラの整備では、ＩＣＴインフラの利活用。次のページの上段

です。ウ、地域内外の住民との交流・移住推進促進では（ア）甲の八戸市でございますけれども、

東京事務所を活用した地域情報の発信。それと中段の（イ）グリーン・ツーリズムの推進。次の

ページの上段でございます。（ウ）空き家バンクを活用した移住促進。それから中段のエ、安全

・安心なまちづくりでは、その下の安全・安心情報システムの構築と。それから一番下の行の（３）

圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野では、次のページの上段ですけれどもア、圏域内市

町村職員の育成。それと中段のイ、ＮＰＯ等の活動促進で、協定を締結して実施していく項目は、
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以上の13事務でございます。 

 一番下の行でございますけれども、第４条は、事務執行に当たっての連携、協力及び費用負担

の方法を規定してございます。 

 

※東寿一君 着席 

 

 次のページの中段、第５条と第６条は、協定の変更、廃止には議会の議決を必要とするという

ことを規定してございます。それで、協定締結につきましては、できることから取り組みを始め

まして、今後も協議を継続し変更、追加をしながら充実させていくことをしてございます。 

 それで今回の協定締結項目は、これまでの８市町村の担当者で協議を踏まえまして、現時点で

連携が可能な内容について協定を締結し、実施していくものでございます。このため、協定項目

につきましては、毎年度見直しをして修正、追加を行い、必要に応じて協定を変更していくとい

うことにしてございます。 

 協定締結の議案につきましては、８市町村がそれぞれ９月の議会に提案してございます。 

 以上でございます。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第105号は原案どおり可決されました。 



 

 - 132 -

                                           

 

◎南部町農業委員会委員の推薦について 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第39、南部町農業委員会委員の推薦についてを議題といたします。 

 本案につきましては、農業委員会委員は３人とし、議会からは６番河門前正彦君を指名したい

と思います。 

 よって、地方自治法第117条の規定により、６番河門前正彦君は除斥の対象となりますので退

席を求めます。 

（６番河門前正彦君 退場） 

 

〇議長（小笠原義弘君） お諮りいたします。 

 農業員会等に関する法律第12条第１項第２号の規定により、議会推薦の農業委員会委員は３人

とし、南部町大字玉掛字上村中25－１、中野らん子氏、南部町大字下名久井字山道８、河門前正

彦君、南部町大字埖渡字窪頭15、佐々木照雄君を推薦したいと思います。これにご異議ございま

せんか。立花君。 

 

〇12番（立花寛子君） ちょっとお聞きしたいのですが、この議会推薦に対して議員が一堂に会

するとか、地区ごとに集まって話し合うとか、もう少し透明性を高めるような議会推薦という形

は考えられなかったのか。議長さんが率先して議員に話し合いの場を与えなかったのは、どうし

てでしょうか。これからもある話ですので、議長におかれましては、率先して指導力を発揮して

いただき、議会推薦がある場合の項目に対しては積極的に話し合っていただきたいと思いますが、

いかがですか。 

 

〇議長（小笠原義弘君） あのですね、議会推薦はですね旧南部、旧名川、旧福地の３地区でそ 

れぞれ推薦してくるものですから、その地区にお願いして今日の結果になったわけでございます

ので、事前に全員に諮るのはこのような形で諮っていきたいと思いますので、今後もよろしくお

願いしたいと思います。 

 

〇12番（立花寛子君） 納得できません。 
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〇議長（小笠原義弘君） 川守田稔君。 

 

〇13番（川守田稔君） 議長の建前はわかるのですが、それならば、もっとルールに乗っ取った

推薦の仕方というのを定めるべきだと思うんですね。ともすると、肩を持つわけじゃないですが、

隣りに座っていると情がうつるもんですからちょっと言わせてもらいますが、立花議員は、いっ

つもこういうのに関しては蚊帳の外になるわけですよね。こういうふうに提案されると何が起こ

っているのかわからない、よもやと展開されると。今回この農業委員会にとっては自ら定数も削

減し、女性の農業委員も積極的にふやしていこうという、そういった新しいスタートの意味を持

った農業委員会に対して、今回のような決め方というのは、甚だ議会としてみそつけてしまった

と私は印象を持っているんですよ。ですから、今回どうこうというわけではないのですが、これ

に限らず、議会推薦でとかそういった何かしらのルールを設けるように、議長として努力してい

ただきたいと思います。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 今後は、３年後になると思いますけれども議会の皆様に相談して、各

地区から推薦ということをしたいと思いますので、ご了承願いたいと思います。これにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議会推薦の農業委員会委員には、中野らん子氏、河門前正彦君、佐々木照雄君を推薦

することに決しました。 

 ここで、６番河門前正彦君の着席を求めます。 

（６番河門前正彦君 入場） 

                                           

 

◎常任委員会報告 

 

〇議長（小笠原義弘君） 日程第40、常任委員会報告を議題といたします。 

 本件はお手元に配付しております報告書のとおり、各常任委員長から報告がありましたので、
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説明を省略し、質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声あり） 

 

〇議長（小笠原義弘君） 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結し、常任委員会の報告を終

わります。 

                                           

 

◎日程の追加 

 

○議長(小笠原義弘君) お諮りいたします。 

 本日、町長から議案第106号、財産の取得について（南部町多目的バス（ながわ里バス））及

び議案第107号、人権擁護委員の候補者の推薦について、議案２件が追加提案されました。また、

継続審査となっておりました陳情第３号及び第４号の２件が追加提案されました。この際、会議

規則第22条の規定により、これを日程に追加し、直ちに議題にいたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

 

○議長(小笠原義弘君) ご異議なしと認めます。 

 よって、町長提出議案２件及び継続審査となっておりました陳情第３号及び第４号の２件を、

日程に追加し議題とすることに決しました。 

 ここで、会議資料配布のため、暫時休憩いたします。 

（午後1時44分） 

                                           

○議長(小笠原義弘君) 休憩前に引き続き本会議を再開いたします。 

 追加日程はお手元に配布のとおりであります。 

（午後1時46分） 

                                           

 

◎追加提出議案提案理由説明 
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〇議長(小笠原義弘君) 追加日程第１、町長提出議案追加提案理由の説明を求めます。町長の登

壇を求めます。町長。 

(町長 工藤祐直君 登壇) 

 

〇町長（工藤祐直君） それでは、本日追加提案いたしました議案２件につきましてご説明を申

し上げます。まず、議案第106号財産の取得についてでありますが、ながわ里バス車両の老朽化

に伴い車両１台を更新するため売買契約を締結いたしたく議会の議決を求めるものであります。 

 次に、議案第107号人権擁護委員の候補者の推薦についてでありますが、人権擁護委員の任期

満了に伴い、７名の方々を推薦したいので議会の同意を求めるものであります。候補者として推

薦する方々は住所、南部町大字剣吉字上町10番地、氏名、赤石ケイ氏、昭和９年11月28日生まれ、

再任のお願いでございます。住所、南部町大字上名久井字上町３番地２、氏名、四戸清榮氏、昭

和18年５月29日生まれ、再任のお願いでございます。同じく住所、南部町大字虎渡字虎渡23番地

１、氏名、佐々木孝子氏、昭和26年５月30日生まれ。新任のお願いでございます。住所、南部町

大字沖田面字南本村63番地、氏名、石井みほ子氏、昭和31年２月11日生まれ。再任のお願いでご

ざいます。住所、南部町大字沖田面字門前19番地、氏名、佐々木敬祐氏、昭和17年２月２日生ま

れ、新任のお願いでございます。住所、南部町大字相内字上ノ平18番地２、氏名、佐々木秀雄氏、

昭和22年５月19日生まれ、新任のお願いでございます。住所、南部町大字杉沢字あけぼの13番地

83、氏名、玉川洋子氏、昭和17年10月20日生まれ、再任のお願いでございます。以上の方々を適

任者と認め、推薦いたしたくご同意を賜りますようお願いを申し上げ提案理由の説明といたしま

す。よろしくお願いいたします。 

 

〇議長(小笠原義弘君) 町長提出議案追加提案理由の説明が終わりました。 

                                           

 

◎議案第106号の上程、説明、質疑、討論、採決 

 

〇議長(小笠原義弘君) 追加日程第２ 議案第106号、財産の取得について（南部町多目的バス

（ながわ里バス））を議題といたします。 

 本案について説明を求めます。財政課長。 

 



 

 - 136 -

〇財政課長(小萩沢孝一君) 議案第106号でございます。財産の取得について（南部町多目的バ

ス（ながわ里バス））車両の購入計画を締結するため議決を求めるものでございます。 

 ２ページをお開きください。物品の表示でございますが、南部町多目的バス（ながわ里バス）

車両でございます。納入場所、南部町役場。売買代金1,764万円。３、契約の相手方、八戸市売

市２丁目４の２、青森いすゞ自動車株式会社八戸支店、支店長田村昭則。今回このバスに関しま

しては、８月25日に入札を行いまして４社で入札してございます。契約の相手方の青森いすゞに

関しましては、1,680万円ということでございました。掛ける消費税ということで1,764万円。予

定価格に対する落札率は99.4％というふうになってございます。納期につきましては、来年の１

月20日までということでございます。車両は中型バスで運転手を含めて60人乗りというふうにな

ってございます。 

 以上でございます。 

 

〇議長(小笠原義弘君) 説明が終わりました。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。立花君。 

 

〇12番(立花寛子君) まず初めに先ほど発言の指名をされませんでしたので、議案２件の提出に

ついて、これは町長提出議案ということなので行政側の改善を求めるべきものなのか。はたまた

議会の議案は議会運営委員会の長に訴えるべきなのか定かではないのですが、一番最初の会期中

には議案の追加はあると説明されておりますが、議案の追加方法について、今もらってすぐに審

議しなければならないほど緊急を要するものなのか。はたまたもう少し日程を考えて一般質問が

終わった時に追加日程として提出していただくなり、事前に議案の内容を調べられる時間的余裕

をもって提出していただきたいということをまず訴えておきたいと思います。 

 次に入札状況を今お聞きしましたのですが、入札業者名や入札額そしてその入札業者を４社、

どのような基準から選ばれたものなのか。そして表にもありますが、４社のうち失格が３社出て

必然的に１社で落札になった、こういう形は入札の体をなしていないと思いますが、どのように

考えておられるでしょうか。まず１点お聞きいたします。 

 

〇議長(小笠原義弘君) 財政課長。 

 

〇財政課長(小萩沢孝一君) 今回の予定価格が1,689万7,000円ということで必然的に１社が落札
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したのではなくて、予定価格より、1,680万円でございますので、低かったということでござい

ます。ちなみに他の３社に関しましては、ご指摘のとおり予定価格より高い入札であったという

ことで失格ということでございます。これがもし３社とも、入札業者以外の３社が事前に辞退と

いうことになりますと、これは入札は成立しませんけれども、札を入れたということになります

と入札は成立すると。結果的に予定価格より上回ったもので失格ということでございますので、

入札は成立するということでございます。 

 以上です。 

 

〇議長(小笠原義弘君) 立花君。 

 

〇12番(立花寛子君) この予定価格について公表されているということなのですが、その1,689万

これは消費税を含んで7,000円、失礼除いた額なのですが、1,689万7,000円、これが市場価格に

は低すぎたりということはないのですか。あまりにもこの３社の金額が1,890万円とかというよ

うな値段もあるわけですが、安全上この値段でもいいということでその予定価格を計算されたも

のか。その計算された根拠というものもなかなかこういうところでは答弁がないわけですが、ど

のように考えてこの金額になったものなのか。また入開札一覧表を読んで、数字を記しておきた

いと思いますので読み上げて説明してください。 

 

〇議長(小笠原義弘君) 財政課長。 

 

〇財政課長(小萩沢孝一君) 入開札一覧表でございますが、日産ディーゼル八戸支店さんが

1,890万円、三菱ふそう八戸営業所さんが1,845万円、落札したいすゞ自動車八戸支店さんが1,680万

円、青森日野自動車八戸営業所さんが1,800万円でございます。これらの予定価格1,689万7,000円

につきましては、今回のバスに関しましては車両価格プラス装備品、路線バスにつきましてはか

なりの装備品が、料金表とかいろいろつきますものですから、それらのオプションの価格に関し

て、多分、各社において変動がかなりあったのではないかなというふうに思ってございますが、

その詳しい予定価格の内容につきましては担当課の方からご説明願いたいと思っています。 

 以上でございます。 

 

〇議長(小笠原義弘君) 総務課長。 
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〇総務課長(坂本勝二君) それでは、私の方から申し上げます。 

 予定価格の積算でありますけれども、本体は1,350万円でございました。それから装備品であ

りますが339万7,000円、合わせて1,689万7,000円でありますが、特に装備品につきましての設計

でありますが、いろいろ勉強したわけでありますけれどもかなり幅がございました。高い方から

低い方までの幅があったわけでありますが、私の方ではできるだけ安く買いたいということで低

い方を拾っていったわけですけれども、その結果がこういう形になりましたので、企業さんの方

でも数値的に下がってくるのかなという期待がございましたけれども、入札の結果がこのように

なりましたので、経過をご説明いたしました。 

 以上であります。 

 

〇議長(小笠原義弘君) 立花君。 

 

〇12番(立花寛子君) 最後の質問ということになりますが、この予定価格というものは各社に知

らされているのですか。どのような形で知らされているのか。その予定価格が知らされている中

で、なおかつ予定価格以上に価格を出したということに対して、私はちょっと疑問を持っている

のなのですが。ことしの５月20日の臨時議会の会議録には、入札に関して５社以上が望ましいと

いう、基本的には２社以上であれば入札できるということになっていると説明されていますが、

幾ら形の上では４社ということで入札したということですけれども、結果的に失格が出るように

やったのかどうか、その点は私は全く理解できないのですが。入札しているという形と言えるの

でしょうか。この点お伺いします。 

 

〇議長(小笠原義弘君) 財政課長。 

 

〇財政課長(小萩沢孝一君) ご指摘のとおり入札に関しましては、基本的には５社以上というの

が望ましいわけでございますが、バス会社に関しましては、日本に関しましては今この４社が製

造販売しているメーカーでございますので、これ以外にとなれば、販売はするだろうけれどもど

こまで責任を持って車両を売ってくれるのかということになりますものですから、この４社が今

日本では、路線バスあるいは観光バスを新車で売るメーカーでございますので、この４社で入札

というのは適正だと思ってございます。また予定価格につきましては、指名通知をした際にもう
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予定価格は通知してございます。 

 以上でございます。 

 

※川守田稔君 退席 

 

〇議長(小笠原義弘君) これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。立花寛子君。 

（12番 立花寛子君 登壇） 

 

〇12番（立花寛子君） 議案第106号、財産の取得について（南部町多目的バス（ながわ里バス））

についての討論を行います。内容的には、里バスということで大変うれしいことではありますし、

ながわ里バスは交通弱者にとっては大変喜ばれている事業であります。しかしながら入札状況に

ついて、入札業者４社中失格が３社出る内容で入札したと言えるのでしょうか。納得できるもの

ではありません。これは内容としましては、入札のやり方をより活発に透明性を高めるためとし

ての反対ということで、反対討論といたします。反対討論を終わります。 

 

〇議長（小笠原義弘君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。討論ありませんか。 

(｢討論なし｣の声あり) 

 

〇議長(小笠原義弘君) 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は原案のとおり決することに、賛成の方はご起立願います。 

(起立多数) 

 

〇議長(小笠原義弘君) ご着席願います。起立多数であります。 

 よって、議案第106号は原案のとおり可決されました。 

                                           

 

◎議案第107号の上程、質疑、討論、採決 

 

〇議長(小笠原義弘君) 追加日程第３、議案第107号、人権擁護委員の候補者の推薦についてを
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議題といたします。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。 

(｢質疑なし｣の声あり) 

 

〇議長(小笠原義弘君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

(｢討論なし｣の声あり) 

 

〇議長(小笠原義弘君) 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

 

〇議長(小笠原義弘君) ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第107号は原案のとおり可決されました。 

 

※川守田稔君 着席 

                                           

 

◎陳情第３号、４号の委員長報告 

 

〇議長(小笠原義弘君) 追加日程第４、陳情第３号及び追加日程第５、陳情第４号は、所管の常

任委員会に審査を付託しておりますので、ここで委員会の報告を求めます。 

 最初に産業建設常任委員長の登壇を求めます。河門前正彦君。 

（産業建設常任委員長 河門前正彦君 登壇） 

 

〇産業建設常任委員長(河門前正彦君) 産業建設常任委員会の審査結果を報告いたします。 

 去る６月５日の本会議におきまして、本委員会に付託され継続審査となっておりました陳情第

３号、協同労働の共同組合法の速やかなる制定を求める意見書の提出を求める陳情書について、

８月31日本委員会を開催し、慎重に審査いたしました。 

 審査の結果は、お手元に配布しております陳情審査報告書のとおり問題の重要性に鑑み、慎重



 

 - 141 -

に審査する必要があるため継続審査といたしました。 

 以上で、陳情審査結果の報告を終わります。 

 

〇議長(小笠原義弘君) 次に、教育民生常任委員長の登壇を求めます。工藤幸子君。 

（教育民生常任委員長 工藤幸子君 登壇） 

 

〇教育民生常任委員長(工藤幸子君) 教育民生常任委員会の陳情審査結果の報告をいたします。 

 去る６月５日の本会議において、本委員会に付託され継続審査となっておりました陳情第４号、

高齢者の肺炎球菌ワクチン接種の助成に関する陳情について、８月28日本委員会を開催し、慎重

に審査いたしました。 

 審査の結果は、お手元に配布しております陳情審査報告書のとおり、肺炎になる原因は肺炎球

菌が直接的な原因でおこることもありますが、さまざまな細菌やウィルスが原因によってもおこ

るものであり、ワクチンを接種しても肺炎球菌以外の病原体には予防効果がないものと考えられ

るため、不採択といたしました。 

 以上で、陳情審査結果の報告を終わります。 

 

〇議長(小笠原義弘君) 産業建設常任委員長、教育民生常任委員長の報告が終わりました。 

                                           

 

◎陳情第３号の質疑、討論、採決 

 

〇議長(小笠原義弘君) 追加日程第４、陳情第３号を議題といたします。この陳情に対する委員

長の報告は継続審査であります。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。 

(｢質疑なし｣の声あり) 

 

〇議長(小笠原義弘君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

(｢討論なし｣の声あり) 
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〇議長(小笠原義弘君) 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本件は、委員長の報告のとおり継続審査とすることにご異議ありませんか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

 

〇議長(小笠原義弘君) ご異議なしと認めます。 

 よって、陳情第３号は、継続審査とすることに決しました。 

                                           

 

◎陳情第４号の質疑、討論、採決 

 

〇議長(小笠原義弘君) 追加日程第５、陳情第４号を議題といたします。この陳情に対する委員

長の報告は不採択であります。 

 質疑を許します。質疑ございませんか。 

(｢質疑なし｣の声あり) 

 

〇議長(小笠原義弘君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。討論はありませんか。 

(｢討論なし｣の声あり) 

 

〇議長(小笠原義弘君) 討論なしと認めます。これにて討論を終結いたします。 

 採決いたします。本件は、委員長の報告のとおり不採択とすることにご異議ありませんか。 

(｢異議なし｣の声あり) 

 

〇議長(小笠原義弘君) ご異議なしと認めます。 

 よって、陳情第４号は、不採択とすることに決しました。 

                                           

 

◎閉会中の継続審査の件 

 

〇議長(小笠原義弘君) 追加日程第６、閉会中の継続審査の件を議題といたします。 
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 本件はお手元に配布しております申出書のとおり、会議規則第75条の規定により、産業建設常

任委員長から閉会中の継続審査の申し出がありました。 

 お諮りいたします。委員長からの申し出のとおり決することにご異議ございませんか。 

 (｢異議なし｣の声あり) 

 

〇議長(小笠原義弘君) ご異議なしと認めます。 

 よって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決しました。 

                                           

 

◎閉会の宣告 

 

〇議長(小笠原義弘君) 以上で今期定例会に付議されました事件は、全部終了いたしました。 

 ここで、閉会に当たり、町長から発言の申し出がございます。町長。 

(町長 工藤祐直君 登壇) 

 

〇町長（工藤祐直君） 第24回南部町議会定例会の閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し

上げます。 

 本定例会は、８月28日から本日まで11日間の日程で開会され、議員各位には何かとご多忙の中

ご出席を賜り、誠にありがとうございました。 

 提案いたしました全議案とも、慎重審議いただき、とりわけ決算認定につきましては、決算特

別委員会におきまして、長時間に亘り終始熱心にご審議の上、原案のとおりご議決、ご承認を賜

りましたことに対しまして、衷心より御礼を申し上げます。 

 ご審議の中で賜りました町政に対する様々なご意見、ご提言につきましては、真摯に受け止め、

今後の町政運営に活かし、各種事務事業の推進に努めて参る所存であります。 

 さて、昨日開催されました第17回青森県民駅伝競走大会におきまして、我が南部町は、町村の

部で二連覇は達成できませんでしたが、８人中、中学生３人、高校生３人、うち５人が２年生と

いう中で、特に中学生におかれましては２名の選手が区間記録をつくってございます。そして、

もう１名の中学生も区間２位という成績でございました。総合７位、町の部４位という成績を修

めたわけでございます。馬場又彦監督を初め出場された選手、役員の皆様のご健闘をたたえると

ともに、来年はまた、優勝という二文字を目指して頑張っていただきたいと思います。 
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 国内においては、先の衆議院選挙の結果や今後の政権運営に耳目を奪われているうちに、国内

では新型インフルエンザの被害が全国的に広がっております。 

 また、梅雨時から続いている天候不良も、一時回復したかに見えましたが、８月下旬からは再

び低温基調で推移しており農作物の生育が危惧されているところでございます。 

 このように憂慮される事柄が多い中にあって、明日からは吉例であります「名川秋まつり」が

剣吉地区を会場に開催されるなど、町内各地では、秋祭りシーズンを迎えてございます。先のジ

ャックドまつり、南部まつりと同様、盛況となることを期待したいと思います。 

 これから実りの秋へ向け、町内の五穀豊穣、地域内の安全、さらには各ご家庭の無病息災を心

よりお祈り申し上げる次第であります。 

 また、行政といたしましても、平成21年度の下半期へ向け、職員が一丸となり、予算計上され

ている各種事務事業を着実に進めるほか、懸案事項や新たな課題に適時適切に対処して参る所存

でありますので、議員各位におかれましても、引き続きご指導、ご鞭撻を賜りますようよろしく

お願いを申し上げまして、本定例会閉会に当たってのお礼のごあいさつとさせていただきます。

ありがとうございました。 

 

○議長(小笠原義弘君) ここで、閉会に当たり、私からも一言ごあいさつを述べさせていただき

ます。 

 今期定例会は、11日間にわたり、平成20年度南部町各会計決算認定を含む多数の議案について

終始熱心に審議され、本日ここにその全議案を議了して無事閉会の運びになりましたことは、議

員各位とともに誠にご憧憬にたえないところでございます。 

 また、町長初め理事者各位におかれましては、常に真摯な態度をもって審議にご協力されまし

たことご足労に対し、心から厚くお礼を申し上げまして閉会の言葉といたします。 

これをもちまして、第24回南部町議会定例会を閉会いたします。 

（午後２時13分） 
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